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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

 
１． 建学の精神・基本理念など本学が標榜する大学像（北海道科学大学の基本姿勢） 

北海道科学大学（以下「本学」という）の前身である北海道工業大学は、建学の精神を

「本学は、全人教育の理念を尊重し、科学的ヒューマニズムの精神に基づき、工学に関す

る基礎的知識に加えて、深く専門の学術を研究教授し、広く応用能力を涵養して社会の指

導的人材となるべき、創造的知性と高潔なる道義心に溢れた、真に個性豊かな工業学徒を

育成し、以って、人類文化の進歩と日本の産業界の発展に貢献し、地域社会の開発に寄与

することを使命とする」と定め、北海道内唯一の私立工科系単科大学として昭和 42(1967)
年 4 月に開学した。以後、この建学の精神に基づき、工学部 6 学科、大学院工学研究科修

士課程5専攻、同博士後期課程 4専攻へと拡充展開を図ってきた（Ⅱ.1 本学の沿革 参照）。 
平成 10(1998)年に開学 30 周年を迎えるに当たり、来るべき 21 世紀社会への対応を意

識して、建学の精神を「本学は、ヒューマニティとテクノロジーの融合を教育理念の中心

に据えて、工学に関する基礎知識に加えて、深く専門の学術を教授・研究し、広く応用能

力を涵養して創造性豊かな学識と健全な心身とを備えた有用な人材を育成することにより、

産業界の発展と地域社会の活性化に寄与することを使命とする」と改め、併せて社会の変

化や時代の要請に応え、以下の三か条の基本理念を定めた。 
① ヒューマニティとテクノロジーの融合 
② プロフェッショナル教育の確立 
③ 地域社会への貢献 

この建学の精神と基本理念を大学の基本姿勢と位置付け、平成 13(2001)年度には、それ

までの工学部 6 学科を工学部 8 学科に再編成した。 
しかし、社会のグローバル化と高等教育のユニバーサル化は予想を上回る速さで進展し、

その対応策として高等教育機関の個性･特色の明確化が中央教育審議会答申「我が国の高等

教育の将来像」によって求められたことを受けて、平成 19(2007)年には、基本理念の見直

しを含めて新たに「北海道工業大学の基本姿勢」を制定した。この具現化を目指し、平成

20(2008)年、工学部 8 学科から 4 学部（創生工学部、空間創造学部、医療工学部、未来デ

ザイン学部）8 学科への学部・学科改組を実施し、平成 24(2012)年には、4 学部 9 学科体

制への拡充を行った。また、平成 20(2008)年には、基本姿勢に示した教育目的や指針を達

成するための「成績評価と質の保証」システムを立ち上げた。 
工学研究科修士課程については、平成 24(2012)年度に各学科との接続性と学術分野の整

合性を保つべく 6 専攻への改組を行い、平成 27(2015)年度には改めて 3 専攻を名称変更し

た。また、博士後期課程については伝統的な 4 専攻を維持してきたが、平成 28(2016)年度

にこれを廃し専門分野の枠を超えた融合・横断型の工学専攻 1 専攻を設置する計画である。 
本学の設置母体である学校法人北海道科学大学（以下「法人」という）は、平成 36(2024)

年に創立 100 周年を迎えるに当たり、平成 24(2012)年、「教学体制の再構築並びにキャン

パス再整備計画」と題する中長期計画を策定し、併せて 100 周年ブランドビジョン（中長

期目標）を「2024 年までに、基盤能力と専門性を併せ持つ人材を育成し、地域と共に発展・

成長する北海道 No.1 の実学系総合大学を実現します」と定めた。この中長期目標の実現

に向けて本学では、平成 26(2014)年 4 月、大学名称を北海道科学大学に改めるとともに、
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従前の 4 学部 9 学科体制から、3 学部（工学部、保健医療学部、未来デザイン学部）12 学

科の新体制への移行を開始した。改組に先立ち、平成 25(2013)年、中教審答申で強く求め

られた学生の汎用的技能などのいわゆる学士力の確実な養成を意識して、基本姿勢の一部

を修正した。この改組計画では、a) 建学の精神、基本理念に沿うこと、b) 中教審答申「我

が国の高等教育の将来像」に示された大学の機能分化に対する姿勢をより一層鮮明に打ち

出すことの 2 点を改革の方向性とし、現在、教育・研究の両面にわたる大学改革を進めて

いる。本学の基本姿勢は次のとおりである。 

北海道科学大学の基本姿勢 

(平成 11 年 11 月 26 日 制定) 

(平成 19 年 4 月 1 日 改訂) 

(平成 25 年 4 月 1 日 改訂) 

(平成 26 年 4 月 1 日 改訂) 

1．建学の精神 

本学は、ヒューマニティとテクノロジーの融合を教育理念の中心に据えて、知識基盤社会を担

う市民としての汎用的技能に加えて、深く専門の学術を教授・研究し、広く応用能力を涵養して

創造性豊かな学識と健全な心身とを備えた有用な人材を育成することにより、産業界の発展と地

域社会の活性化に寄与することを使命とする。 
 

2．基本理念 

・ヒューマニティとテクノロジーの融合 

自然を愛し、人と環境に調和した技術を開発し、社会的な広い視野の下での総合的な価値判

断により、社会の発展と人々の幸福に資する科学技術を展開する。 

・時代の要請に即したプロフェッショナル教育 

大きな変容を遂げつつある時代の要請に即した教育組織構成の下で、学科ごとに教育目的と

目的達成に向けた年次目標を明示し、北海道及びわが国の活性化を実質的に支え得るプロフェ

ッショナルを育成するための教育プログラムと教育環境を提供する。 

・地域社会への貢献 

産業界との連携により工学技術の教育研究を推進するとともに、寒冷地特有の技術の開発及

び生活を支える技術の啓発、地域との連携、健康増進と福祉の向上などを通して地域社会の発

展に貢献する。 

 
3．教育目的 

時代の要請に即した専門領域で輝きながら、北海道及びわが国の活性化を実質的に支え得る 21
世紀型市民を育成する。 

 
4．教育指針 

学科ごとのきめ細やかなカリキュラム、教育指導により、 

① 専門領域の基礎知識群とそれらの自然や社会、歴史との繋がりを含めた知識の枠組みを獲 
得する、 
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② 自ら学習する能力(学習力)を身につける、 

③ 社会における自らの役割を認識し、倫理観を醸成する、 

④ 自らの専門能力を高め、あるいは拡げる、 

⑤ 専門能力を社会に役立てるために必要な関連知識とスキルを獲得する、 

ことを支援する。加えて、組織的な教育効果の検証と、カリキュラムの改善を続け教育目的を達

成する。 
 

5．教育の特色 

(1) 学生の立場に基づく教育 

【教育システム】 

・専門領域ごとに最適設計された教育・学習プログラム 

・入学生の適性に応じたきめ細やかな教育・学習システム 

・少人数グル－プによる実験・演習を重視する教育プログラム 

【教育環境】 

・学習力醸成に役立つ整備された自習環境 

・開放的で居心地の良いグループ学習環境 

・豊富な研究設備に恵まれた卒業研究環境 

(2) 情報化社会に調和するプロフェッショナル教育 

【教育システム】 

・技術者として重要な倫理観を育む教育プログラム 

・協働のためのコミュニケーション能力を育む言語教育プログラム 

【教育環境】 

・全学生ノ－トＰＣ所有・充実した学内イントラネット環境 

・ユビキタスな e-Learning 環境 

 
２．北海道科学大学の使命と目的 

本学の使命と目的は、「北海道科学大学の基本姿勢」に則り、《学則 第 1 章“目的及び

使命”》に記載している。 
北海道科学大学学則 

第 1 章 目的及び使命 

第 1 条 北海道科学大学（以下「本学」という）は、ヒューマニティとテクノロジーの融合を教育

理念の中心に据えて、知識基盤社会を担う市民としての汎用的技能・能力と時代の要請に即した

専門的学術を教授・研究し、高い応用能力と健全な心身を備え、得意分野で輝きながら活躍でき

る人材を育成することを目的とし、もって北海道及びわが国の活性化を実質的に支援することを

使命とする。 

2  本学は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を果たすために、教育研究活

動等について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。 

3  本学は、前項の点検及び評価に加え、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた

者による評価を受けるものとする。 
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３．北海道科学大学の個性と特色 

本学の前身である北海道工業大学は、昭和 42(1967)年に開学して以来 48 年間、学部、

大学院合わせて 32,300 人に及ぶ技術者や研究者を社会に送り出し、北海道とわが国の活

性化に寄与してきた。平成 26(2014)年に名称を北海道科学大学と変更した後も、長年の実

績に基づく個性と特色を継承し、法人創立 100 周年に向けた中長期目標の実現を目指して

いる。本学の個性と特色を要約すると、以下のようになる。 
 
① 人材の育成 

本学は、ヒューマニティとテクノロジーの融合を教育理念の中心に据えて、基盤能

力と専門性を併せ持つ人材の育成を目指している。時代の要請に即した教育組織構成

のもとで、学科ごとに教育目的を明示し、21 世紀の北海道とわが国の活性化を実質的

に支え得るプロフェッショナルの育成を目指している。 
 

② 教育方法 
本学では、学科・コースごとに最適設計された教育・学習プログラムに従い、入学

生の資質に応じたきめ細やかな教育及び学習指導を行っている。教育環境として講義

室（G 棟）の全席に学内 LAN に繋がる情報コンセントを設備し、マルチメディアに

よる授業方式を導入するとともに、キャンパス全体の有線・無線の IT 基盤を整備し

て学生の自学自習を支援している。更に、学科に所属する教員が分担して全学生を対

象に個別面談を行って学生個々の履修計画と達成度を確認し合い、個性に応じた学習

指導に努めている。 
 

③ 地域社会への貢献 
本学では学部の機能を、いわゆる学士力を備えた多様な職業人の養成と地域社会へ

の貢献と位置付け、幅広い実践的な領域で地域に貢献する人材の育成を目指している。

また、学部横断型の研究体制として「寒地環境エネルギーシステム研究所」「寒地ヒュ

ーマンサポートシステム研究所」の 2 研究所に加えて「寒地先端材料研究所」を設立

し、寒冷地特有の技術及び生活を支える技術に関する研究成果の地域への還元を展開

するとともに、「地域社会創生研究所」を設立し地域社会との連携強化を図っている。 
 

④ 法人創立 100 周年に向けた中長期計画 
現在進行中の法人創立 100 周年に向けた「教学体制の再構築並びにキャンパス再整

備計画」の方向性は、a) 建学の精神、基本理念に沿うこと、b) 中教審答申「我が国

の高等教育の将来像」に示された大学の機能分化に対する姿勢をより一層鮮明に打ち

出すこと―以上の 2 点である。中長期目標達成のための 100 周年ブランドビジョンと

して「2024 年までに、基盤能力と専門性を併せ持つ人材を育成し、地域と共に発展・

成長する北海道 No.1 の実学系総合大学を実現します」を掲げ、学生と地域社会への

浸透を強力に図る共通ロゴとスローガン「+Professional」を発信し、印刷物や名刺等

への使用をルール化することで全教職員での共有を高め、一体となりこのビジョンの

実現を目指している。 
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Ⅱ．沿革と現況 

１．本学の沿革 
 

大正 13(1924)年 8月 

●伏木田隆作、自動車運転技能教授所

開設 

  ※当学園の創設 

昭和 11(1936)年 6月 

●各種学校に組織変更認可 
昭和 26(1951)年 5月 

●財団法人北海道自動車学校設立認可 
昭和 28(1953)年 1月 

●学校法人自動車学園に組織変更認可 

  設置校／北海道自動車短期大学 

北海道自動車学校 

昭和 28(1953)年 4月 

●北海道自動車短期大学開学 

  学科／自動車工業科 

昭和 31(1956)年 4月 

●北海道工業高等学校（現北海道尚志

学園高等学校）開校 

  課程／定時制 

  学科／自動車科 

昭和 32(1957)年 4月 

●北海道工業高等学校 通常課程設置 

  課程／全日制 

  学科／自動車科 工業経営科 

昭和 38(1963)年 4月 

●北海道自動車短期大学 学科増設 

  学科／自動車工業科第二部（夜間 

     課程） 

昭和 42(1967)年 4月 

●北海道工業大学開学 

  学部／工学部 

  学科／機械工学科 経営工学科 

昭和 43(1968)年 4月 

●北海道工業大学 学科設置 

  学部／工学部 

学科／電気工学科 

昭和 47(1972)年 4月 

●北海道工業大学 学科設置 

  学部／工学部 

学科／土木工学科 建築工学科 

昭和 49(1974)年 4月 

●北海道薬科大学開学 

  学部／薬学部 

  学科／薬学科 生物薬学科 

昭和 50(1975)年 4月 

●法人名称変更 

 学校法人自動車学園を学校法人北海

道尚志学園へ 

昭和 61(1986)年 4月 

●北海道工業大学 学科設置 

  学部／工学部 

  学科／応用電子工学科 

昭和 62(1987)年 4月 

●北海道工業大学 現図書館開館 

 

 

平成 2(1990)年 4 月 

●北海道工業大学大学院設置 

  研究科／工学研究科 

  専攻／電気工学専攻 

応用電子工学専攻 

建築工学専攻 

  課程／修士課程 

平成 4(1992)年 4 月 

●北海道工業大学大学院 専攻及び課

程設置 

  研究科／工学研究科 

専攻及び課程 

  機械システム工学専攻／修士課程 

  土木工学専攻／修士課程 

  電気工学専攻／博士後期課程 

  応用電子工学専攻／博士後期課程 

平成 6(1994)年 4 月 

●北海道工業大学大学院 専攻及び課

程設置 

  研究科／工学研究科 

 専攻及び課程 

  機械システム工学専攻／博士後期

課程 

  建設工学専攻／博士後期課程 

平成 13(2001)年 4月 

●北海道工業大学 設置学科改組 

  学部／工学部 

学科／電気電子工学科 

     情報ネットワーク工学科 

     情報デザイン学科 

     福祉生体工学科 

     環境デザイン学科 

     機械システム工学科 

     社会基盤工学科 

     建築学科 

平成 18(2006)年 4月 

●北海道工業大学 学科専攻設置 
学部／工学部 

学科専攻／福祉生体工学科 

義肢装具学専攻 

平成 19(2007)年 4月 

●北海道工業大学 学科名称変更 
 福祉生体工学科を医療福祉工学科 
 へ 

 

平成 20(2008)年 4 月 

●北海道工業大学 設置学部・学科改 

 組 
  学部及び学科／ 

創生工学部 

    機械システム工学科 

    情報フロンティア工学科 

    電気デジタルシステム工学科 

   空間創造学部 

    建築学科 

    都市環境学科 

   医療工学部 

    医療福祉工学科 

   未来デザイン学部 

    メディアデザイン学科 

    人間社会学科 

平成 24(2012)年 4 月 

●北海道工業大学大学院専攻設置 

研究科／工学研究科 

専攻／電気電子工学専攻 

情報工学専攻 

医療工学専攻 

●北海道工業大学学科設置 

学部／医療工学部 

学科／義肢装具学科 

平成 26(2014)年 4 月 

●法人名称変更 

 学校法人北海道尚志学園を学校法人

北海道科学大学へ 

●大学名称変更 

 北海道工業大学を北海道科学大学へ 

●北海道科学大学 学部・学科名称変

更、及び学科設置 

開設学部及び学科／ 

工学部 

機械工学科 

情報工学科 

電気電子工学科 

   建築学科 

   都市環境学科 

  保健医療学部 

   看護学科 

   理学療法学科 

義肢装具学科 

臨床工学科 

診療放射線学科 

●北海道自動車短期大学 名称変更

北海道科学大学短期大学部へ 
平成 27(2015)年 4月 

●北海道科学大学大学院 

専攻名称変更 
機械システム工学専攻を機械工学

専攻へ 

建築工学専攻を建築学専攻へ 

土木工学専攻を都市環境学専攻へ 
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２．本学の現況 

 

・大学名  北海道科学大学 

・所在地  札幌市手稲区前田 7 条 15 丁目 4 番 1 号 

 
・学部、大学院の構成 

平成 26(2014)年度以降の学部          平成 25(2013)年度以前の学部 

 

 

 

 

 

大学院 

平成 27(2015)年度以降の専攻        平成 26(2014)年度以前の専攻 

 

創生工学部       

機械システム工学科           

情報フロンティア工学科           

電気ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼｽﾃﾑ工学科       

 

空間創造学部 
建築学科             

都市環境学科         

 

医療工学部  
医療福祉工学科           

義肢装具学科 

 

未来デザイン学部 
メディアデザイン学科 

人間社会学科 

 

 

 

工学部注 1) 

機械工学科注 3) 

情報工学科注 4) 

電気電子工学科注 5) 

建築学科注 6) 

都市環境学科注 6) 

 

 

 

保健医療学部注 2) 

看護学科注 7) 

理学療法学科注 7) 

 義肢装具学科 

臨床工学科注 8) 

診療放射線学科注 7) 

 

未来デザイン学部 
メディアデザイン学科 

人間社会学科 

  

 

空間創造学部注 9) 
建築学科 

都市環境学科 

注1) 創生工学部を名称変更 

注2) 医療工学部を名称変更 

注3) 機械システム工学科を名称変更 

注4) 情報フロンティア工学科を名称変更 

注5) 電気デジタルシステム工学科を名称変更 

注6) 工学部に設置 

注7) 保健医療学部に設置 

注8) 医療福祉工学科を名称変更 

注9) 平成 26(2014)年度から学生募集停止 

 
 
 
 
 
 
工学研究科 

機械システム工学専攻(修士課程) 

電気電子工学専攻(修士課程) 

情報工学専攻(修士課程) 

医療工学専攻(修士課程) 

建築工学専攻(修士課程) 

土木工学専攻(修士課程) 

機械システム工学専攻(博士後期課程)  

電気工学専攻(博士後期課程) 

応用電子工学専攻(博士後期課程) 

建設工学専攻(博士後期課程) 

 
 
 
 
 
 
工学研究科 

機械工学専攻(修士課程) 

電気電子工学専攻(修士課程) 

情報工学専攻(修士課程) 

医療工学専攻(修士課程) 

建築学専攻(修士課程) 

都市環境学専攻(修士課程) 

機械システム工学専攻(博士後期課程)注 10) 

電気工学専攻(博士後期課程)注 10) 

応用電子工学専攻(博士後期課程)注 10) 

建設工学専攻(博士後期課程)注 10) 

注 10) 平成 28(2016)年度に工学専攻に改組予定 
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・学生数、教員数、職員数 

   学 部                           （平成 27 年 5 月 1 日現在） 
学部名 学 科 名 入学定員 

編入学定員 
２年次 

編入学定員 
３年次 収容定員 在籍学生数 

創 生 工 学 部 

機械システム工学科 － － 2 266 196 
情報フロンティア工学科 － － 2 246 186 
電気デジタルシステム工学科 － － 1 164 150 

空間創造学部 
建築学科 － － 2 266 214 
都市環境学科 － － 2 186 77 

医 療 工 学 部 
医療福祉工学科 － － 1 144 153 
義肢装具学科 － － － 60 60 

工学部 

機械工学科 92 － － 184 215 
情報工学科 90 － － 180 194 
電気電子工学科 80 － － 160 195 
建築学科 80 － － 160 214 
都市環境学科 50 － － 100 117 

保健医療学部 

看護学科 80 － － 160 196 
理学療法学科 40 － － 80 102 
義肢装具学科 50 － － 100 104 
臨床工学科 70 － － 140 152 
診療放射線学科 50 － － 100 114 

未来デザイン学部 
メディアデザイン学科 80 －   1 324 343 
人間社会学科 50 －   1 244 183 
合    計 812 － 12 3,264 3,165 

 

大学院                       （平成 27 年 5 月 1 日現在） 

研究科名 専 攻 名 入学定員 収容定員 在籍学生数 

工学研究科 

機械システム工学専攻（修士課程） － 7 2 
機械工学専攻（修士課程） 5 5 5 
電気電子工学専攻（修士課程） 4 10 2 
情報工学専攻（修士課程） 4 10 7 
医療工学専攻（修士課程） 6 12 15 
建築工学専攻（修士課程） － 6 6 
建築学専攻（修士課程） 4 4 2 
土木工学専攻（修士課程） － 6 0 
都市環境学専攻（修士課程） 4 4 1 

(小  計) (27) (64) (40) 
機械システム工学専攻（博士後期課程） 2 6 0 
電気工学専攻（博士後期課程） 2 6 3 
応用電子工学専攻（博士後期課程） 2 6 1 
建設工学専攻（博士後期課程） 2 6 0 

(小  計) ( 8) (24) ( 4) 
合  計 35 88 44 
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教員数                              （平成 27 年 5 月 1 日現在） 

学部名 学 科 名 教 授 准教授 講 師 助 教 助 手 合 計 

  所属長 学長 1    -    -    -  1 

副学長 2     2 

創 生 工 学 部 

機械システム工学科 － － － － － － 

情報フロンティア工学科 － － － － － － 

電気デジタルシステム工学科 － － － － － － 

空間創造学部 
建築学科 － － － － － － 

都市環境学科 1 0 0 0 0 1 

医 療 工 学 部 
医療福祉工学科 － － － － － － 

義肢装具学科 － － － － － － 

工学部 

機械工学科 7 6 0 1 0 14 

情報工学科 8 3 0 1 0 12 

電気電子工学科 10 2 0 1 0 13 

建築学科 8 4 1 0 0 13 

都市環境学科 6 3 1 1 0 11 

保健医療学部 

看護学科 7 4 7 7 7 32 

理学療法学科 5 1 3 4 0 13 

義肢装具学科 4 3 1 3 0 11 

臨床工学科 4 3 0 2 0 9 

診療放射線学科 8 5 1 0 0 14 

未来デザイン学部 
メディアデザイン学科 9 2 2 0 0 13 

人間社会学科 6 5 0 0 0 11 

 高等教育支援センター 12 2 2 0 0 16 

合 計 98 43 18 20 7 186 

 

 

職員数     （平成 27 年 5 月 1 日現在） 

 

専 任 契約職員 臨時職員 合 計 

60 25 2 87 

※法人本部及び系列校との兼務者を含む 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的の明確性 

≪1－1 の視点≫ 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

 

（1) 1-1 の自己判定 

基準項目 1-1 を満たしている。 

 

（2）1-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

・本学の使命・目的及び教育目的は、規程集の総記に定める「北海道科学大学の基本姿

勢」に則り、学則 第 1 章“目的及び使命”中で「ヒューマニティとテクノロジーの融合

を教育理念の中心に据えて、知識基盤社会を担う市民としての汎用的技能・能力と時

代の要請に即した専門的学術を教授・研究し、高い応用能力と健全な心身を備え、得

意分野で輝きながら活躍できる人材を育成することを目的とし、もって北海道及びわ

が国の活性化を実質的に支援することを使命とする」と明示している。また、基本姿

勢の中では、教育目的を「時代の要請に即した専門領域で輝きながら、北海道及びわ

が国の活性化を実質的に支え得る 21 世紀型市民を育成する」と明示するとともに、

教育指針、教育の特色を具体的に示している。【資料 1-1-1】【資料 1-1-2】 
・本学では、この基本姿勢に則り、本学の各学部、学科、研究科、専攻において、①学

位授与方針（ディプロマポリシー）、②教育課程の編成に関する方針（カリキュラム

ポリシー）、③入学者受入れの方針（アドミッションポリシー）を明文化しており、

これらは HP を通して学内外に広く公表している。【資料 1-1-3】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 1-1-1】学則第１条 
【資料 1-1-2】基本姿勢 
【資料 1-1-3】3 つの方針 http://www.hus.ac.jp/academics_hus/amp/、 

http://www.hus.ac.jp/academics/、http://www.hus.ac.jp/academics/grd/ 
 

1-1-② 簡潔な文章化 

・使命及び目的は基本姿勢を踏まえて策定しており簡潔に文章化している。基本姿勢に

おいては、1．建学の精神、2．基本理念、3．教育目的、4．教育指針、5．教育の特

色、それぞれを明確に文章化している。【資料 1-1-2】 
・教育目的や教育指針を達成するための「成績評価と質の保証」のための基本フレーム

は、本学規程集の総記にまとめ、HP を通じて学生に周知している。【資料 1-1-4】 
【エビデンス集・資料編】 
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 【資料 1-1-2】基本姿勢 
【資料 1-1-4】「成績評価と質の保証」のための基本フレーム 

http://www.hus.ac.jp/info/feature/frame.html 
 

（3）1-1 の改善・向上方策（将来計画） 

・本学の使命・目的は規程集の総記にまとめている「北海道科学大学の基本姿勢」に拠

って立つ形式を取っており、使命・目的の適切性や具体性などの評価はこの基本姿勢

の適切性や明確性に依存する。基本姿勢の構成は、工学部のみの単科大学であった時

代に制定したスタイルを踏襲しているが、1-2 の改善向上方策に示すように、将来的

な大学統合などによる複数学部化に際しては、その構成を含めて見直しを図り、ステ

ークホルダーや社会に対して明確かつ簡潔な使命・目的を明示していく。 

 

 

1－2 使命・目的及び教育目的の適切性 
≪1－2 の視点≫ 
1-2-① 個性・特色の明示 

1-2-② 法令への適合 
1-2-③ 変化への対応 

（1) 1-2 の自己判定 

基準項目 1-2 を満たしている。 

 

（2）1-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

1-2-① 個性・特色の明示 

・本学の個性・特色は基本姿勢の中に謳われる、基本理念に以下のように明示している。

【資料 1-2-1】 

 

・ヒューマニティとテクノロジーの融合   

自然を愛し、人と環境に調和した技術を開発し、社会的な広い視野の下での

総合的な価値判断により、社会の発展と人々の幸福に資する科学技術を展開

する。 

・時代の要請に即したプロフェッショナル教育 

大きな変容を遂げつつある時代の要請に即した教育組織構成の下で、学科ご

とに教育目的と目的達成に向けた年次目標を明示し、北海道及びわが国の活

性化を実質的に支え得るプロフェッショナルを育成するための教育プログラ

ムと教育環境を提供する。 

・地域社会への貢献 

産業界との連携により工学技術の教育研究を推進するとともに、寒冷地特有

の技術の開発及び生活を支える技術の啓発、地域との連携、健康増進と福祉

の向上などを通して地域社会の発展に貢献する。 
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この基本理念の個性と特色を受けて、各学部、学科、研究科、専攻の人材養成に関す

る目的を学則上に定めている。【資料 1-2-2】【資料 1-2-3】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 1-2-1】基本姿勢 
【資料 1-2-2】学則別表 5 
【資料 1-2-3】大学院学則別表 3 
 

1-2-② 法令への適合 
・本学の学則第 1 条第 1 項は学校教育法第 83 条に則して本学の目的及び使命を謳った

ものである。更に、第 1 条第 2 項は教育研究活動に関する自己点検及び評価の実施を、

第 1 条第 3 項は認証評価受審を定めたものである。その他の法令等の遵守状況につい

ては「エビデンス集・データ編 表 3-2」のとおりである。【資料 1-2-4】【資料 1-2-5】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 1-2-4】学則第 1 条 
【資料 1-2-5】大学院学則第 1 条 

1-2-③ 変化への対応 

・本学は北海道内唯一の私立工科系単科大学として昭和 42(1967)年に開学したが、平成

11(1999)年に開学 30 周年を迎えるに当たり、来るべき 21 世紀社会への対応を意識し

て建学の精神を「本学は、ヒューマニティとテクノロジーの融合を教育理念の中心に

据えて、工学に関する基礎知識に加えて、深く専門の学術を教授・研究し、広く応用

能力を涵養して創造性豊かな学識と健全な心身とを備えた有用な人材を育成するこ

とにより、産業界の発展と地域社会の活性化に寄与することを使命とする」と改め、

合わせて 3 か条の基本理念を定め、社会の変化や時代の要請に応える形で見直しを図

ってきた。 
・しかし、高等教育のユニバーサル化は予想を上回る速さで進展し、その対応策として

高等教育機関の個性・特色の明確化が中教審答申「我が国の高等教育の将来像」によ

って求められたことを受けて、平成 19(2007)年には、基本理念の見直しを含めて、新

たに「北海道工業大学の基本姿勢」を制定した。【資料 1-2-6】 
・「教学体制の再構築並びにキャンパス再整備計画」の策定に合わせて、先の中教審答申

で強く求められた学生の汎用的技能などのいわゆる学士力の確実な養成を意識して、

平成 26(2014)年 4 月の「北海道科学大学」への名称変更に先立ち、平成 25(2013)年
に基本姿勢を一部修正した。【資料 1-2-7】 

【エビデンス集・資料編】 
【資料 1-2-6】北海道工業大学の基本姿勢 平成 19(2007)年改訂 
【資料 1-2-7】平成 24(2012)年度第 17 回教授会議事録 

 

（3）1-2 の改善・向上方策（将来計画） 

・100 周年ブランドビジョンにしたがって平成 27(2015)年度から系列校の北海道科学大

学短期大学部、北海道薬科大学が前田キャンパスへ移転、更に平成 30(2018)年には薬
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科大学と統合することを構想中である。短期大学部、薬学部を含め 5 学部 14 学科を有

する実学系総合大学を目指すに当たり、ステークホルダーや広く社会に対して統合の理

念を明確にすることが、第一に求められていると認識している。具体的には建学の精神

を始めとする基本理念などの基本姿勢、また、これに基づく大学の使命・目的について

見直しを図っていく。 
 

 

1－3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1－3 の視点≫ 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

1-3-② 学内外への周知 

1-3-③ 中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

 

（1) 1-3 の自己判定 

基準項目 1-3 を満たしている。 

 

（2）1-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

・本学の使命・目的及び教育目的は、全教員参加の全学教授会を経て決定しており、教

員の支持は得られている。【資料 1-3-1】 
・本学の目的及び使命は学則第１章第１条に収め、建学の精神・基本理念及び教育目的

は本学の基本姿勢として規程集の総記に収めている。これらは大学の HP 上で公開す

るとともに、学内情報サイトでも共有し、全ての教職員が容易にいつでも閲覧できる

ようになっている。【資料 1-3-2】 
・毎年 4 月に行う新任教職員研修会において、副学長から本学の基本姿勢の説明をし、

本学の使命・目的及び教育目的を着任直後から浸透させるよう努めている。【資料

1-3-3】 
・法人創立 100 周年に向けた中長期計画である「教学体制の再構築並びにキャンパス再

整備計画」は、本学を含めた各設置校の教職員で組織した将来計画検討委員会で答申

し、理事会で承認されている。平成 25(2013)年からは法人の事業報告書に各設置校の

「建学の精神」「3 ポリシー」等を掲載しており、理事会・評議員会に報告し、役員並

びに教職員に理解され支持されている。【資料 1-3-4】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 1-3-1】平成 24(2012)年度第 12 回教授会議事録 
【資料 1-3-2】大学総合案内 http://www.hus.ac.jp/info/ 
【資料 1-3-3】平成 27(2015)年新任教職員研修会開催要領 
【資料 1-3-4】学校法人北海道科学大学平成 26(2014)年度事業報告書 
 

http://www.hus.ac.jp/info/
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1-3-② 学内外への周知 

・本学の建学の精神、基本理念、学則で示した使命・目的及び教育目的を HP 上に掲載

し、学内外に公開している。在学生向けには、本学の基本姿勢を講義棟（G 棟）入口

に掲示しているほか、教務ブック上にも掲載し、周知している。【資料 1-3-2】【資料

1-3-5】 
・入学式における学長の告辞において、入学生、保護者に向けて本学の使命・目的を説

明している。この告辞の内容を法人だよりに掲載し、全教職員に配付している。【資

料 1-3-6】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 1-3-5】在学生情報サイトHUS ナビ→教務ブック http://www1.hus.ac.jp/gakusei/ 
  【資料 1-3-6】法人だより（平成 26(2014)年第 3 号） 

 
1-3-③ 中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

・各設置校及び学校法人の諸活動を全 12 項目に分類し、項目ごとに「長期目標：10 年

後のあるべき姿」と「中期目標：5 年後の達成目標」を設定し、平成 27(2015)年度か

ら平成 31(2019)年度までの 5 か年の中期事業計画を策定した。現在進行中の中期事業

計画は、本学の使命・目的及び教育目的と整合している。【資料 1-3-7】 
・平成 26(2014)年度の大学名称変更及び「工学部」「保健医療学部」「未来デザイン学部」

への新教学体制の移行に合わせ、本学の使命・目的及び教育目的をより具体的に反映

させたディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、アドミッションポリシーを策定

した。これら 3 つの方針は HP 及び教務ブックに明示している。【資料 1-3-5】【資料

1-3-8】 
・大学院については、専攻ごとの教育目的、教育方針、教育・学習目標を「専攻別概要」

として明示しており、また、平成 26(2014)年度には、学部の３つのポリシーとの整合

性を持たせた大学院工学研究科の３ポリシーを策定し、HP に明示している。 
【資料 1-3-8】【資料 1-3-9】 

【エビデンス集・資料編】 
【資料1-3-5】在学生情報サイトHUSナビ→教務ブック http://www1.hus.ac.jp/gakusei/ 
【資料1-3-7】学校法人北海道科学大学中期事業計画（平成27(2015)～31(2019)年度） 
【資料 1-3-8】3 つの方針 http://www.hus.ac.jp/academics_hus/amp/、 

http://www.hus.ac.jp/academics/、http://www.hus.ac.jp/academics/grd/ 
【資料1-3-9】在学生情報サイトHUSナビ→教務ブック→大学院  

http://www1.hus.ac.jp/gakusei/02system/daigakuin/index.php 
 

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

・法人の組織は図 1-3-1 のようになっており、適切に整備している。 
・北海道科学大学の使命・目的及び教育目的を果たすための教育研究組織の構成は図

1-3-2 のようになっている。 

http://www1.hus.ac.jp/gakusei/
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図 1-3-1 本法人の組織図 
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入 試 制 度 検 討 委 員 会

* 平成26年4月医療福祉工学科から名称変更

学科会議

学科会議

部 局 長 会

診 療 放 射 線 学科 学科会議

学科会議

学科会議

＊ 平成26年 4月医療工学部から名称変更

北海道科学大学組織図
(平成２７年４月１日　　改正)

機 械 工 学 専 攻 （修士課程）

電気電子工学専攻 （修士課程）

（博士後期課程）
研究科委員会 専攻長会議

建 築 学 専 攻

* 平成27年4月機械システム工学専攻から名称変更

機械システム工学専攻

情 報 工 学 専 攻 （修士課程）

医 療 工 学 専 攻 （修士課程）

建 設 工 学 専 攻 （博士後期課程）

機 械 工 学 科

情 報 工 学 科

大 学 院 工 学 研 究 科 電 気 工 学 専 攻 （博士後期課程）

学科会議

応用電子工学専攻

電 気 電 子 工 学科

教　授　会

建 築 学 科

北海道科学大学短期大学部

（修士課程）

* 平成26年4月情報フロンティア工学科から名称変更

* 平成26年4月電気デジタルシステム工学科から名称変更

都 市 環 境 学 科

都 市 環 境 学 専攻 （修士課程）

看 護 学 科
学 部

理 学 療 法 学 科

教員業務・業績委員会

学科会議

企 画 運 営 会 議

全学教授会 保 健 医 療 学 部 義 肢 装 具 学 科

工 学 部

学科会議

教　授　会

数学・自然科学グループ

語学・人文社会科学グループ高等教育支援部門

北 海 道 科 学 大 学

臨 床 工 学 科
大 学 改 革 推 進 室

メディアデザイン学科

未 来 デ ザ イ ン 学 部
全学連絡 調整 会議

高 大 連 携 教 育

推 進 委 員 会

教職・健康科学グループ

プロジェクト教育グループ

人 間 社 会 学 科

車 体 工 学 専 攻

環境マネ ジメ ント

推 進 委 員 会

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ

ロ ッ プ メ ン ト 委 員 会

教　授　会

教 務 委 員 会

短 大 部 学 生支 援委 員会

学士課程教育支援部門

自動車工業科第一部
短 期 大 学 部

個人情報苦情対応委員会

国 際 交 流 委 員 会

就 職 支 援 セ ン タ ー

自己点検・評価委員会

入 試 広 報 委 員 会
付 属 機 関

人 権 委 員 会

高等教育支援センター

利益相反マネジメント委員会

専 攻 科

情報教育グループ

人間・社会理解教育グループ

個人情報保護委員会

学 生 支 援 セ ン タ ー

ク ラ ス 担 任 委 員 会

保健医療学部教育経費委員会

（博士後期課程）

* 平成27年4月建築工学専攻から名称変更

* 平成27年4月土木工学専攻から名称変更

* 平成26年4月機械システム工学科から名称変更

学科会議

倫 理 委 員 会

防火・防災管理対策委員会

内部環境監査委員会

学科会議

学科会議

学科会議

短大部自己点検・評価委員会

研 究 紀 要 委 員 会

放射線安全管理委員会

学 生 相 談 室

入学試験出題・採点委員

危 機 管 理 委 員 会

衛 生 委 員 会

事 務 局

短大部ファカルティ・

ディベロップメント委員会

短大部自動車整備士養成施設委員会

教　授　会

自己点検・評価委員会幹事会

外 部 評 価 委 員 会

保健医療学部臨地実習運営委員会
地域連携推進センター

入 試 広 報 セ ン タ ー

高等教育支援センター会議

寒地環境エネルギーシステム研究所

日本学生支援機構奨学金

返還免除候補者選考委員

医 務 室

発 明 判 定 会

短 大 部 入 試広 報委 員会

短 大 部 就 職支 援委 員会

研究活動不正対策委員会

就 職 委 員 会教 職 課 程 委 員 会

短大部アドミッションオフィス委員会

公的研究費内部監査委員会

学 術 情 報 セ ン タ ー 学術情報センター運営委員会

全自動Ｘ線分析システム運営委員会

動 物 実 験 委 員 会

短大部授業料減免学生選考委員会

寒 地 先 端 材 料 研 究 所

地 域 社 会 創 生 研 究 所

寒地ヒューマンサポートシステム研究所

* 平成26年4月創生工学部から名称変更
* 空間創造学部建築学科、都市環境学科

は募集停止

 
<平成27年度措置>
* 平成25年度以前入学生には新学科名を適用しない。

（2～4年次在籍学生対象）

 

図 1-3-2 北海道科学大学の組織図  
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・平成 27(2015)年 4 月の学校教育法の改正を受けて、学長のリーダーシップや教授会の

役割の明確化を意図して内部規則の総点検を行い、教学に関する意思決定の迅速化に

よる改革のスピードアップを図るため、組織の見直しを行った（基準 3-3 で詳述）。 
・学科長を主なメンバーとしていたこれまでの学長の諮問機関である評議会を廃し、学

長がリーダーシップを適切に発揮するための補佐体制として、センター長を主なメン

バーとする企画運営会議を設置した（基準 3-3 で詳述）。 
・本学では、「企画運営会議」「教授会」「全学連絡調整会議」「研究科委員会」「専攻長 

会議」を全学的合意形成組織群として位置付けている。 
・各学科では「学科会議」を専任教員により定期的に開催し、学科長を議長として運営

上の諸問題を審議するとともに、教員の意見を学科として集約し全学的課題の意思決

定に反映できるようになっている。この学科会議も平成 27(2015)年 4 月から、内部規

則の見直しにより、教授会の一つとして位置付けている。 
・各教員の参加形態を含めた教育研究組織間連携の基本形態を図 1-3-3 に示す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： ／の上段は求心性活動、下段は遠心性活動 

           （ ）内は議論にあたっての見地、［ ］は参加資格 

           評議＊ ：「種々の意見を交換して相談すること」 

図 1-3-3 教育研究組織間連携の基本形態 

 

・基礎教育、教養教育及び学士課程教育を支援する組織として、「高等教育支援センタ

ー」を置いている。平成 26(2014)年度の改組を機に、学士力、社会人基礎力の醸成を

意識して、教養教育を中心としたカリキュラムの改編を行った。これに合わせて従前

から存在する高等教育支援部門に加え、学士課程教育支援部門を創設した。【資料

企画運営会議 

（全学的） 

全学連絡調整会議 

（組織代表） 

学   長 

（最高責任者） 

研究科委員会 

教授会［個人］ 

委員会 

センター（全学的） 
学部・学科・専攻 

事務局 

各  教  職  員 

評議＊  調整/指示 

提案  

具申 

提案/指示 具申/指示 

提案 情報提供 参加/議決 

参加/指示、要請 
提案 

副学長 
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1-3-10】 
・本学には教育支援と学内運営を担当する付属機関として「学生支援センター」「就職

支援センター」「入試広報センター」「地域連携推進センター」「学術情報センター」

を組織しており、その審議内容と構成員を表 1-3-1 に示す。【資料 1-3-11】～【資料

1-3-15】 
 

表 1-3-1 5 つのセンター（付属機関）における審議内容と構成員 

セ ン タ ー 審   議   事   項 構  成  員 

学生支援センター 

・学生の教育に関すること 

・学生の生活に関すること 

・学生の情報サービスに関すること 

・その他学生のサポートに関すること 

・その他必要と認める事項 

・センター長 
・副センター長 
・センター主任 
・教務課長及び学生課長 

就職支援センター 

・学生の就職支援事業に関すること 

・学生のキャリア教育に関すること 

・学生の資格取得に関すること 

・学生のインターンシップ事業に関すること 

・既卒者のキャリアアップ支援に関すること 

・学内外関係機関とのキャリア連携に関すること 

・その他必要と認める事項 

・センター長 
・副センター長 
・センター主任 
・就職課長 

入試広報センター 

・大学広報(就職支援広報を除く)に関すること 

・入学試験に関すること 

・出前講義に関すること 

・高大連携教育に関すること 

・その他必要と認める事項 

・センター長 
・副センター長 
・センター主任 
・入試第一課長、入試第

二課長及び企画広報
課長 

地域連携推進 

センター 

・地域連携事業推進に関すること 

・地域人材育成に関すること 

・産学官連携活動に関すること 

・研究推進及びその成果の発信に関すること 

・その他必要と認める事項 

・センター長 
・副センター長 
・センター主任 
・教育研究推進課長 

学術情報センター 

・図書館業務に関すること 

・情報教育に関すること 

・機関リポジトリに関すること 

・その他必要と認める事項 

・センター長 
・学術情報第一課長及び

学術情報第二課長 

・各機関内で行う自己点検とともに、全学的観点での自己点検によって大学の使命・目

的及び教育目的達成への改善策を採る体制（Double PDCA Cyclic Loops）は、図 1-3-4
の示すとおり、本学組織の特徴である。 
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図 1-3-4 Double PDCA Cyclic Loops 
 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 1-3-10】高等教育支援センター規程 
【資料 1-3-11】学生支援センター規程 
【資料 1-3-12】就職支援センター規程 
【資料 1-3-13】入試広報センター規程 
【資料 1-3-14】地域連携推進センター規程 
【資料 1-3-15】学術情報センター規程 

 
（3）1－3 の改善・向上方策（将来計画） 

・3 学部 12 学科体制がスタートしたばかりであるが、合意形成と連絡体制の簡素化と強

化によって、迅速な改革とそれに対する学内の合意形成が可能な体制を実現し、実学

系総合大学としてより良き教育研究組織の確立を目指す。 
・使命・目的の学外への周知に関して、大学名称変更及び研究教育領域拡大という新し

い大学イメージの周知は十分に効果があり、受験生の増加として結果が表れている。

今後の受験生の安定確保のため、大学の使命・目的の更なる浸透を図っていく。 
・平成 30(2018)年の北海道薬科大学との統合に向けて、法人役員をメンバーとする統合

準備委員会を組織し、その下に各大学の教職員を構成員とする大学統合検討第Ⅰ、第

Ⅱ部会を設置した。大学統合検討第Ⅰ部会では更にその下部に作業部会を組織し、検

学   生    教 職 員 

実行 

計画 評価 

学長、教授会 

研究科委員会 

講義/サービス 反応/意見/評価 

反応/意見/評価 

反応/意見/評価 

学部、学科、専攻、事務局 

高等教育支援センター、 

学生支援センター、 

就職支援センター、 

入試広報センター、 

地域連携推進センター、 

学術情報センター 

実行機関 

企画機関 点検評価機関 

大学改革 

推進室 

自己点検・ 

評価委員会 

点検評価

結果 

実行結果 
計画大綱 

/ビジョン 

計画 

評価 実行 

評価 

実行 計画 
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討していく。 

［基準 1 の自己評価］ 

・使命・目的及び教育目的はいずれも具体的で明確であり、社会の変化や時代の要請に

適切に対応していると判断している。また、法令を遵守してこれらを定めている。 
・これまでに建学の精神は全学的な議論のもとで見直しを経ており、常に社会の変化や

時代の要請に適切に対応していると判断している。 
・建学の精神や基本理念は、中教審答申「我が国の高等教育の将来像」における大学の

機能別分化にも整合すると判断している。すなわち、個性・特色を大学の機能として

表現するならば、汎用的技能や問題解決能力、生涯学習力などの、いわゆる学士力を

備えた「幅広い職業人の養成」と「社会貢献機能（地域社会への貢献）」であると認

識している。 
・建学の精神、基本理念、使命・目的及び教育目的は、HP を通して、在学生、教職員、

役員、その他 HP 閲覧者等内外に広く周知している。 
・法人創立 100 周年に向けた中長期計画は、基本姿勢に沿う方向性を持つ。この中長期

計画に従い、使命・目的及び教育目的を達成するために必要な教育研究組織の整備を

進めていると判断している。 
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基準 2．学修と教授 

2－1 学生の受入れ 

≪2－1 の視点≫ 

2-1-① 

2-1-② 

2-1-③ 

入学者受入れの方針の明確化と周知 

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 

（1）2－1 の自己判定 

基準項目 2-1 を満たしている。 
 

（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

・平成 20(2008)年度に 1 学部体制から 4 学部体制に改組した際に、学部ごとのアドミッ

ションポリシーを定め、入学案内書、HP 等で公開してきた。平成 26(2014)年度の大

学名称変更と医療系学部新設を含む大幅な改組に併せて、大学の基本姿勢に基づく各

学部・学科のアドミッションポリシーを定め、入試要項、受験ガイド、AO 入試ガイ

ドに掲載し受験生に周知している。【資料 2-1-1】～【資料 2-1-4】 
・更に以下の企画を実施し、本学の教育の理念、目的、特色並びに入学者受入れ方針を

広く受験生とその保護者、高校教員に伝える努力をしている。 
① 進学相談会：北海道 16 会場（年各 1～12 回）、東北 5 会場（年各 1～5 回） 
② オープンキャンパス（年 4 回）：大学の概要説明、学部・学科紹介、模擬講義、体 

験学習、キャンパスツアー、学部学科展示、学食体験、進学・入試相談、学生生

活・就職相談 
③ 入試広報担当教員による高校訪問：大学の概要、入学者選抜方法の説明 

【資料 2-1-5】【資料 2-1-6】 
・本学への進学希望者に限らず広く本学の専門分野の面白さと意義を高校生に伝えるた

めに、高大連携教育、出前授業を実施している。【資料 2-1-7】 
・入学式のパンフレットに全学科のアドミッションポリシーを掲載しているほか、入学

生代表宣誓においては、各学部の代表者がアドミッションポリシーの内容を盛り込ん

だ宣誓文を読み上げており、入学生にアドミッションポリシーを再認識させるよう努

めている。【資料 2-1-8】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-1-1】平成 27(2015)年度入試要項 
【資料 2-1-2】平成 28(2016)年度受験ガイド 
【資料 2-1-3】平成 28(2016)年度 AO ガイド 
【資料 2-1-4】アドミッションポリシー http://www.hus.ac.jp/academics_hus/amp/ 
【資料 2-1-5】進学相談会 http://www.hus.ac.jp/nyushi/consultation/ 
【資料 2-1-6】オープンキャンパス http://www.hus.ac.jp/nyushi/opencampus/ 
【資料 2-1-7】高大連携 http://www.hus.ac.jp/cooperation/are_det/sch_det.html 
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【資料 2-1-8】平成 27(2015)年度入学式パンフレット 
 

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

【事実の説明】 

・学部の入学者選抜では、①高校時代の学業成績にとらわれず、本人の学修意欲や将来

性を重視する AO 入試、②高校時代の学業成績及び課外活動等と人物を重視する推薦

入試（系列校推薦、指定校推薦、公募推薦[前期・後期]、自己推薦[帰国子女・社会

人・同窓生子女・スポーツ選抜]）、③外国人を対象とした外国人留学生入試、④学力

を重視する一般入試[前期・後期]及び大学入試センター試験利用入試[前期・中期・

後期]の 4 種類の選抜制度を設け、多様な受験生に対応している。また、大学院の入

学者選抜では、修士課程においては、推薦入試、一般入試[前期・後期]、社会人入試[前
期・後期]の 3 種類、博士後期課程においては、一般入試、社会人入試の 2 種類の選抜

制度を設けている。それぞれの入学者選抜の詳細については、入試要項、HP 等で公

開している。【資料 2-1-9】 
・AO 入試は、プレゼンテーションのテーマを指定課題の中から選ぶ指定課題型として

おり、エントリー段階における模擬講義の受講・レポートの提出・面談を通して、受

験生の志望と学科内容との適合性を判定している。AO の趣旨に沿った入学者を選抜

するため、試験時には受験生の資質・能力の評価に加え、アドミッションポリシーに

沿う受験生であることを判定する項目を設けている。【資料 2-1-10】 
・推薦系入試区分においては、高等学校における全体の評定平均値と生徒会活動やクラ

ブ活動など学業以外の活動実績を評価することを入試要項に明記している。面接にお

いては、資質・能力の評価に加え、アドミッションポリシーに沿った受験生か否かの

判定を行っている。看護学科、理学療法学科、診療放射線学科の推薦入試においては、

受験生の基礎的な文章読解能力を見極めるため小論文を課し、高等学校における全体

の評定平均値、面接試験では把握しきれない基礎能力、職業意識等を判断する選抜を

行っている。【資料 2-1-1】 
・入学前教育として、AO 入試、系列校推薦入試、指定校推薦入試、公募推薦入試［前

期・後期］、自己推薦入試の合格者全員に対して本学独自の自習課題（「ホームワー

ク」：数学・英語・文章表現）を課し、添削指導を行っている。この入学前教育に関

しては、毎年、前年度の実施結果報告会を開催し、実施状況、学力レベル等の分析報

告及び教科担当者の意見や要望等の聞き取りを行い、「ホームワーク」の内容の充実

を図っている。また、診療放射線学科合格者に対しては、「物理」に関する入学前教

育を行っている。入学前教育は、それぞれの学部・学科における入学者の学力担保と

入学後の授業等への準備段階としての機能を有しており、対象者のモチベーション維

持に有効であると考える。【資料 2-1-11】 
・学力試験系入試区分においては、学科ごとにアドミッションポリシーに沿う形で、受

験指定教科（科目）を定め、入試要項に明記している。一般入試の試験問題は本学独

自で作成しており、第三者による評価を行い、質の維持･向上に努めている。平成

26(2014)年度受験生及び入学者の学力レベル等を分析し、平成 27(2015)年度の一般入

試における受験科目の設定、難易度等の設定について検討を行った。【資料 2-1-12】 
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【エビデンス集・資料編】 
【資料 2-1-1】平成 27(2015)年度入試要項 
【資料 2-1-9】受験・入試情報 http://www.hus.ac.jp/nyushi/admission/ 
【資料 2-1-10】AO 入試プレゼンテーション評価票及び推薦入試面接評価票 
【資料 2-1-11】2014 ホームワーク報告書 
【資料 2-1-12】平成 27(2015)年度入試問題評価報告書 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

・平成 20(2008)年度の 4 学部体制改組後、平成 23(2011)年度から 3 年間の入学定員に

対する入学者数の比率は、全学で 0.82～0.91、創生工学部で 0.80～0.98、空間創造学

部で 0.58～0.76、医療工学部で 1.11～1.25、未来デザイン学部で 0.65～0.99 の範囲

であった。また、この 3 年間の平均比率は 0.85 であり、入学者数は年々漸減してい

く傾向が見られた（データ編【表 2-1】参照）。 
・入学者数が低迷する原因の分析と社会的なニーズや高校生の動向分析を踏まえ、平成

26(2014)年度に医療系 3 学科の新設と既存の 9 学科の定員見直しを行った。 

・学部・学科の改組後、平成 26(2014)年度から 2 年間の入学定員に対する入学者数の比

率は、工学部で 1.20・1.21（平成 26(2014)年度・平成 27(2015)年度）、保健医療学部

で 1.18・1.17、未来デザイン学部で 1.30・1.15、大学全体では 1.21・1.18 となった

が、既存学科と合わせた収容定員の充足率は 0.90・0.97 であり、学生の受入れ人数は

適切であるといえる（データ編【表 2-1】【表 2-2】参照）。 
・適切な収容定員を維持するために平成 28(2016)年度以降の入試制度を検討し、推薦系

入試の基準見直し、AO 入試[後期]の廃止等を含む入試制度の改革を行った。 
・AO 入試の出願許可前に実施しているセミナーにおいて、従来の課題学習型のほかに、

実学体験型（講義・レポート・グループディスカッション・実験・実習、基礎学力向

上プログラム等により、自ら考える力・自己発見と自己評価、主体性と課題発見能力

を引き上げる内容）により多面的・総合的に評価する「新ガリレオセミナー」を平成

28(2016)年度入試から実施する。 
・大学院に関しては、平成 24(2012)年度に修士課程 5 専攻のうちの 2 専攻を基礎となる

学科に対応した 3 専攻に再編し、計 6 専攻とした。また、平成 24(2012)年度から長期

履修制度を導入し、職業等を有する大学院進学希望者に門戸を広げた結果、医療系の

修士課程に社会人が入学している（データ編【表 2-3】参照）。 
 

（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画） 

・本学が求める人材像（アドミッションポリシー）を入試要項等に明記し、受験生及び

関係者に周知しているが、今後も広く社会へ浸透させるべく努めていく。また、アド

ミッションポリシーと入試制度の対応を明確に示すように検討する。 

・入学者選抜制度の相違による入学生の学力調査を継続的に行い、選抜制度の在り方（募

集定員、選抜方法等）を検討する。また、学部・学科等の特色を活かした選抜制度を

検討する。 

・高大接続改革実行プランを踏まえ、入学者選抜改革の推進を図るため、平成 27 年 4
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月に入試制度検討委員会を設置した。委員会にて検討した結果、平成 28 年度の AO
入試において、「新ガリレオセミナー」を実施することを決定した。今後、導入予定

の全国学力テスト（基礎学力・学力評価）にも対応できるよう、入試改革等の検討を

継続する。 

・平成 26(2014)年度、平成 27(2015)年度の志願者数は、大学名称の変更、学部・学科

の改組等により、平成 25(2013)年度以前と比較して大幅な増加となった。平成

28(2016)年度以降も保健医療学部を中心に好調な志願者数が継続するものと予測す

るが、その動向等を精査し、各入学者選抜制度の特徴を明確にして募集定員の確保に

努める。 

・入学前教育の学部ごとの課題内容、難易度等、更には、入試制度との相関性を比較・

分析し、今後の入学前教育の内容について検討する。 
・工学研究科修士課程の入学定員及び名称変更、博士後期課程の改組に伴う内容を周知

し募集活動を継続する。 
 
 
2－2 教育課程及び教授方法 

≪2－2 の視点≫ 

2-2-① 

2-2-② 

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

 

（1）2－2 の自己判定 

基準項目 2-2 を満たしている。 
 

（2）2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

・既存の創生工学部、空間創造学部、医療工学部、未来デザイン学部については、建学

の精神、基本理念、創部の趣旨に基づいて、学部ごとのカリキュラムポリシー、ディ

プロマポリシーを定め、在学生情報サイト上の教務ブックで公開している。【資料

2-2-1】 
・平成 26(2014)年度にスタートした工学部、保健医療学部、未来デザイン学部では、教

育課程の編成方針とカリキュラムポリシーを分離し、より一層学生の視点に立つこと

を意識して文章化した。基本姿勢及び学則上に定めた各学部・学科の人材養成の目的

に従ってカリキュラムポリシーを定め、HP、教務ブックなどにより公表している。【資

料 2-2-1】【資料 2-2-2】 
・大学院についても、研究科・専攻の人材養成の目的に基づいて、カリキュラムポリシ

ーを定め、公開している。【資料 2-2-3】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-2-1】在学生情報サイトHUSナビ→教務ブックhttp://www1.hus.ac.jp/gakusei/ 
【資料 2-2-2】カリキュラムポリシー http://www.hus.ac.jp/academics/ 
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【資料 2-2-3】大学院のカリキュラムポリシー http://www.hus.ac.jp/academics/grd/ 
 
2-2-② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

・平成 26(2014)年度からの新学科体制への移行の際に、学部・学科改組改編推進委員会

を中心として教育目的達成のための体系的な教育課程編成について全学的な議論を

進めた。各学科の教育課程は、科目ごとの達成目標を含めて、カリキュラムフロー、

カリキュラムマップを併用したディプロマポリシー達成のための PDCA サイクルを

意識した構成となっている。【資料 2-2-4】 
・本学の成績評価と学修の質保証の方法を記載した「成績評価システムと学修の質の保

証」を、HP 上及び教務ブック上で学内外に公開している。【資料 2-2-5】【資料 2-2-6】 
・本学では学修の質の保証の観点から、履修登録単位数の上限を設定している。臨床工

学科（旧医療福祉工学科）、義肢装具学科を除く他の学科では、履修登録単位数の上

限は 1 セメスター当たり 24 単位としている。臨床工学科（旧医療福祉工学科）、義肢

装具学科については、臨床工学技士、義肢装具士の国家試験受験に伴う修得科目数が

多いことを考慮し、特例を設けている。【資料 2-2-5】【資料 2-2-6】 
・平成 25(2013)年度以前に入学した学生には、本学独自の「学生の特長に焦点をあてた

総合成績評価指標 QfGPA (Quality focused Grade Point Average)」を用いた従前の

成績評価と質の保証システムを適用している。セメスターごとの QfGPA が連続して

低い場合に履修登録上限単位数に制限を加え、学修の質を保証するシステムとなって

いる。【資料 2-2-5】 
・平成 26(2014)年度以降入学の学生には、標準的な総合成績評価指標(GPA)による成績

評価と質の保証システムを適用する。履修上限単位数の制限は加えず、セメスターご

との GPA が連続して低い場合には、段階的に履修指導、注意喚起、退学勧告を行う

制度となっている。【資料 2-2-6】 
・シラバスには、科目の概要、達成目標、成績評価の方法、授業計画、各週の予習・復

習内容と目安となる時間あるいは量を記載しており、単位の実質化に向けた取組みを

行っている。また、シラバスの記載内容に関しては、第三者によるレビューを経て確

定している。【資料 2-2-7】【資料 2-2-8】 
・ほぼ全て(94.6%)の科目で授業改善のためのアンケートを実施し、授業内容の自己点検

を行っている。【資料 2-2-9】 
・各科目の成績分析等を行うカリキュラム編成会議（各学科年 2 回）及び教員同士によ

る授業公開・参観（各学科年 2 回）を行い、教授方法の工夫・開発に取組んでいる。

これらの結果をまとめた報告書を FD 委員会が集約している。【資料 2-2-10】【資料

2-2-11】 
・教育改善に特化した試みに対して学長裁量経費を制定し、学部学科等の特性を活かし

た教育改革へ取組みを奨励している。【資料 2-2-12】 
・平成 26(2014)年度私立大学改革総合支援事業のタイプ 1 及びタイプ 2 に選定され、大

規模なアクティブラーニング設備の導入を行った。すでにこの設備を利用して基本教

育科目を中心とした授業、更には全学 FD 研修会も実施した。【資料 2-2-13】 
・従来、大学院・学部の教育課程の編成に当たっては、学内組織における検討によって
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決定してきたが、学外者からの意見を聞く機会を設けようと考え、本学にとって関係

が深い企業（求人等がある企業）が出席する「北海道科学大学・北海道科学大学短期

大学部大学説明会」（平成 26(2014)年 11 月実施）の中で実施した。【資料 2-2-14】 
・大学院において、各教育科目の達成目標を含め、ディプロマポリシー達成を意識した

教育課程編成となっており、「大学院における成績評価システムの基本フレーム」を

HP 及び教務ブック上に公開し、シラバスには学部の科目と同様の内容を記載してい

る。【資料 2-2-15】【資料 2-2-16】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-2-4】カリキュラムフロー、カリキュラムマップ 
【資料 2-2-5】成績評価システムと学修の質の保証（平成 25(2013)年度以前の入学生の

学部学科） 
【資料 2-2-6】成績評価システムと学修の質の保証（平成 26(2014)年度以降の入学生の

学部学科） 
【資料 2-2-7】各学科シラバス http://www.hus.ac.jp/public-info/syllabus.html 
【資料 2-2-8】平成 27(2015)年度シラバスチェック報告書 
【資料 2-2-9】平成 26(2014)年度授業改善アンケート報告書（前期・後期） 
【資料 2-2-10】平成 26(2014)年度カリキュラム編成会議記録 
【資料 2-2-11】平成 26(2014)年度授業公開・参観報告書 
【資料 2-2-12】学長裁量経費取扱要領 
【資料 2-2-13】平成 26(2014)年度第 6 回全学 FD 研修会実施結果報告書 
【資料 2-2-14】平成 26(2014)年度北海道科学大学・北海道科学大学短期大学部大学説明

会（札幌会場）実施要領 
【資料 2-2-15】大学院における成績評価の基本フレーム 
【資料 2-2-16】在学生情報サイトHUSナビ→教務ブック→大学院 
       http://www1.hus.ac.jp/gakusei/02system/daigakuin/index.php 
 

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

・平成 27(2015)年度からカリキュラム点検を目的とする学科教育自己点検会議を実施す

る。教育目的達成度調査結果、カリキュラムマップ、カリキュラムフローなどを用い、

各授業の達成目標と学科のディプロマポリシーとの整合性を組織的に点検し、教育効

果の検証と教育目的を達成するためのカリキュラム改善を続ける。 

・授業改善のためのアンケートに基づく授業内容の改善及び教員相互の授業公開・参観

制度を継続するとともに、アクティブラーニング等の教授方法の工夫・開発に関する

情報共有の機会を設けて教授方法の向上活動を今後も継続する。 

 

 

2－3 学修及び授業の支援 

≪2－3 の視点≫ 

2-3-① 

 

教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実 
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（1）2－3 の自己判定 

基準項目 2-3 を満たしている。 
 

（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

2-3-① 教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及び

授業支援の充実 

 ・学修・授業・学生生活の支援を担う部署として学生支援センターを設置し、学生支援

センターの運営上の教員と職員の協働はもちろんのこと、学生支援センターの庶務を

担う教務課・学生課窓口での学生指導（学修に関すること、奨学金・課外活動に関す

ることなど。窓口受付時間は 8:30～17:00）においても、教員・職員（状況によって

はカウンセラーも含む）が連携しながら、学生支援を行っている。 

 ・委員会等の枠を越えた教職員で構成するワーキング・グループを設置し、学内行事（入

学式・卒業式）等の改革を行っている。 

 ・全学 FD 研修会に職員が出席する(全出席者のうち職員の出席率 26.3%）など、教職員

一体となった大学改革を行っている。【資料 2-3-1】 
・平成 23(2011)年度から、数学、英語、国語の 3 科目について学生支援センター、教務

課職員が中心となって新入生学力調査を毎年 4 月に行い、入学生全体の学力把握及び

特別に学習支援が必要と思われる学生の抽出などに利用している。【資料 2-3-2】 
・基礎的な数学、英語、国語に関して以下の学習支援を行っている。【資料 2-3-3】 

①数学の基礎学力向上と「学習支援室（数学）」 
・平成 17(2005)年度に数学の「学習支援室」を開設し、現在は毎日 5 講目に開室し担

当教員が学生からの質問を受付け指導する体制である。利用状況については表 2-3-1
に示す。【資料 2-3-4】 

・平成 25(2013)年度までは複数学部開講科目「基礎数理演習Ⅰ・Ⅱ」と連携する体制

だったが、平成 26(2014)年度からの教育課程では、学科ごとに異なる科目となり各

授業と支援室指導との連動が大幅に減ったため、利用者数が減少したと考えられる。 

 
表 2-3-1「学習支援室（数学）」利用状況 
 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

利用者数（人） 1,730 1,322 269 

開室日数（日）  152  153 148 
日平均利用者数（人） 11.4  8.6 1.8 

  
 ②英語 e-Learning による自学自習・学習支援システムと「学習支援室（英語）」 

・平成 21(2009)年度から、e-Learning システムと連動させた「学習支援室」を学期

期間中毎日 5講目に開設している。利用状況については表 2-3-2に示す。【資料 2-3-3】 
・平成 26(2014)年度入学生から新入生学力調査（英語）のデータに基づく習熟度別授 

業を実施している。 
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表 2-3-2「学習支援室（英語）」利用状況（人） 
 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

前期   791   897 866 

後期   544   570 597 

合計 1,335 1,467 1,463 
 

③国語の独自教材を用いた補習 
新入生学力調査結果により語彙力に問題があると判断した学生には、国語科目の

授業ごとに担当教員が課題を配付し回収する形式で補習を行っている。確認テスト

による補習成果の評価と授業成績への反映を行い、語彙力向上に対する学生の意欲

を喚起している。【資料 2-3-5】 
・上記のほか、以下のような全学的な学修支援及び授業支援を行っている。 

①オフィスアワー制度 
・本学では以前から、学生からの質問や相談に対し各教員が時間の許す限り対応して

きたが、学生への便宜をよりいっそう図るため、平成 26(2014)年度から、授業時間

以外の指導や学修支援を行う時間帯（オフィスアワー）を各教員が設定する制度を

始めた。オフィスアワーの時間と場所を各教員の研究室入り口に掲示するとともに、

全教員のオフィスアワーを在学生情報サイトに掲載し、学生に告知している。また、

設定された時間以外でも、教員は、定められた勤務時間中は授業や会議以外の時間

は研究室に待機しており、いつでも学生の質問を受け付けることができる体制とな

っている。【資料 2-3-6】 
②ノート PC サポート室 
・入学時に全学生にノート PC の所有を義務付けている。自費購入が基本であるが、

平成 22(2010)年度からは希望者への貸与制度を設け、平成 24(2012)年度は 39 人、

平成 25(2013)年度は 51 人が利用した。 
・OVS-ES（マイクロソフト社の教育機関向総合契約）により、学生・教職員はワー

ド、エクセル、パワーポイント等の基本ソフトを無料で使用できるよう便宜を図っ

ている。 
・ノート PC のトラブルに対応するため「ノート PC サポート室」を設置し、平常授

業日は 8 時 50 分～18 時、定期試験期間及び補講日は 8 時 50 分～17 時まで開室し

ている。学術情報課職員とアルバイト学生が、ノート PC のトラブル対応・アドバ

イス、ノート PC の修理受付、ノート PC の貸出(修理期間)、ソフトウェアインスト

ール等に関する相談を受付けている。【資料 2-3-7】 
③TA の採用状況 
・学部教育の実験、実習及び演習の教育補助業務に大学院学生を従事させ、教員の教

育活動を支援するとともに本人の能力開発・向上を目的として、ティーチング・ア

シスタント（TA）制度を定めている。TA の採用は、科目担当者への希望調査によ

り委嘱計画案を作成し学生支援センター会議及び大学院専攻会議を経て研究科委員

会で決定する。なお、TA の担当コマ数は、学業の妨げにならないよう、制限コマ

数を定めている。【資料 2-3-8】 
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表 2-3-3 TA 採用状況（委嘱コマ数） 

学部・学科 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

創生工学部 89 109 22 

空間創造学部 49 20 17 

医療工学部 41 58 23 
未来デザイン学部 32 33 21 

工学部 ― ― 29 

保健医療学部 ― ― 11 

高等教育支援センター ― ― 7 
合計 211 220 130 

 
④留年・休学・退学者に対する対策 
・学生支援センターでは、留年・休学・退学者に対する対策として、従来から行って

いるポートフォリオ(PF)個別面談（基準 2-7 で詳述）による指導に加え、平成

23(2011)年度から導入した HUS-Moodle による出欠管理データをもとに 1)退学理

由の調査分析、2)留年→休学→退学という流れの分析、3)成績と留年・退学の分析

を進めている。 
・学生支援センターと FD 委員会では、この分析をもとにクラス担任指導マニュアル

を作成し、学生の面談や指導をクラス担任等に実施するよう依頼している。また、

休・退学願とは別に、担任所見を記載できるシートを作成し、より詳細な検討資料

を収集している。【資料 2-3-9】【資料 2-3-10】 
 

表 2-3-4 留年・休学・退学者状況（人） 

学部・学科 
留年者数 休学者数 退学者数 

H24年度 H25年度 H26年度 H24年度 H25年度 H26年度 H24年度 H25年度 H26年度 

創生工学部 
  59 
(5.0) 

 73 
(6.3) 

36 
(4.5) 

36 
(2.9) 

20 
(1.7) 

30 
(3.5) 

 56 
(4.5) 

26 
(2.2) 

26 
(3.1) 

空間創造学部 
  25 
(4.7) 

 37 
(6.7) 

18 
(4.6) 

16 
(2.9) 

 8 
(1.4) 

13 
(3.1) 

 28 
(5.1) 

15 
(2.6) 

21 
(5.0) 

医療工学部 
   8 
(1.9) 

 10 
(2.4) 

12 
(3.7) 

 7 
(1.6) 

14 
(3.1) 

12 
(3.6) 

 15 
(3.4) 

17 
(3.8) 

10 
(3.0) 

工学部(H26 ～) 
  11 

(2.4) 
  3 

(0.6) 
  13 

(2.8) 

保健医療学部 
  9 

(2.7) 
  8 

(2.3) 
  9 

(2.6) 

未来デザイン学部 
  37 
(7.1) 

 14 
(2.9) 

 22 
(4.4) 

 9 
(1.7) 

 9 
(1.8) 

7 
(1.4) 

 12 
(2.2) 

12 
(2.4) 

16 
(3.1) 

工学部(～H25) 
   1 
(9.1) 

― ―  2 
(0.1) 

― ―   2 
(0.1) 

― ― 

合計 
130 
(4.9) 

134 
(5.2) 

108 
(3.8) 

70 
(2.5) 

51 
(1.9) 

73 
(2.5) 

113 
(4.1) 

70 
(2.6) 

95 
(3.2) 

                              ( )内については、割合を表す。 

 
  ⑤学生生活アンケート 

  ・学生支援センターは毎年度初めに在学生に学生生活アンケートを実施しており、そ

の意見をもとに学修及び授業支援を改善している。(基準 2-7 で詳述) 
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【エビデンス集・資料編】 
【資料 2-3-1】平成 26(2014)年度全学 FD 研修会実施報告書 
【資料 2-3-2】平成 27(2015)年度新入生学力調査実施要領 
【資料 2-3-3】情報公表→学習支援体制 

http://www.hus.ac.jp/upload/files/pdf/public-info/gakusei_shien.pdf 
【資料 2-3-4】在学生情報サイト HUS ナビ→学習支援室（数学と英語） 

http://www1.hus.ac.jp/gakusei/04support/supportroom/index.php 
【資料 2-3-5】日本語表現法確認テスト 
【資料 2-3-6】在学生情報サイト HUS ナビ→学生 Topics→前期オフィスアワーについ 

  て http://www1.hus.ac.jp/gakusei/document/20150514100352.pdf 
【資料 2-3-7】ノート PC サポート室 http://www.hus.ac.jp/lib_info/pc_support/ 
【資料 2-3-8】大学院ティーチング・アシスタント規程 
【資料 2-3-9】クラス担任による学生指導マニュアル 
【資料 2-3-10】退学・休学願担任所見 

 

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

・学習支援室の利用状況及び指導状況については、これまで学生支援センターと高等教

育支援センターとの間で情報を共有し、学科へフィードバックを行っていた。今後は、

フィードバックの効率を高めるため、指導データを HUS-Moodle システムにアップ

ロードすることを検討する。 

・新入生学力調査（日本語）の結果により語彙力に問題があると判断した学生には、課

題を配付し回収する形式で補習を行っているが、今後は、学習支援室(国語)の設置を

検討する。 
・補習を実施した学生の 2 年次以降の追跡調査を具体的に検討する。 
・平成 26(2014)年度からオフィスアワーを実施しており、セメスターごとに各学科よ

り実施に関する報告書が提出されている。今年度の実施状況を踏まえ、オフィスアワ

ーの充実に向けた取り組みを検討する。 
・現在基礎的な学修支援は主に 1 年生向けに行っている。今後は就職試験を控えた 3 年

生後半の時期まで、継続的な基礎的学修支援が必要であるかを検討し、更なる学修支

援の充実を図っていく。 

 

 

2－4 単位認定、卒業・修了認定等 

≪2－4 の視点≫ 

2-4-① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

 

（1）2－4 の自己判定 

基準項目 2-4 を満たしている。 
 

（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

http://www.hus.ac.jp/upload/files/pdf/public-info/gakusei_shien
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2-4-① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

・授業科目の単位数は学則別表 1 に定めている。【資料 2-4-1】 
・成績評価については、秀（S：90 点～100 点）、優（A：80 点～89 点）、良（B：70

点～79 点）、可（C：60 点～69 点）、不可（D：45 点～59 点、E：0 点～44 点）に分

け、可以上を合格とすることを学則第 10 条で定めている。【資料 2-4-2】 
・全ての科目のシラバスに、授業計画及び成績評価方法を明記している。【資料 2-4-3】 
・本学の成績評価と学修の質保証の方法は、『北海道科学大学における「成績評価と質

の保証」のための基本フレーム』に記載している。【資料 2-4-4】 
・卒業のために必要とする単位数は、各学科で定める付帯条件を含め 124 単位以上とす

ることを学則第 11 条に定めている。【資料 2-4-5】 
・各学科の進級基準単位数及び付帯条件を含めた卒業要件単位数を、履修規程及び教務

ブックに明記している。【資料 2-4-6】【資料 2-4-7】 
・本学学部を卒業した者に授与する学位を、学位規程に明記している。【資料 2-4-8】 
・平成 26(2014)年度から現在の教育・教務システムの運用が始まっているが、平成

25(2013)年度以前に入学した学生には従前のものを適用している。旧システムの特色

は「学生の特長に焦点を当てた厳格な成績評価｣と「学生の離学防止」の両立であり、

旧システムのみで運用する制度をまとめると以下のようになる。 
a) 「S+」評価を含む本学独自の成績評価と質の保証システム 
b) 総合成績評価指数が連続して低い場合に履修登録上限単位数を制限 
c) 原級留年となった学生が努力次第で標準修業年限で卒業できる後期進級制度 
d) 評価が C で合格した科目を再履修できる特定再履修・特定履修制度 
e) 4 学部 9 学科体制での進級基準と、付帯条件を含めた卒業要件 

【資料 2-4-9】【資料 2-4-10】 
・現在の 3 学部 12 学科体制への移行に際し、教育目的の達成をより強く意識した教育

課程編成方針が示されたのを受けて、学生支援センターと FD 委員会を中心に教育・

教務システムの改善・整備に関する検討を行い、次のような修正を行った。 
① 「S+」評価の廃止、標準的な GPA を用いる成績評価と質の保証システムに変更 
② GPA による履修登録上限単位数の制限は加えず、GPA が基準より連続して低い 
 場合は段階的に履修指導、注意喚起、退学勧告を行う 
③ 後期進級制度の廃止 
④ 特定再履修・特定履修制度の廃止 
⑤ 進級基準単位数及び付帯条件を含めた卒業要件単位数の見直し 
【資料 2-4-11】【資料 2-4-12】 

・本学では教育効果向上の目的で、以下のような特定の科目の履修及び単位を認めてい

る。 

1) 他学科配当科目 

自学科配当科目と内容が著しく重複しない他学科配当の専門教育科目を、通算し

て 10 単位まで履修し進級・卒業要件単位として算入することができる。ただし、

保健医療学部の開講科目の履修については、専門基礎教育科目に限るものとする。

【資料 2-4-6】 
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2) 特別科目 
教育課程表の配当科目とは別に開設する特別科目も、1)の 10 単位に含めること

ができる。【資料 2-4-6】 
3) 協定大学等での履修 

他の大学又は短期大学との協議に基づき、受入れ大学又は短期大学の指定する授

業科目の履修が許可された場合は、その科目を 1) の 10 単位に含めることができる。

【資料 2-4-13】 
4) 短期大学等における学修 

教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科にお

ける学修、その他文部科学大臣が別に定める学修を本学における授業科目の履修と

みなし、単位を与えることができる。なお、これらの単位の上限は合わせて 30 単

位までと定めている。【資料 2-4-14】 
5) 他大学等における既修得単位認定 

本学に入学前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単

位(科目等履修生としての単位を含む) を本学における授業科目の履修とみなし、単

位を与えることができる。なお、編入学等の場合を除き、これらの単位の上限は合

わせて 30 単位までと定めている。【資料 2-4-15】 
6) 実用英語技能検定合格、TOEIC スコアによる英語科目の単位認定 

文部科学大臣認定の実用英語技能検定(2 級以上)に合格、また TOEIC テストに 

おいて規定以上のスコア（2013 年度以前入学生:400 点以上、2014 年度以降入学

生:450 点以上）を取得した学生に対して、学生からの申請があった場合、英語の授

業科目の振替単位として認定している。【資料 2-4-16】 
7) 資格試験合格による専門教育科目の単位認定 

学則に規定する「文部科学大臣が別に定める学修」で、大学教育に相当する水  

準を有すると認めた各種資格を取得した学生に対して、該当授業科目の振替単位と

して認定している。単位認定を行う資格の詳細と単位数については、教務ブックに

明示している。【資料 2-4-16】 
・学生の幅広い関心や興味に応じて、様々な学問分野にわたる科目を提供するため、平

成 26(2014)年度から「札幌圏大学・短期大学互換協定」に参加し、単位互換制度を実

施している。【資料 2-4-17】 
・大学院については、課程の修了要件及び学位の授与の方針を大学院学則に定めており、

授与する学位を学位規程に明記している。また、成績評価基準は「北海道科学大学大

学院における成績評価の基本フレーム」で規定している。【資料 2-4-8】【資料 2-4-18】
【資料 2-4-19】 

・大学院修士課程において、指導教員が認めたときには他の専攻の修士課程、又は学部

の授業科目を履修し 10 単位を超えない範囲で修了要件単位に算入できる。また、教

育研究上有益と認めたときは、他大学の大学院の授業科目を当該大学院と予め協議の

上、同様に取り扱いできる。【資料 2-4-20】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-4-1】学則別表 1 
【資料 2-4-2】学則第 10 条 
【資料 2-4-3】各学科シラバス http://www.hus.ac.jp/public-info/syllabus.html 
【資料 2-4-4】「成績評価と質の保証」のための基本フレーム 
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【資料 2-4-5】学則第 11 条 
【資料 2-4-6】履修規程 
【資料 2-4-7】在学生情報サイトHUS ナビ→教務ブック http://www1.hus.ac.jp/gakusei/ 
【資料 2-4-8】学位規程 
【資料 2-4-9】「成績評価と質の保証」のための基本フレーム(平成 25(2013)年度以前の 

入学生) 
【資料 2-4-10】全学共通履修ガイド(平成 25(2013)年度以前の入学生) 
【資料 2-4-11】平成 25(2013)年度第 10 回教授会議事録 
【資料 2-4-12】「成績評価システムと学修の質の保証」 
【資料 2-4-13】学則第 13 条の 2 
【資料 2-4-14】学則第 13 条 
【資料 2-4-15】学則第 14 条 
【資料 2-4-16】全学共通履修ガイド 
【資料 2-4-17】札幌圏大学・短期大学単位互換協定書 
【資料 2-4-18】大学院学則第 23 条 
【資料 2-4-19】大学院における成績評価の基本フレーム 
【資料 2-4-20】大学院学則第 20 条・第 21 条 
 

（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

・平成 26(2014)年度入学生から、新しい教育・教務システムとして標準的な GPA を用

いる成績評価と質の保証システムを導入した。今後は GPA と新入生学力調査、進級

状況、中途退学状況、資格取得状況、進路状況等との関係を分析し、成績評価と質の

保証システムの充実を図っていく。 

・新システムを適用した学生の就学状況を把握し、GPA に基づく段階的な履修指導、注

意喚起、警告、退学勧告という指導手法の効果を分析する。 

・平成 26(2014)年度入学生から進級基準を変更しており、併せて全学的な基本教育科目

を導入した新カリキュラムを適用している。今後は新規科目の修得状況や進級状況な

どを総合的に分析し、進級条件の妥当性について検討を進める。 

 

 

2－5 キャリアガイダンス 

≪2－5 の視点≫ 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

 

（1）2－5 の自己判定 

基準項目 2-5 を満たしている。 
 

（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

・就職支援センターがキャリア教育のための支援、就職に対する相談・助言、企業開拓
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を含む就職斡旋など、学生の社会的・職業的自立に関する指導体制の整備を推進して

いる。【資料 2-5-1】【資料 2-5-2】 
・キャリア支援事業を図 2-5-1 に示す。教育課程内においては、就職活動に必要とされ

る実践的授業として「ビジネススキルⅠ・Ⅱ」を 3 年次前期と後期に開講して学生の

職業観の醸成を図る計画である（既存学科の学生に対しては、「キャリアデザインⅠ・

Ⅱ」として 2 年次後期と 3 年次前期に開講している）。 
・教育課程外における各支援プログラムの概要は以下のとおりである。 

a)  キャリア支援講座として、1 年次では「コミュニケーション講座」「就職マナー

講座」、2 年次では「自己実現講座」を開講し、就職活動に必須の基礎力を養っ

ている。【資料 2-5-3】 
b)  SPI 試験（能力・性格テスト）は、多くの企業が採用選考に取入れていることか

ら、検査問題を理解するための「SPI 対策講座（数理系）」を 2 年次後期と 3 年

次前期・後期に開講している。【資料 2-5-4】 
c) 「面接対策講座」では、コミュニケーション能力、自己理解を進め、就職突破力を

身につける。また、グループディスカッションや集団面接の実践練習を行う。【資

料 2-5-5】 
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d)  本学は北海道地域インターンシップ推進協議会に加盟しており、希望する学生に

企業を紹介している。キャリア支援に有効となるインターンシップを推進するた

め、2 年次以上の学生を対象として、インターンシップによる学修成果の単位化

に関する要項を定め、平成 26(2014)年度から実施した。また、キャリア教育連携

に関する運用細則を定め、平成 27(2015)年度から企業・団体・卒業生と連携し、

キャリア教育の充実を図る。更に、キャリア教育の充実、及び経済的負担の軽減

を図るため、スチューデントジョブセンターを平成 27(2015)年度から就職課に設

置し、主に学内でのアルバイトを学生に斡旋している。【資料 2-5-6】～【資料

2-5-8】 
e)  各学科の専門に関連した「資格試験受験」に関しては、学科独自あるいは教員個

人のレベルで希望学生に対して助言・指導を行っている。 
f)  公務員志望者に対しては「公務員受験対策講座」を開設し、希望者は学年を問わ

ず受講できるようになっている。 
g)  卒論ゼミ配属後は、研究室担任による進路相談、論作文指導、面接指導等、親密

な人間関係のもとに「個別指導」を徹底している。平成 24(2012)年度からは、教

職員が学生個々の就職活動状況をリアルタイムに把握することができるよう「就

職状況共有ファイル」と呼ばれる学内専用ファイルを作成し活用している。 
h)  キャリアアドバイザー（キャリアコンサルティング資格保有者）2 名を配置し、

学生に対するキャリア講座、ゼミ単位のグループコンサルティング及び個別面談、

並びに父母に対する就職ガイダンスなどを担当してもらい、職業意識の低い学生

に対する対面によるキャリア指導を継続して行うことにした（データ編【表 2-9】
参照）。なお、低学年を含め各学年には、クラス担任とは別に全体的な指導に当

たる担当教員（就職委員）を配置している。【資料 2-5-9】【資料 2-5-10】 
・以上の支援体制のほかに、E-testing と呼ばれる CBT(Computer Based Testing)シス

テムを学内 Web サイト上に展開している。学生は、このシステムを通じて、SPI、
CAB､GAB､クレペリン、一般常識、ビジネスマナー等の各種就職対策模擬試験を Web
上で受けることができ、自己のレベルアップを図ることができる。 

・平成 23(2011)年度後期から、キャリアデザインサポートシステム（CDSS）を学内

Web サイト上で稼働している。このシステムは、就職活動する学生とそれを支援する

教職員が利用し、キャリア支援機能として、キャリア講座受講記録、業界研究・企業

研究・自己 PR・自己紹介等の各種シートを用意している。平成 24(2012)年度後期に

は、企業情報、求人情報に関する支援機能等を追加し、就職に関わる情報を一元的に

扱うことが可能となった。また、平成 25(2013)年度前期から、卒業生向け求人紹介サ

ービスとしての機能を追加し、卒業生の転職・再就職等を支援するとともに、道内企

業の振興に寄与する体制を整えた。【資料 2-5-11】 
・教職員を対象とした研修会「就活学生の職業的・社会的自立に関する座談会」を実施

すると共に、就職支援担当職員 1 人がキャリアカウンセラー養成講座を受講し、教職

員におけるキャリア指導力の向上を図った。【資料 2-5-12】【資料 2-5-13】 
・学生の企業選択に有効となる卒業生情報を充実させるため、過去 5 年間の就職先企業

等を対象とした卒業生の在職状況と資格取得状況を調査し、学生及び教職員がそれら

の情報を CDSS から参照できるようにした。また、平成 25(2013)年度から、卒業予定

学生を対象とした就活状況に関する実態調査を実施し、その結果を翌年度以降の就活
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情報として活用している。【資料 2-5-14】【資料 2-5-15】 
・キャリア形成に有効となる資格取得講座は各学科が独自で取り組んでいるが、全学科

に共通する資格取得講座の開設についても、就職支援センターが検討を進めてきた。

後者については、平成 24(2012)年 2 月に各学科の資格取得指導の現状を調査した結果

に基づいて、毎年後期に「3 級 FP 技能検定対策講座」を開講している。また、平成

27(2015)年度からは、「宅地建物取引士講座」と「インテリアコーディネーター講座」

を開講している。【資料 2-5-16】 
・就職斡旋を希望する学生の就職率は、学科間でばらつきがあるものの、過去 3 年間の

全体平均で 97.2％に達している（データ編【表 2-10】参照）。 
・4 年生内定者数名との就活座談会の内容をキャリアサポートガイドとしてまとめ、保

護者へ配布することにより就職の現状と就職活動について理解を得ている。【資料

2-5-17】 

【エビデンス集・資料編】 
【資料 2-5-1】キャリアアシストサイト http://www.hus.ac.jp/recruit/ 
【資料 2-5-2】学生サポートプログラム（キャリア支援事業） 

http://www.hus.ac.jp/career/outline/program.html 
【資料 2-5-3】平成 27(2015)年度「コミュニケーション講座」「就職マナー講座」「自己

実現講座」各実施要領 

【資料 2-5-4】平成 27(2015)年度「SPI 対策講座」 
【資料 2-5-5】平成 27(2015)年度「面接対策講座」実施要領 
【資料 2-5-6】特別科目「インターンシップⅠ～Ⅳ」履修要項 
【資料 2-5-7】キャリア教育連携に関する運用細則 
【資料 2-5-8】スチューデントジョブセンター取扱要領 

【資料 2-5-9】平成 27(2015)年度キャリア支援体制 
【資料 2-5-10】平成 26(2014)年度「保護者向け就職ガイダンス」実施要領 
【資料 2-5-11】キャリアデザインサポートシステム(CDSS) 

https://cdss.hus.ac.jp/users/sign_in 
【資料 2-5-12】平成 26(2014)年度「就活学生の職業的・社会的自立に関する座談会」実

施報告書 
【資料 2-5-13】キャリアカウンセラー養成講座資料 
【資料 2-5-14】卒業 5 年間卒業生の就業状況調査結果 
【資料 2-5-15】就職活動に関する実態調査結果 
【資料 2-5-16】「3 級 FP 技能検定対策講座」「宅地建物取引士講座」「インテリアコ 

ーディネーター講座」の実施について 
 【資料 2-5-17】平成 26(2014)年度キャリアサポートガイド 

 
（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

・今後は、新設の医療系 3 学科を含めた領域にキャリア講座を拡大する必要があるが、

現状のキャリア講座の検証を行い適正化と効率化を図る。更に、キャリア教育や職業

教育に対する意見を聴くため、連携企業との意見交換会又はヒアリングを実施する。 
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・キャリアアドバイザーの学生への対応時間を増やすなど、今後も学生へのキャリア支

援を強化・推進する。 

・教職員を対象とした研修会「就活学生の職業的・社会的自立に関する座談会」とキャ

リアカウンセラー養成講座への参加は、実施方法やその効果を見極め、今後も継続し

て行う予定である。 

・平成 25(2013)年度に実施した過去 5 年間の卒業生の追跡調査から、資格の取得率は学

科別の差異はあるものの高いとは言えない状況であることが分かり、卒業後のキャリ

ア形成に対する支援の必要性なども見極めるため、今後も 3 年ごとに調査を実施する

ことにした。なお、平成 25(2013)年度から 4 年次生を対象として実施している就職活

動実態調査についても、内定先の満足度など就職指導に有効なことから、今後も継続

して実施する。 

・企業等とのキャリア教育連携協定の締結を進めて、実質的なインターンシップの増

加・充実につなげる。 

 

 

2－6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

≪2－6 の視点≫ 

2-6-① 

2-6-② 

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

 

（1）2－6 の自己判定 

基準項目 2-6 を満たしている。 
 

（2）2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 
・学生個別の学習状況等の調査、学生の意識調査を PF 個別面談時に行っている。各学

科全教員が分担する個別面談に先立ち、教員による個別指導の効果を高めるために、

「CDSS」を通して「PF 面談記録」への入力を義務付けている。【資料 2-6-1】 
・「PF 面談記録」には、学年ごと、更に前後期別にそれぞれの目標の達成状況を学生自

身がどのように認識し、学修過程において目標達成のためにどの科目を重要と考えて

いるかなどの質問項目を挙げている。また、学習時間についての質問項目を設けてい

る。更に課外活動への意欲、資格取得に対する計画、自身の適性と将来への具体的な

希望、就職活動を迎える 3 年次においては自身の性格分析等、各学年に対応した形で

学生の意識調査を実施している。PF 個別面談では、担当教員が「PF 面談記録」の学

生の記入内容及び面談内容に基づき、「PF 面談記録」に記入し、「CDSS」上で各学生

へ開示している。 
・平成 24(2012)年度から「カリキュラム編成会議」を行っており、各学科の中核となる

カリキュラムの成績状況及び授業改善アンケート結果について調査を行い、達成状況

の点検に役立てるとともに、評価方法について検討を行っている。【資料 2-6-2】 
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・平成 26(2014)年度に、「授業改善を目的とする FD 活動」に加え「学科による教育目

的達成状況の点検改善」「学生自身の学修目標達成度の点検改善」という 3 つの PDCA
サイクルから成る全学的学修評価体制を整えた。【資料 2-6-3】 

・学生に目標とさせている各種の資格の取得状況については、これまでもいくつかの学

科で調査を行ってきたが、学生支援センターにおいて、平成 24(2012)年度からは FD
委員会において全学的に平成 21(2009)年以降についての資格取得状況及び指導に関

する調査、検討を行っている。【資料 2-6-4】 
・平成 25(2013)年度に、過去 5 年間の就職先企業等を対象とした卒業生の在職状況及び

資格取得状況に関する調査を実施し、1,428 の企業等から回答を得ることができた（回

答率 56.0％）。この調査で得た情報を平成 26(2014)年度に集計・分析し、学科にフィ

ードバックしている。【資料 2-6-5】 
・学生支援センターでは、毎年 4 月の在学生ガイダンスにおいて「学生生活アンケート」

を実施して、回答を分析し、学生の学習時間の把握とともに、学生サービスの向上に

努めている。【資料 2-6-6】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-6-1】PF 面談記録の記入方法 
【資料 2-6-2】平成 26(2014)年度カリキュラム編成会議記録 
【資料 2-6-3】アセスメントポリシーについて（平成 26 年度学部教授会資料） 
【資料 2-6-4】資格取得指導に関する調査票 
【資料 2-6-5】卒業生の就業状況調査結果 
【資料 2-6-6】在学生情報サイト HUS ナビ→学生生活アンケート結果 
       http://www1.hus.ac.jp/gakusei/keiji/2014gakusei.pdf 
 

2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 
・学生に目標とさせている各種の資格に関連する授業を各学科とも開設しており、資格

取得者数向上を目指し授業内容改善の努力もしている。また、学生支援センターにお

いて各学科の資格取得指導の現状を調査し、就職支援センターにおいて資格取得を一

層促進するため資格取得講座を開講している。平成 26(2014)年度の医療系学科の国家

試験においては、臨床工学技士（医療福祉工学科で所定の単位を修得した者のみが受

験）で 90.5%、義肢装具士（義肢装具学科）で 90.0%と、いずれも 90%以上の合格率

を誇っている。【資料 2-6-7】 
・平成 24(2012)年度から FD 委員会において、「資格取得指導に関する調査」を実施し

ている。【資料 2-6-4】 
・難度の高い資格試験に合格した学生に対しては本学独自の表彰制度等を設けている。 

【資料 2-6-8】～【資料 2-6-10】 
・授業展開や組織としての教育力の向上を目指すため、平成 24(2012)年度から G 棟講

義室のガラスフィルムを一部はがし講義室の見える化を計るとともに、平成 25（2013）
年度から授業公開シーズンを設け、学科ごとに指定した 3 科目程度の授業について公

開・参観を行っている。実施時期は前期（7 月）・後期（12 月）の 2 回としている。

また、授業公開の結果については各学科から提出された FD 実施結果報告書を学内情
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報共有サーバーに公表している。【資料 2-6-11】 
・FD 委員会が実施主体となり「授業改善のためのアンケート」を毎年 2 回、セメスタ

ーごとに実施している。アンケートの結果に対して、担当教員がそれぞれコメントを

付すことを義務化しており、コメントはアンケート結果とともに、全学生に公開して

いる。平成 26(2014)年度には教員コメントの添付が専任教員の担当するクラス全体の

前期 95.2％、後期 94.3%であった。更にその結果を「学科カリキュラム編成会議」に

て検討し、改善に役立てている。【資料 2-6-12】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-6-7】3 級 FP 技能検定対策講座の実施について 
【資料 2-6-8】学則第 58 条 
【資料 2-6-9】学生の表彰に関する取扱内規 
【資料 2-6-10】学生活動支援奨学生規程 
【資料 2-6-11】平成 26(2014)年度授業公開・参観報告書 
【資料 2-6-12】平成 26(2014)年度「授業改善のためのアンケート」実施要領（前期・後

期） 
 

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

・学部・学科が新体制に移行したことから、現行の授業改善アンケートの設問内容等を

改定し、教育目的の達成状況の点検・評価方法の改善を進める。 
・平成 25(2013)年度に実施した卒業生に対する資格取得調査より卒業後のキャリア形成

に対する支援が必要であることが判明した。そこで、今後は同窓会との協力体制を強

化することにより資格取得に関する支援体制を推進する。 
・平成 27(2015)年度から、「教育目的達成度調査」や授業改善アンケートを資料として、

①学科の教育目的達成状況、②学生自身の学修目標達成度、③各教員の授業改善、と

いう 3 つの点検改善のサイクルが稼動する。これらをより効果的に行うためには、現

行の PF 個別面談の見直し(学修ポートフォリオの導入)、アセスメントテストの導入

や学生就職先企業などによる外部評価を点検項目として加える。更に内部質保証をよ

り確実なものとするために、改善システム自体の点検を可能とする仕組みを構成して

いく必要性を認識している。 

 

 

2-7 学生サービス 

≪2-7 の視点≫ 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望把握と分析・検討結果の活用 

 

（1）2-7 の自己判定 

 基準項目 2-7 を満たしている。 

 

（2）2-7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 
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2-7-① 学生生活の安定のための支援 
・学生サービスと厚生補導に関する業務は主として学生支援センターが担当しており、

全学的見地に立ったサポート体制を構築している。【資料 2-7-1】 
・経済的な理由により修学が困難な学生や、学業等が特に優秀な学生に対する奨学金制

度として、大学独自の奨学金制度（データ編【表 2-13】参照）を設けているほか、日

本学生支援機構奨学金制度、地方自治体、その他民間育英団体の奨学金制度を紹介し

ている。これら奨学金の情報は HP や学内掲示板で提供している。奨学金の利用状況

は、表 2-7-1 に示すとおりである。【資料 2-7-2】 
 

 

奨学金の種類 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

学部 大学院 学部 大学院 学部 大学院 
日本学生支援機構 1,422 37 1,396 30 1,542 18 
地方自治体奨学金 8 0 9 0 7 0 
民間団体奨学金 1 0 0 0 0 0 

学内奨学支援制度 127 0 324 0 187 0 
 

・同窓会からも、学生に対する経済的なサポートを得ており、学部 4 年生（大学院最終

学年も含む）が卒業要件を満たし、就職も内定しているにもかかわらず、学費納付者

の経済的理由によって卒業または修了できない学生を救済する制度として、同窓会奨

学金制度を設けている。また、正課外の諸活動に意欲的な学生（個人又は複数名）又

は学生団体を支援するための助成も行っている。【資料 2-7-3】 
・キャリア教育の充実により社会や地域の発展に貢献できる人材の育成、経済的負担の

軽減及び大学への帰属意識の高揚を図ることを目的とし、スチューデントジョブセン

ターを平成 27(2015)年 4 月から就職課に設置し、「ノート PC サポート室」「学習支援

室」等の業務を紹介している。【資料 2-7-4】 
・本学大学院に在学する学業優秀な学生がティーチング・アシスタント(TA) として、

学部授業において学習支援に従事し給与を得ている。ただし、学業の妨げにならない

よう、博士課程は週 6 コマ、修士課程 2 年は週 4 コマ、修士課程 1 年は後期のみ週 2
コマと、制限コマ数を定めている(基準 2-3-①で詳述)。 

・「高大連携教育」（基準 A-3 で詳述）においては、大学院生及び学部学生が補助者とし

て採用され給与を得ている。これらの給与は、学外の一般的なアルバイト等の時給に

比べ高く設定しているが、本学の教職員とともに教育指導を行うことによって、これ

らの業務を経験した学生の大学への帰属意識の向上に大きく寄与しており、経済的支

援以上に彼らの人間形成に大きな効果を与えている。 
・留学生に対しては、必要に応じて日本語の授業科目「日本語Ⅰ･Ⅱ」を開講し、留学

生が日本語で授業を受けるための支援を行っている。大学生活全般については、クラ

ス担任に加えて「国際交流委員会」が留学生の様々な相談等に応じている。 
・社会人、編入生については、クラス担任及び PF 個別面談担当教員が個別に大学生活

表 2-7-1 奨学金の利用状況 
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における様々な相談等に応じている。 
・一人暮らしの学生を支援するために、平成 22(2010)年から学生食堂にて定期的に 100

円朝食を提供している。平成 26(2014)年度は 4、5、11、12 月にそれぞれ 2 週間程度

の期間で 100 円朝食を提供しており、平成 27(2015)年度も同様に実施する。 
・食堂設備は学内 3 か所に設置し、それぞれの業者がサービス向上を目指している。ま

た、基準 2-9-①に記述するように、学内書店・売店（コンビニエンスストア）を誘致

しており、快適な学生生活環境を整えている。 
・本学では、課外活動を、自主性・社会性・協調性など社会人として必要な素養を身に

付ける場と位置付け、多くの学生が課外活動に参加することを推奨し、そのための環

境づくりに力を入れている。現在、全学生・教職員をもって組織する協学会のもとに、

体育局（32 団体）、文化局（22 団体）、全学応援団局（2 団体）、特別団体（2 団体）

があり、それぞれ活発に活動している。なお、クラブなど諸団体に属さない学生も参

加できる行事として、大学祭、体育祭を協学会主導のもとに企画・運営している。【資

料 2-7-5】 
・協学会では、所属団体に対してその活動実績等を考慮し活動費を配分している。また、

本学では前年度の活動実績に基づき特別助成団体（25 団体程度）を選考し、先の活動

費とは別に 1 団体当たり年間 24 万円を上限として活動費を助成している（データ編

【表 2-14】参照）。【資料 2-7-6】 
・協学会所属の諸団体の活動とは独立に、学生が提案した課外活動を支援する制度とし

て「夢プロジェクト」を制定している（基準 A-3 に詳述）。これは学生が自由な発想

のもとで企画・立案したプロジェクトに対し、大学が資金等を助成する制度（1 件当

たり最高 30 万円）である。【資料 2-7-7】 
・定期健康診断を毎年 4 月に実施し全学生が受診している。健康診断で問題が見つかっ

た場合は、指定学校医が診察し、適切な指導・治療を受けられる体制になっている。 
・新入生については新入生ガイダンス時に、過度な飲酒によるアルコールの害、エイズ

等の感染症の危険性について注意喚起しており、コンパ等での過度の飲酒による急性

アルコール中毒の被害は報告されていない。【資料 2-7-8】 
・学内に医務室を設置し(開室時間：8 時 30 分～16 時 30 分)、怪我や急な体調不良に対

応している。また、学校医による健康相談日（毎月第 3 木曜日 14 時～16 時[内科医]、
第 2・4 木曜日 12 時 30 分～15 時[精神科医]）を設け、病気や身体的な悩みなど、健

康に関する学生の相談に応じている（データ編【表 2-12】参照）。【資料 2-7-8】 
・医療機関で治療を受ける学生への経済的支援を目的として、本学独自の互助組織であ

る「学生医療互助会」を運営しており、全学生が加入している。「学生医療互助会」

では学生が学内外、時間を問わず疾病や不慮の事故等により医療機関にかかった際、

支払った自己負担医療費の給付、後遺障害を被った場合の見舞金の給付、死亡に至っ

た場合の弔慰金の給付を行っている。【資料 2-7-9】 
・心的な問題を抱える学生のための相談室として、専門のカウンセラーを配する学生相

談室を設置し（休業期間を除く平日の 10 時 30 分～17 時）、電話、電子メール、郵便

等、学生が利用しやすい方法で相談を受付けている。なお、2 人のカウンセラーが曜

日を決めて交代で担当している。【資料 2-7-10】 
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・セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント等の人権問題には、「人権

委員会」（基準 3-1-④で詳述）が窓口となって対応している。新入生ガイダンスにお

いて、ハラスメント等の被害に遭ったときの対処方法、相談窓口について記した本学

独自のパンフレットを作成・配布し、「人権委員会」による支援体制について説明し

ている。【資料 2-7-11】 
・本学の厚生施設として宿泊人数 30 人程度と小規模ながら、ニセコ町に北海道科学大

学芦原ニセコ山荘を所有しており、ゼミやクラブの合宿、同窓生の集いなどに活用さ

れている。【資料 2-7-12】 
・個々の学生に対して入学時から卒業まで、学生サポートプログラム（図 2-5-1 参照）

で学生生活全般を支援している。このプログラムでは、学生が設定した在学中の目標

を中心に、履修計画並びに各学年・各学期を経て卒業までの到達目標の立案、目標設

定に関する助言及び学生生活全般についての相談の場としての個別面談（PF 個別面

談）の実施、計画の達成度の検証とその記録（「ポートフォリオ」の作成）を行って

いる。この取組の中心的役割を担うのが PF 個別面談であり､年複数回実施している。

なお、新入生については、新入生ガイダンス時に第 1 回の PF 個別面談を実施し、PF
面談の目的や今後の実施概要を説明した後、アイスブレイク（自己紹介、学生生活に

関する雑談）を取り入れ、新入生同士のつながりを促し、新たな交流を深め、大学に

早く馴染むための取組を行っている。【資料 2-7-13】 
・平成 23(2011)年度から PF 個別面談の回数を年複数回とした結果、個々の学生生活の

状況をよりきめ細かく把握できるようになり、問題を抱える学生へも迅速に対応でき

つつある。 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-7-1】情報公表→学生生活支援体制 
http://www.hus.ac.jp/upload/files/pdf/public-info/gakuseiseikatsu_shien.pdf 

【資料2-7-2】奨学金 http://www1.hus.ac.jp/gakusei/04support/studentship/index.php 
【資料 2-7-3】同窓会学生活動助成に関する内規 
【資料 2-7-4】スチューデントジョブセンター取扱要領 
【資料 2-7-5】クラブ紹介 http://www1.hus.ac.jp/gakusei/07fulfill/club/index.php 
【資料 2-7-6】北海道科学大学協学会 http://www.hus.ac.jp/campuslife/hsf.html 
【資料 2-7-7】夢プロジェクト http://www.hus.ac.jp/campuslife/drm.html 
【資料 2-7-8】在学生情報サイト HUS ナビ→医務室 

http://www1.hus.ac.jp/gakusei-hus/06relief/health/index.php 
【資料 2-7-9】在学生情報サイト HUS ナビ→学生医療互助会 

http://www1.hus.ac.jp/gakusei-hus/06relief/injury/index.php 
【資料 2-7-10】在学生情報サイト HUS ナビ→学生相談室 
       http://www1.hus.ac.jp/gakusei-hus/06relief/counselling/index.php 
【資料 2-7-11】在学生情報サイト HUS ナビ→ハラスメントガイドライン 

http://www1.hus.ac.jp/gakusei-hus/06relief/harassment/index.php 
【資料 2-7-12】芦原ニセコ山荘 http://www1.hus.ac.jp/~dosokai/service/villa.html 
【資料 2-7-13】学生サポートプログラム http://www.hus.ac.jp/campuslife/life/sup.html 
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2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析結果の活用 

・前述の PF 個別面談の際に、学生一人ひとりの様々な意見、要望を汲み上げているが、

日常的には学修指導と同様、クラス担任、研究室担任（ゼミ担当教員）が個々の学生

の窓口となっている。 
・協学会においても、意見投書箱を学内の数か所に設置し、学生生活全般にわたる様々

な意見や要望を汲み上げ、必要に応じ学生支援センターから「全学連絡調整会議」を

経て学生に回答するシステムを持っている。PF 個別面談で直接クラス担任が学生と

面談していることもあり、このシステムを通じた意見・要望は近年見られない。【資

料 2-7-14】 
・学生生活の実態を把握し、学生生活支援の向上を推進していくために、学生生活アン

ケートを実施している。平成 24(2012)年度からアンケートの結果を Web 上で公表し

ている。【資料 2-7-15】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-7-14】学生提案に関する取扱要領 
【資料 2-7-15】在学生情報サイト HUS ナビ→学生生活アンケート結果 
       http://www1.hus.ac.jp/gakusei/keiji/2014gakusei.pdf 

 

（3）2－7 の改善・向上方策（将来計画） 

 ・在学生の勉学に対するモチベーションを持続させるために、学業・人物ともに優秀な

学生に給付する奨学金制度の充実を図っていく。 
・厚生施設としては、平成 24(2012)年 4 月に完成した体育館「HIT ARENA」を中心と

して、学生の余暇時間に対応する施設（トレーニングジムや自由な発想に基づく活動

のためのスペース）を充実させていく。 
・学内のクラブ、団体に属さない学生も、様々な活動に参加しやすくなるような環境づ

くりを継続していく。具体的な例として、ゼミやクラブ所属学生による出展が主体と

なっている大学祭に一般学生も参加しやすい出展を促進するような支援の充実など、

協学会への提言を検討する。 
・学生が安心して学生生活を送れるよう、学生相談、健康管理体制の充実を図る。また、

カウンセリング体制の強化については、学生相談室とは別に学生の質問・相談に応じ

るコーナーを設置することや、担任制度の充実などの検討を継続する。 
 
 
2－8 教員の配置・職能開発等 

≪2－8 の視点≫ 

2-8-① 

2-8-② 

 

2-8-③ 

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめと

する教員の資質・能力向上への取組み 

教養教育実施のための体制の整備 
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（1）2－8 の自己判定 

基準項目 2-8 を満たしている。 
 

（2）2－8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

・全教育課程における助教以上の専任教員数は、179 人であり、設置基準の 1.35 倍を擁

している。（データ編【表 F-6】参照） 
・保健医療学部の 5 学科のうち看護学科、理学療法学科、義肢装具学科、診療放射線学

科の 4 学科については、文部科学省から養成学校の指定を受けており、文部科学省及

び厚生労働省で定める指定規則に準拠した教員数を配置している。また、臨床工学科

においては養成学校の指定を受けていないが、学科の目標の一つでもある臨床工学技

士の養成に適した教員を配置している。【資料 2-8-1】 
・教員の年齢構成は、60 歳代以上が 18.3％、50 歳代が 26.8％、40 歳代が 34.4％、30

歳代が 17.8％、20 歳代が 2.7％となって、全学的には高年齢層が若干厚い状況である

が、バランスは取れている。（データ編【表 2-15】参照） 
・機械工学科では、加工技術の指導を目的として経験豊富な技術者を契約職員として採

用している。 
・専門教育科目の必修科目は、資格関連等やむを得ない場合を除き、原則専任教員が担

当している。 
・専門分野のバランスについては、教育課程運営に支障が出ない状況を保てるよう、留

意している。 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-8-1】養成学校指定書（義肢装具士、看護師、理学療法士、診療放射線技師） 
 
2-8-② 教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめとす

る教員の資質・能力向上への取組み 

・教員の採用及び昇格に関しては教授から助手までの基準を規程に明文化し、また、公

募を原則とする採用のための選考委員会に関する規程も制定している。【資料 2-8-2】 
・大学院担当教員の選考規程も定めている。【資料 2-8-3】 
・教学担当副学長を委員長とする FD 委員会を、ファカルティ・ディベロップメント規

程に基づき組織し、全学、学部、学科の各レベルで FD 活動を実施している。実施報

告は FD 委員会で集約し、学内情報共有サーバーで共有している。【資料 2-8-4】【資

料 2-8-5】 
・学科別の FD 活動には、授業改善のためのアンケート結果と成績分布に基づくカリキ

ュラム編成会議（年 2 回）、教員相互の授業公開・参観（年 2 回）を義務付けている。

【資料 2-8-6】【資料 2-8-7】 
・学生による授業改善のためのアンケート結果に対して、教員コメント（基準 2-6-②で

詳述）を付して公開することとなっており、平成 26(2014)年度のコメント登録率は約

95％である。【資料 2-8-8】 
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・教育・研究能力向上に向けた専任教職員の学外研修について国内及び国外研修内規を

定めており、平成 26(2014)年度の国外研修は 38 件であった。【資料 2-8-9】 
・教員業務の平準化を目的として、研究業績や担当授業、校務役職、外部での委員活動

などを全てまとめた教員業務業績の見える化システムが稼働しており、各教員は自ら

の業績等を確認できる仕組みを整えている。【資料 2-8-10】 
・平成 26(2014)年 6 月、全教員（特任職員等一部除く）を対象に研究活動の強化・向上、

個々の能力を活かした教育体制と適正な人員配置、専門分野に応じた研究水準の統一

等、将来に向けた大学運営の基礎資料を整備することを目的に第三者による教育研究

業績調査を実施した。【資料 2-8-11】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-8-2】教員の採用及び昇格の選考に関する規程 
【資料 2-8-3】大学院担当教員選考規程 
【資料 2-8-4】ファカルティ・ディベロップメント規程 
【資料 2-8-5】FD 活動実施一覧 
【資料 2-8-6】平成 26(2014)年度カリキュラム編成会議記録 
【資料 2-8-7】平成 26(2014)年度授業公開・参観報告書 
【資料 2-8-8】平成 26(2014)年度授業改善アンケート報告書（前期・後期） 
【資料 2-8-9】平成 26(2014)年度教職員国外研修一覧 
【資料 2-8-10】教員活動の見える化システム 
【資料 2-8-11】教育研究業績調査に係る書類の作成について 
 

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

・基礎（教養）教育支援のために、高等教育支援センターを組織し、自然科学、外国語、

健康・科学系の基礎科目を高等教育支援部門が、情報、人文社会、キャリア形成系の

科目を学士課程教育支援部門が担当している。【資料 2-8-12】 
・平成 26(2014)年度からの新学科体制では、中教審答申「学士課程教育の構築に向けて」

の中で掲げられた各専攻分野を通じて培うべき学士力に鑑みて全学共通の学士課程

教育プログラムを導入し、学士課程教育支援部門を中心としてその教育に当たってい

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
高等教育支援部門 
 

数学・自然科学グループ 
（専任 3, 嘱託 1, 兼担 8） 
語学・人文社会科学グループ 
（専任 6, 嘱託 3, 兼担 6） 
教職・健康科学グループ 
（専任 2, 兼担 3, 契約職員 1） 

 
 
学士課程教育支援部門 

情報教育グループ 
（専任 1, 兼担 1） 
人間・社会理解教育グループ 
（専任 2, 兼担 3） 
プロジェクト教育グループ 
（専任 2） 

※部門間、グループ間の重複を含む 
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・全学的に情報リテラシー、情報倫理に関する必修科目を 1 年次に開講し、現代社会で

必要となる基礎的な情報教育を行っている。【資料 2-8-13】 
・人類の幸福と社会や文化の発展に関する科目「人間の理解Ⅰ～Ⅳ」「社会の理解Ⅰ～

Ⅳ」を開講し、人類の発展と科学技術の進歩との調和の重要性を理解する人材の育成

を目指している。【資料 2-8-13】 
・工学部 5 学科では、社会の発展を支える工学技術者育成には倫理教育プログラムが不

可欠との認識から、「技術者の倫理」に関する講義を開講している。【資料 2-8-13】 
・保健医療学部では、「生命倫理学」「看護倫理」など、学科の目的に応じた倫理教育科

目を開講している。【資料 2-8-13】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-8-12】組織図 
【資料 2-8-13】学則別表 1 
 

（3）2－8 の改善・向上方策（将来計画） 

・教員採用・昇格の基準、大学院担当教員の資格基準は規程に定め、厳格に運用してい

るが、これらの基準が客観的に見て社会に受け入れられる水準を満たしているかにつ

いては、外部評価などを利用して点検し、必要に応じて見直しを図る。 
・教員採用に関しては、年齢構成を考慮し、経験豊富な教員と若手教員との適正なバラ

ンスの確保に努める。 
・これまで組織別 FD 活動は、教員に FD の認知度を高め、組織を活性化させる重要な

役割を担ってきた。今後は、組織の活性化を目的とする FD 活動と、各教員の資質向

上を目的とする FD 活動を区別し、目的に応じた実施形態、回数等より効果の高い FD
活動のあり方を検討する。また、活動成果の学内公表、あるいは優れた活動に対する

表彰や、教育用予算の配分など、FD 活動を刺激する方策について検討する。 
・平成 26(2014)年度高等教育支援センターに学士課程教育支援部門を新設した際には、

学部所属教員の配置換えにより、スタッフを確保した。将来計画のビジョンに謳われ

ている基盤能力の育成のために必要となる人員配置、学部学科との連携及び学生の学

修効果について、年次の進行とともに検証する。 
・教員業務業績の見える化システムについては、本来の目的である業務の平準化に向け

て実質持ちコマ数の把握と標準的な業務量の試算を行う。また、教育成果の可視化に

よるシステムへの取り込みを含め、教育・研究レベルの向上に結びつく運用方法を検

討する。 

 

 

2－9 教育環境の整備 

≪2－9 の視点≫ 

2-9-① 校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 
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（1）2－9 の自己判定 

基準項目 2-9 を満たしている。 

 
（2）2－9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

2-9-① 校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

・本学のキャンパス配置及び校地・校舎の面積はエビデンス集・データ編【表 2-18】に

示すとおりであり、設置基準上の必要面積を上回っている。また、本学キャンパス以

外に、ニセコ町に所在する北海道科学大学芦原ニセコ山荘がある（基準 2-7-①で記述）。

なお、平成 24(2012)年度に策定した「キャンパス再整備計画マスタープラン」に基づ

き平成 25(2013)年 2 月から保健医療学部棟（C 棟）・別棟（R1 棟）・北海道薬科大学

共用講義棟（A 棟）・北海道薬科大学研究棟（B 棟）の順で校舎の新築工事を実施して

おり、平成 26(2014)年 2 月に C 棟・R1 棟、5 月に A 棟が竣工している。なお、A 棟・

B 棟・C 棟は照明学会より平成 26(2014)年度北海道優秀照明施設賞を受賞した。【資

料 2-9-1】～【資料 2-9-3】 
・平成 27(2015)年 4 月の北海道薬科大学の前田キャンパスへの移転に伴い、平成

26(2014)年 8 月から図書館の改修を行った。改修後の図書収容能力は、200,000 冊、

閲覧席 319 席、配架図書 約 130,000 冊、雑誌 約 1,300 誌、新聞 18 紙、視聴覚資料 約
1,500 本を有する図書館となっている。建物は、1 階に PC プラザ、ギャラリー、AV
ホール、2 階の閲覧室には個別学習室、グループ学習室、学習支援室、資格試験コー

ナー、学術雑誌コーナー、新聞コーナー、軽雑誌コーナー、文庫本コーナー、AV 視

聴室等を配置するとともに、ラウンジなどの機能を備えている。設備機器としては、

OPAC 用端末 3 台、自動貸出返却装置 2 台、AV 視聴ブース 4 台 12 席を有している。

なお、図書館の開館時間は、通常授業日は 8 時 30 分～20 時、土曜日、春・夏・冬季

休業中は 10 時～17 時となっている。【資料 2-9-4】 
・講義棟（G 棟）は大学キャンパスの中心街区として、既存校舎・図書館・HIT プラザ・

A 棟・C 棟を結ぶ結節点となっている。機能的な学生生活ゾーンを形成する役割を担

うというコンセプトのもとに建設したこともあり、「人が集い行き交う空間」の意味

をこめた「GALLERIA（ガレリア）」から「G 棟」と称することにした。各階には学

生が自由に使用できる 16 か所の溜りの空間「アルコーブ」を設けている。ここには

カウンターテーブルを配し、学生同士の待ち合わせや会話はもちろん、ノート PC を

使ってキャンパス・ネットワークへのアクセスも可能である。【資料 2-9-5】 
・G 棟すべての講義室（28 教室）には、学生用机に LAN と電源のコンセントを全座席

に配備しており、学生が所有するノート PC を使用して授業を受けることができる。

更に 19 講義室には、それぞれカラーレーザープリンタを設置し、授業だけで無くレ

ポート作成や各種活動等にも活用している。また、G 棟の教育環境は授業のみでなく

研究発表の会場としても高く評価され、休業期間中には様々な学会の講演会場として

広く利用されている。 
・G 棟の各講義室の稼働率は非常に高いが、可能な限り学生の自学自習の場として開放

する努力を続けている。開放講義室では、19 時 45 分まで自由にネットワークアクセ
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スやプリントアウトが可能な体制となっている。 
・平成 24(2012)年 12 月から G 棟講義室出入り口横のガラス壁を、教職員、学生、来学

者が自由に講義などを見学できるように、透明にした。 
・保健医療学部開設に併せ、平成 26(2014)年 2 月に C 棟と R1 棟が完成した。C 棟と

R1 棟には、最新の医療機器や全国でも有数の設備など、新時代の医療人を目指す学

生のための充実した設備が揃っている。C 棟の西側には実験実習室や研究室、東側に

は教員室やゼミ室を設け、移動しやすいようにレイアウトし、R1 棟は義肢装具学科

で使用する実習室・機械室などを設置している。【資料 2-9-6】 
・平成 26(2014)年 5 月に完成した A 棟も、無線 LAN 設備、液晶プロジェクタによる投

影設備、その他機器の操作卓を備えている。また、1 階にはコンビニエンスストア

（LAWSON）、書店（丸善）、学生相談室、医務室、ATM があり、キャンパスライフ

の中心的な存在となっている。【資料 2-9-7】【資料 2-9-8】 
・G 棟、A 棟及び C 棟にはバリアフリーヘの配慮をしている。段差のないアプローチや

エレベータを設置するとともに、身障者用トイレを設置している。なお、学生への直

接的な対応窓口である学務系（教務、学生、就職、学術情報）の事務局及びノート PC
サポート室が G 棟 1 階に位置している。 

・バリアフリー化に関しては講義棟ばかりでなく既存校舎においても、各号館の間の 2
階連絡通路を拡充し通行の利便性を向上させるなどの配慮をしている。ほかに 8 号館

のエレベータ設置及び身障者対応トイレの設置、図書館玄関アプローチ自動ドア及び

身障者用スロープ・段差解消機の設置、HIT プラザ 1 階身障者対応トイレの設置など

バリアフリー化を推進している。 
・学術情報センターの主たる業務は、モバイル・キャンパス（基準 2-2-②で詳述）のイ

ンフラ整備等、モバイル環境下での授業方法の多様化･高度化に対応するサポート業

務、教育・研究環境の整備が中心となっている。また、学生が所有するノートパソコ

ンのトラブル対処、及び技術サポートのためにノート PC サポート室（基準 2-3-①参

照）を設置している。また、各学科・高等教育支援センターから選出された委員によ

る「学術情報センター運営委員会」を設置しており、図書館の利便性の向上、運営の

基本方針、選書等の事項について審議している。【資料 2-9-9】 
・本学では、ウィルス対策ソフトウエアを学生に無償配付し、併せて情報倫理やセキュ

リティに関する啓蒙を行っており、良好なネットワーク環境を維持している。 
・本学では、メディア系教育に特化した演習室に Macintosh36 台を設備し、授業時間で

幅広く利用しているとともに学生に対しては、夜間開放(16:30～19:00)を実施し、自

学自習に活用されている。【資料 2-9-9】 

・本学のキャンパス・アクティビティを支える体育館のメインアリーナは、クラブハウ

スやトレーニングジムなどの建築群で囲まれた広場型アトリウムである。ここでの突

き出たボックスでは、休憩やミーティング時に練習や試合を眺め、学生間のコミュニ

ケーションを誘発する。体育館は、バスケットボールコート 2 面を有するメインアリ

ーナ、一般学生用のサブアリーナと屋外スポーツ広場があり、武道館、クラブハウス、

ミーティングルーム、トレーニングジムによるスポーツ複合施設となっている。ほか

にクライミングウォール、弓道場、アーチェリー場を併設している。また、地中採熱
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や太陽光パネルの採用など環境にも配慮した体育館となっている。なお、この体育館

は平成 25（2013）年に照明学会より「照明普及賞」を受賞した。【資料 2-9-10】 

・本学の駐車場は 24 時間門衛を配置する第 1 駐車場及び第 2 駐車場合わせて約 650 台

の車両が駐車可能である。また、学内駐車場の車両専用口には、1.6kW 照明の付いた

ゲート 2 基を設置し、夕暮れ時や夜間の歩行者や自転車利用者への安全に配慮してい

る。 
・車両通学希望者のほとんどを受け入れるための体制が整っており、全学生を対象とし

た届出制を基本とする運用により迷惑駐車問題を解消するとともに、車両通学が列車、

バスなど公共交通利用と同様の一般的な通学方法となり、学生サービスの向上に繋が

っている。【資料 2-9-11】 
・協学会ではマイカークラブ（学生と教職員で交通事故防止、運転技能及び整備技術、

交通安全意識の向上等を目的として発足した組織）の協力のもと、手稲警察署との連

携による、本学学生及び教職員の交通安全意識の向上を目的とした「セーフティラリ

ー」を毎年実施し、交通事故防止の一助としている。【資料 2-9-12】 
・施設・設備の安全性（耐震等）の確保について耐震診断に即した校舎の建替え計画が、

キャンパス再整備計画として進行している。 
・本学の管理する防火対象物の火災、震災、ガス災害を未然に防止し、人命の安全を確

保するとともに、これらの災害による被害を軽減することを目的として「消防計画」

を定め、「防火・防災管理対策委員会」を設置している。また、毎年時期を定めて全

学的な防火・防災訓練を実施している（基準 3-1-④に詳述）。 
・本学の校舎は、設備の点検日や大学入試センター試験期間を除き通年 24 時間の利用

が可能であることから、「平日の夜間及び休日の校舎の利用に関する要領」を定め、

休日・夜間の正面玄関及び駐車場（24 時間）には警備員を配備している。なお、A 棟

及び C 棟では IC チップ付き ID カードで建物への出入りをチェックしている。【資料

2-9-13】 
・アルコーブ（オープンスペース、溜りの空間）を、「大学共有スペース」に加え「学

科スペース」にも設け、LAN 端子や椅子・テーブルを配置するだけでなく、各学科の

資料や模型あるいは解説用パネルなどを用意している。このスペースは、G 棟を除き

24 時間利用可能であり、学生たちの憩いの場、学習の場として利用されている。また

本学では、4 年次生全員を対象に卒業研究を中心とした研究学習スペースであるゼミ

室を提供している。十分な空間を持ち、24 時間対応のいつでも研究に没頭できる学習

環境となっている。 
・このほか、福利厚生施設の一つとして A 棟玄関ホールに ATM を 2 台設置しており、

学生や教職員のみでなく近隣住民にも利用されている。また、G 棟 1 階事務室前に各

種証明書の自動発行機を設置しており、証明書の即日発行が可能となっている。更に、

図書館 1 階ギャラリーに液晶プロジェクタを設置し、映像によって学生に各種情報を

提供するシステムを整えている。 
・本年度に実施した学生生活アンケート（基準 2-7-②で記述）において、「ロッカーや

キャンパス内の憩いの場（テーブル、ベンチ等）は十分だと思いますか？」という設

問において 57.7％の学生が、「キャンパス内で自習するスペースは足りていると思い
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ますか？」という設問では 52.6％の学生が「満足している」又は「やや満足」と回答

している。なお、学生生活アンケートは毎年実施しており、目立った不満意見はない。

【資料 2-9-14】 
・健康増進法、文部科学省の受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の推進についての通知 

等を受け、本学は喫煙場所を整備・指定して受動喫煙を防止するなどの対策を講じて       
きた。教学体制の再構築並びにキャンパス再整備計画を機に平成 25(2013)年度から 3 
年計画でハードとソフトの両面から全面禁煙化に向けた取組みを行っている。【資料 
2-9-15】 

・平成 27(2015)年度から、5 号館 1,2 階の講義室にインタラクティブボード 20 台を設 
置して、双方向授業を展開するアクティブラーニングの環境を整え、授業を行ってい 
る。【資料 2-9-16】 

【エビデンス集・資料編】 
【資料 2-9-1】北海道科学大学施設案内 http://www.hus.ac.jp/info/facility/facilities.html 
【資料 2-9-2】北海道科学大学キャンパスマップ 

http://www.hus.ac.jp/info/facility/campusmap.html  
【資料 2-9-3】情報公表－校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育環境に関す 

ること  http://www.hus.ac.jp/public-info/#8 
  【資料 2-9-4】北海道科学大学図書館 

http://www.hus.ac.jp/lib_info/library/ lib_outline/index.html 
【資料 2-9-5】講義棟（G 棟）http://www.hus.ac.jp/info/facility/facilities_6.html 
【資料 2-9-6】保健医療学部棟（C 棟）、別棟（R1 棟） 

http://www.hus.ac.jp/info/facility/facilities_4.html 
【資料 2-9-7】北海道薬科大学共用講義棟（A 棟） 

http://www.hus.ac.jp/info/facility/facilities_3.html 
【資料 2-9-8】コンビニ／書籍・文具 

http://www.hus.ac.jp/info/facility/facilities_3.html  
【資料 2-9-9】学術情報センター・演習室 

http://www.hus.ac.jp/lib_info/mediacenter/index.html 
【資料 2-9-10】体育館「HIT ARENA」 
【資料 2-9-11】自動車通学 http://www1.hus.ac.jp/gakusei/05use/car/index.php 
【資料 2-9-12】セーフティラリー実施結果 
【資料 2-9-13】平日の夜間及び休日の校舎の利用に関する要領 
【資料 2-9-14】在学生情報サイト HUS ナビ→学生生活アンケート結果 
        http://www1.hus.ac.jp/gakusei/keiji/2014gakusei.pdf 
【資料 2-9-15】キャンパスの全面禁煙化に向けた取組計画 
【資料 2-9-16】アクティブラーニング室の写真 
 
2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 

・授業時間割編成に当たり、授業内容・方法、前年度の履修人数、科目担当教員の意向

等を踏まえ、適切な講義室の割り当てを行っている。 
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・平成 26(2014)年度及び平成 27(2015)年度の入学生は定員を超えているが、全学生数

は既存学科を含めた全体の収容定員を超えていない。全体としては適切な教育環境

（学生一人当たりの教員数、講義室・実験室のスペース）を保っている（エビデンス

集・データ編【表 2-20】参照）。 
・実験・実習・演習・語学系の科目では、1 クラス（語学系・演習の場合）ないしは 1

教員当たり（実験・実習の場合）40 人程度以下の少人数クラスで授業を行っている。 
・実験・実習・演習の科目で、受講人数が多い場合、複数の課題を並列して実施する

場合については、大学院生のティーチング・アシスタント（TA）を割り当て、これら

TA によるきめ細かな助言・指導のもとで、授業を行っている(基準 2-3-①で詳述)。
【資料 2-9-17】 

【エビデンス集・資料編】 
【資料 2-9-17】大学院ティーチング・アシスタント規程 
 

（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画） 

・平成 26(2014)年度以降は、学科新設とカリキュラム変更による開講科目数の増加、定

員を超える新入生の入学に加え、キャンパス再整備の一環である既存校舎の建替え時

期が重なっている。授業内容と学生数を勘案した適切な講義室の確保及び教育環境の

維持に専念し、ブランドビジョンに謳われた「誇れる時間」を学生に提供することを

目指していく。 
・短期大学部や薬科大学の移転、本学と薬科大学の統合に対応するための施設整備に関

するマスタープランを法人や各所属大学の教職員をメンバーとする将来計画検討委

員会において策定している。この計画では、平成 32(2020)年度末までを第 1 期、その

後を第 2期として法人創立 100周年を迎える平成 36(2024)年度までの整備をプラン化

している。この計画は、理系を中心とした実学を総合的に教授・研究し、優れた人材

を育成することを目的として、知的活動を活性化させるキャンパス、幅広い視野と柔

軟な発想力を育む研究・教育環境、地域と大学を結び、未来の学生と大学を結ぶ場を

コンセプトとしている。 
・これまでの学生生活アンケートでは、施設・設備に対して概ね良好な回答が得られて

いるが、今後も学生の要望等を継続して把握し、施設・設備の整備と充実に努める。 
・本学ではこれまでに、実験や実習に伴う大きな事故は一度も報告されていないが、今

後とも安全な環境維持に努める。「安全点検マニュアル」（基準 3-1-④で詳述）につい

ては、年 1 回の定期的な整備を継続する。 
 

［基準 2 の自己評価］ 

・18 歳人口の減少が進行する中で、更に地域的にみても大学を取り巻く状況が厳しい北

海道にありながら、工科系私立大学として平成 23(2011) 年度からの 3 年間の平均で

定員の 85.3％を確保できてきたことは、全教職員が一体となったきめ細やかな学生指

導・学生サービスに対する評価の現れと考えている。また、平成 26(2014)年度から 2
年間の入学者数が定員の 120%前後に増大したことは、大学名称変更と教育研究領域

拡大という新しい本学のイメージが十分に周知できた結果と考えている。 
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・「ヒューマニティとテクノロジーの融合」「時代の要請に即したプロフェッショナル教

育」及び「地域社会への貢献」を教育の基本理念とする本学では、学生の受入れから

卒業まで最良の教育プログラムと快適な教育環境を提供している。学生が到達すべき

目標を明確にした教育プログラムによって、多様な学生を受入れながらも、社会が求

める最適な人材を育成してきた。また、常に時代の変化に注視し、教育プログラム・

教育環境の改善に不断の努力をしている。 

・教育目的達成のため体系的に編成した本学の教育プログラムは、カリキュラムポリシ

ーに基づいており、カリキュラムマップ、カリキュラムフローを併用したディプロマ

ポリシー達成のための PDCA サイクルを念頭に置いた構成となっている。 

・成績評価と学修の質保証ついては、改善を重ねた本学独自の「成績評価と質の保証」

システムの構築により、本学における厳格な成績評価を担保している。また、「成績

評価と質の保証」システムについては毎年の点検・修正を行っている。 
・PF 個別面談を核とした学生サポートプログラムは、従前まで行ってきた就学、生活

及び就職に関する別個の支援体制では多様化した学生への対応が困難になってきた

ことから、学生支援を一貫した方針で遂行する本学が誇る体制である。この全学的な

プログラムにより勉学意欲の喪失を未然に防ぐとともに退学者の数を減らすことや

学生の更なる活性化に寄与している。 

・本学では、学部全体で毎年 4％前後の退学及び除籍者が出ている。経済的な事由ある

いは病気による場合のほか、様々な理由のうち、勉学意欲喪失の学生も多い。従前か

らの学生生活支援・就職支援体制改善に加え、個々の学生の定期的な学習状況等の調

査を含む学習支援体制の充実に向け、組織的な対策を強化している。 
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基準 3．経営・管理と財務 

 

3－1 経営の規律と誠実性 

≪3－1 の視点≫ 

3-1-① 

3-1-② 

3-1-③ 

 

3-1-④ 

3-1-⑤ 

経営の規律と誠実性の維持の表明 

使命・目的の実現への継続的努力 

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関

連する法令の遵守 

環境保全、人権、安全への配慮 

教育情報・財務情報の公表 

 
（1) 3-1 の自己判定 

基準項目 3-1 を満たしている。 

 

（2）3-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

・本学の設置者である「学校法人北海道科学大学」は、「寄附行為」に掲げる目的を「教

育基本法及び学校教育法に従い私立学校及び私立各種学校を設置すること」としてい

る。法人の経営は教育基本法及び学校教育法を遵守し、同法の趣旨に沿って堅実に運

営している。また、「北海道科学大学の基本姿勢」を尊重することにより、私立学校

としての自主性を確立するとともに、教育機関に求められる公共性を高めるための組

織体制を構築し、諸規程を整備して社会の要請に応え得る経営を行っている。【資料

3-1-1】【資料 3-1-2】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-1-1】学校法人北海道科学大学寄附行為 
【資料 3-1-2】基本姿勢  

 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

・「学校法人北海道科学大学寄附行為」に規定する最高意思決定機関として「理事会」

及び、その諮問機関として「評議員会」を設置し、「理事会」のもとに管理運営に必

要な機関として法人本部を、教育組織として各設置校を置いて、目的達成のための運

営体制を整えている。また、法人本部は各設置校と連携して、将来に向けた中長期計

画を策定するとともに、中長期計画に基づく具体的な単年度毎の事業計画を策定して

いる。【資料 3-1-1】【資料 3-1-3】【資料 3-1-4】 
・平成 22(2010)年 9 月に法人全体の将来計画を検討する「将来計画検討委員会」を設置

し、各設置校間の連携、各種機能の統合、キャンパス施設の共同利用等について審議・

協議を重ね、平成 24(2012)年 5 月の理事会において「教学体制の再構築並びにキャン

パス再整備計画」が承認されている。この計画に基づき、外部機関からの意見も取り

入れ、校名変更、学部・学科の改組、キャンパス再整備、耐震対策も含めた新校舎建
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築、設置校の移転等を計画した。 
・この計画と連動して、平成 24(2012)年 6 月に法人創立 100 周年(平成 36(2024)年)に向

けたユニバーシティ・アイデンティティ（UI）策定のためのワーキング・グループを

組織し、100 周年ブランドビジョン「2024 年までに、基盤能力と専門性を併せ持つ人

材を育成し、地域と共に発展・成長する北海道No.1 の実学系総合大学を実現します。」、

シンボルマーク、スローガン「＋Professional」の案を「将来計画検討委員会」から

理事長に答申し、平成 24(2012)年 12 月の理事会で承認された。 
・また、設置校である「北海道工業大学」「北海道自動車短期大学」の校名を平成 26(2014)

年 4 月に「北海道科学大学」「北海道科学大学短期大学部」に変更するとともに、将

来的には「北海道科学大学」と「北海道薬科大学」の統合を計画していることから、

法人名称を「学校法人北海道科学大学」に変更した。【資料 3-1-5】～【資料 3-1-8】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-1-1】学校法人北海道科学大学寄附行為 
【資料 3-1-3】学校法人北海道科学大学組織図 
【資料 3-1-4】学校法人北海道科学大学中期事業計画（平成 27(2015)～31(2019)年度） 
【資料 3-1-5】学校法人北海道科学大学将来計画検討委員会開催要領 
【資料 3-1-6】学校法人北海道科学大学「教学体制の再構築並びにキャンパス再整備計

画」 
【資料 3-1-7】ブランドブック 2013 
【資料 3-1-8】尚志学園報（平成 25(2013)年第 5 号）／法人だより（平成 26(2014)年第

2 号） 
 

3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関連 

する法令の遵守 

・法人の寄附行為、諸規程及び本学の諸規程は学校教育法、私立学校法、大学設置基準

等に則して作成し、教職員はこれらの法律や規程を遵守している。各法令が定める届

出事項も所定の手続きに沿って行われ、大学の設置、運営は法令を遵守し円滑に行っ

ている。 
・理事長直轄の組織として「内部監査室」を設け、「内部監査規程」を定めて法人の制

度、組織、業務活動全般に及ぶ監査を行い、コンプライアンスと業務監査の充実を図

っている。内部監査室の設置による内部監査機能の充実により、監事監査、公認会計

士監査と併せて学校法人に関わる三様監査体制が整い、法人のガバナンス強化に繋が

っている。【資料 3-1-9】 
・平成 27(2015)年 4 月 1 日施行の学校教育法の改正に対応すべく、学長のリーダーシッ

プの下で、戦略的に大学を運営できるガバナンス体制を構築するため、学則の改正及

び学内諸規程の見直しを行った。【資料 3-1-10】 
・平成 26(2014)年度中に整備した規程として、研究活動に係る不正行為への対応等に関

する規程、利益相反マネジメント規程を新規に制定し、また、公的研究費の管理・監

査に関する規程を改正した。【資料 3-1-11】～【資料 3-1-13】 
・公益通報者保護法に基づき、平成 25(2013)年 9 月に「公益通報者の保護等に関する規
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程」を制定し、内部監査室に通報窓口を設置するとともに、個人情報等の秘密保持の

徹底、通報者への処理状況の通知等、通報を処理する仕組みを整備し、適切に運用し

ている。【資料 3-1-14】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-1-9】学校法人北海道科学大学内部監査規程 
【資料 3-1-10】平成 26(2014)年第 12 回、第 14 回教授会資料抜粋 
       （学則改正、教授会規程改正、教授会規程細目改正） 
【資料 3-1-11】研究活動に係る不正行為への対応等に関する規程 
【資料 3-1-12】利益相反ポリシー、利益相反マネジメント規程 
【資料 3-1-13】公的研究費の管理・監査に関する規程 
【資料 3-1-14】学校法人北海道科学大学における公益通報者の保護等に関する規程 
 
3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 
・環境保全について、21 世紀の人類的課題である地球環境問題への本学の取組みとして

「環境マネジメントシステムに関する基本規程」及び関連する諸規程（環境影響評価

規程、環境教育・訓練規程、環境情報伝達規程、環境文書・記録管理規程、環境測定

業務規程、環境不適合是正予防処置規程、内部環境監査規程）を定めている。【資料 
3-1-15】～【資料 3-1-22】 

・「環境マネジメントシステムに関する基本規程」に基づき、環境教育の重視と ISO14001
を準用した「環境マネジメントシステム（EMS：Environmental Management 
System）」（図 3-1-1）を構築するため、環境アドミニストレータを配置するとともに

「環境マネジメント推進委員会」「内部環境監査委員会」を組織している。 
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図 3-1-1 本学の環境マネジメントシステム（EMS） 

 
・本学の省エネルギーの取組みである「消費エネルギーモニタリング（見える化）シス

テムを活用した省エネルギー活動の実践」は「平成23(2011)年度北国の省エネ・新エ

ネ大賞（北海道経済産業局長表彰）」を受賞した。また、体育館「HIT ARENA」では、

太陽光パネルの取付け、地中熱の冷暖房エネルギー源として利用するなど、地球環境

への負担の軽減、循環型社会の実現を目指した施設整備を実践している。【資料3-1-23】
～【資料3-1-25】 
また、毎年 FD 委員会と共催で環境特別講演会（表 3-1-1）を開催している｡ 

 

表 3-1-1 環境特別講演会 実施状況 （直近 5 か年の状況） 
年 度 講 師 講 演 題 目 

平成22年度 高野 文彰 「森にかかわる」 

平成23年度 鈴木  亨 「これからのエネルギーのあり方 再生可能エネルギーの
可能性」 

平成24年度 高木 靖光 
「北海道らしい自然体験文化の創造」 
～自然と人、人と人、社会と自然とのつながりづくり～  
～環境系 NPO が果たす役割～ 

平成25年度 嶋村 和行 「スマートコミュニティーに対応する大学キャンパス」 

平成26年度 増田  泰 「北海道の中の世界自然遺産・知床」 
       ～遺産としての価値と保全のための取組～ 

 
・人権については、学生及び教職員の一人ひとりが個人として尊重され、快適な環境の

もとで勉学、教育･研究及び職務を遂行することができるよう、セクシュアル・ハラ

スメント、アカデミック・ハラスメントの防止及び対応について必要なことを定めた

「ハラスメント対策に関する規程」を整備している。【資料 3-1-26】 
・「ハラスメント対策に関する規程」に基づき「人権委員会」を組織し、その活動内容

として、「セクシュアル及びアカデミック・ハラスメント」に関し 
① ハラスメントの発生防止に関する啓発 
② ハラスメントに関する相談等への対応 
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③ ハラスメントに関する事実の確認、調査及び報告書の作成 
等を定めている。これに基づき、「ハラスメントをさせない、しないためのハラスメン

トガイドライン」のリーフレットを発行し、教職員・学生に配付するなど啓発活動を

行い、また、HP 上にガイドラインのページを設け、ハラスメントの具体例や本学と

しての対応、相談方法などを公表している。また、毎年「人権委員会」主催の講演会

（表 3-1-2）を開催している｡ 
 

表 3-1-2 人権講演会 実施状況 （直近 5 か年の状況） 

年 度 講 師 講 演 題 目 

平成22年度 三上 謙一 「いまどきの学生のこころ」 
～不適応を起こしやすい学生への理解と対応～ 

平成23年度 菅野 泰蔵 「学生の退学に関する対策」 

平成24年度 菅野 泰蔵 「大学における危機とその対応」 
―カウンセラーの視点と立場から― 

平成25年度 浜野  了 「ハラスメントについて」 
―セクハラ・パワハラを中心に― 

平成26年度 杉中  剛 「配慮すべき学生について」 

 

・個人情報が個人の人格と密接な関連を有するものであり、個人が『個人として尊重さ

れる』ことを定めた憲法13条のもと、慎重に取扱われるべきであることを認識すると

ともに、教育機関としての、このような個人情報の性格と重要性を十分に認識し、そ

の適正な取扱いを図らなければならないとの基本理念に立脚した「個人情報保護規

程」を定めている。【資料3-1-27】 
・「個人情報保護規程」に基づき、「個人情報保護委員会」及び「個人情報苦情対応委員

会」を設置しており、ガイダンス等で学生にも周知している。 
・安全管理については、防火その他災害対策、施設物品の維持管理、盗難の予防及び環

境対策を含む「消防計画」を定め、「防火・防災管理対策委員会」を設置している。

また、毎年時期を定めて全学的な消防避難訓練及び防災訓練を実施している。【資料

3-1-28】 
・本学の校舎は、設備の点検日や大学入試センター試験期間を除き通年24 時間の利用

が可能であることから、「平日の夜間及び休日の校舎の利用に関する要領」を定め、

休日・夜間の正面玄関及び駐車場には警備員を24 時間配備している。【資料3-1-29】 
・各実験室・ゼミ室には、それぞれの「安全点検マニュアル」を掲示し、万一の事故に

備えて被害を最小にとどめるような措置をしている。【資料3-1-30】 
・本学において発生し得る様々な不安全事象（災害、事件、事故、人権侵害、感染症、

業務上の過失等）に伴う危機に対し、迅速かつ的確に対処するため「危機管理規程」

を策定し、「危機管理委員会」について定めるとともに、緊急時には迅速に「危機対

策本部」を設置することとしている。【資料3-1-31】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料3-1-15】環境マネジメントシステムに関する基本規程 
【資料 3-1-16】環境影響評価規程 
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【資料 3-1-17】環境教育・訓練規程 
【資料 3-1-18】環境情報伝達規程 
【資料 3-1-19】環境文書・記録管理規程 
【資料 3-1-20】環境測定業務規程 
【資料 3-1-21】環境不適合是正予防処置規程 
【資料 3-1-22】内部環境監査規程 
【資料 3-1-23】環境への取り組み  
【資料 3-1-24】北国の省エネ・新エネ大賞（北海道経済産業局長表彰） 
【資料 3-1-25】体育館「HIT ARENA」 
【資料 3-1-26】ハラスメント対策に関する規程 
【資料 3-1-27】個人情報保護規程 
【資料 3-1-28】消防計画 
【資料 3-1-29】平日の夜間及び休日の校舎の利用に関する要領 
【資料 3-1-30】安全管理／点検マニュアル（目次） 
【資料 3-1-31】危機管理規程 
 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

・教育情報は、学校教育法施行規則第 172 条の 2 に基づき、HP 上で公表している。【資

料 3-1-32】 
・平成 26(2014)年度から開始した大学ポートレート（私学版）に参加し、教育情報等を

公開している。 
・財務情報は、平成 13(2001)年の法人内教職員向け広報誌への掲載、平成 17(2005)年

の利害関係者への計算書類等の公開（閲覧）、平成 18(2006)年の一般公開を前提とし

た情報提供用冊子の発行という経緯を経て、平成 20(2008)年から法人 HP に事業報告

とともに公表しており、大学 HP の情報公表のリンクからも閲覧できるようになって

いる。なお、財務情報の公表に関して「財務書類等閲覧規程」を整備している。 
【資料 3-1-33】【資料 3-1-34】 

【エビデンス集・資料編】 
【資料 3-1-32】情報公表  http://www.hus.ac.jp/public-info/ 
【資料 3-1-33】財務情報の公開 http://www.ed.hus.ac.jp/jouhoukoukai/jigyouhoukoku/  
【資料 3-1-34】学校法人北海道科学大学財務書類等閲覧規程 
 

（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画） 

・平成 27(2015)年 4 月の学校教育法の改正を受けて、学長のリーダーシップや教授会の

役割の明確化を意図して学則を始めとする内部規則の総点検を行った。今回の法改正

の背景には平成 20(2008)年度中教審による、いわゆる「学士力答申」で示された、「学

位が保証する能力水準が曖昧」「学位の国際的通用性の失墜」などの懸念が本学を含

む日本の大学に対して社会から向けられていることがあると解しており、今後本学が

保証する学生の質の一層の向上を目的として、迅速な意思決定を可能とする教学運営

体制への改革を進める。 
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・環境活動については現在推進している環境マネジメントシステムの充実を図るととも

に、本学において発生し得る様々な危機に迅速に、かつ的確に対処するため危機管理

体制の実効性を高め、個別事象に対応する体制の充実・向上に努める。 

・社会からの信頼を維持し、確保していくために今後も積極的な情報の公開を進めてい

く。 

 

 

3－2 理事会の機能      

≪3－2 の視点≫ 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

 

（1）3－2 の自己判定       

基準項目 3－2 を満たしている。 

 
（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

・理事会は「理事会会議規則」に則り、毎年 3 月、5 月、12 月に開催し、法人の業務を

決し、理事の職務執行を監督している。評議員会は「評議員会会議規則」及び「寄附

行為」第 19 条に基づいて毎年 3 月、5 月に開催している。「寄附行為」第 21 条に基

づく諮問事項は、あらかじめ評議員会の意見を聞き、理事会において決定することと

している。「理事会」「評議員会」は前述の開催以外に審議すべき事案が生じた場合に

は、理事長の招集により速やかに開催している。平成 26(2014)年度中に開催した理事

会の出席率は、98％以上（書面による表決を含む）であり、良好な出席状況のもと適

切に運営している。【資料 3-2-1】〜【資料 3-2-4】 
・法人の議決機関である「理事会」や諮問機関である「評議員会」の運営を円滑に行う

ため、「寄附行為」第 16 条に基づき「常任理事会」を設置し、重要事項を除き審議・

決定し、その結果を「理事会」に報告している。また、法人の管理運営及び将来計画、

その他重要事項の策定に関し、理事長の諮問機関として「運営協議会」を設置し、理

事長の諮問事項のほか、「理事会」「評議員会」に諮る重要案件を事前に協議し、提案

内容を調整するとともに、全体の意見調整を行っている。「常任理事会」は、理事長、

専務理事、常務理事、常勤の理事で構成し、「常任理事会会議規則」に則り開催して

いる。また、理事会から委任される業務決定の権限は「理事会業務委任規程」に規定

している。【資料 3-2-5】【資料 3-2-6】 
・「寄附行為」第 7 条の 2 に「理事長の命を受けた特定部門の業務を担当し、理事長及

び専務理事不在のときは、その業務を代理する者」を定め、常務理事 3 人を配置して

いる。その担当業務は「常務理事の担当業務に関する内規」に規定している。【資料

3-2-7】 
・法人の管理運営に関わる役員（理事・監事）と評議員の選任に関しては、「寄附行為」

の定めにより、理事 15 人、監事 2 人、評議員 36 人を選任し、理事の中から理事長 1
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人、常務理事 3 人を選任するとともに、あらかじめ理事長の職務の代理又は代行する

理事を指名している。また、理事の構成員の中には、法人の職員以外に学外からの理

事が複数含まれており、監事 2 人もそれぞれ学外有識者から選任している。 
・「寄附行為」第 6 条で理事長、第 7 条で専務理事、第 7 条の 2 で常務理事の選任につ

いて定めている。また、第 11 条で理事、第 13 条で監事、第 17 条で評議員の選任方

法等を表 3-2-1 のとおり定めている。 
 

表 3-2-1 理事、監事、評議員の選任方法 
理事（9 人以上 17 人以内） 

 1 号理事 北海道科学大学学長・北海道薬科大学学長（2 人） 
2 号理事 寄附行為第 17 条第1 号、第2 号及び第 4 号評議員のうちから評議員会におい

て選任された者（1 人以上 3 人以内） 
3 号理事 法人に縁故ある学識経験者又は功労者の中から 1 号・2 号理事の過半数により

選任された者（6 人以上 12 人以内） 

監事（2 人） 
 法人の理事、職員又は評議員以外の者であって、理事会において選出した候補

者のうちから評議員会の同意を得て理事長が選任する。 

評議員（24 人以上 64 人以内） 

 1 号評議員 法人の職員のうちから選任される者（1 人以上 9 人以内） 
2 号評議員 法人の設置する学校を卒業した者で年齢 25 年以上のうちから選任される者 

（1 人以上9 人以内） 
3 号評議員 1 号及び3 号の理事のうちから選任される者（2 人以上16 人以内） 
4 号評議員 法人に関係のある学識経験者（20 人以上 30 人以内） 

 
・理事、評議員、監事等の構成及び役割は適正であり、理事長から各所属長への権限移

譲も明確になされていることから、戦略的に意思決定ができる体制は整備できている。 
・学長の選考については、「学長選考規程」で規定している。【資料 3-2-8】 

【エビデンス集・資料編】 
【資料 3-2-1】 学校法人北海道科学大学理事会会議規則 
【資料 3-2-2】 学校法人北海道科学大学評議員会会議規則 
【資料 3-2-3】 理事会、評議員会、常任理事会の開催状況 
【資料 3-2-4】 理事会、評議員会の表決書 
【資料 3-2-5】 学校法人北海道科学大学常任理事会会議規則 
【資料 3-2-6】 学校法人北海道科学大学理事会業務委任規程 
【資料 3-2-7】 学校法人北海道科学大学常務理事の担当業務に関する内規 
【資料 3-2-8】 学校法人北海道科学大学学長選考規程 
 

（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

・法人の役員、理事等の役割を明確に定めており、大学の使命・目的を達成するための
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管理運営体制は適切に機能している。本学の教育目的達成のために、本学の基本姿勢

に基づいたビジョンと中期事業計画に則り、学長の強いリーダーシップのもと「理事

会」と連携をとりながら、地域密着型大学として更なる教育研究の水準向上を目指し

ていく。 

 

 

3－3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ     

≪3－3 の視点≫ 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

 

（1) 3-3 の自己判定 

基準項目 3-3 を満たしている。 

 

（2）3-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

・平成 27(2015)年 4 月の学校教育法の改正を受けて、学長のリーダーシップや教授会の

役割の明確化を意図して学則を始めとする内部規則の総点検を行い、平成 26(2014)
年度中に開催した教授会において、関連する規程の改正を行った。【資料 3-3-1】 

・教授会の役割を明確にするため、全学教授会、学部教授会に加えて学科会議（高等教

育支援センター会議含む）も教授会の位置づけとし、教授会規程、教授会規程細目を

改正し、審議事項の仕分けを行った。 

・意思決定の迅速化を図るため、これまで学科長を主なメンバーとして構成していた学

長の諮問機関である評議会を廃止し、学長がリーダーシップを適切に発揮するための

補佐体制として、センター長を主なメンバーとする企画運営会議を設置した。【資料

3-3-2】 
・本学の各組織は大きく、「全学的合意形成組織群」「全学的業務運営組織群」「課題対

応組織群」の 3 つに分類している。 
【全学的合意形成組織群】 

・企画運営会議を中心に全学教授会、教授教授会、学部教授会、学科会議、全学連絡

調整会議、研究科委員会、専攻長会議からなり、定期的に又は必要に応じて開催し

ている。 
【全学的業務運営組織群】 

・大学改革推進室、学生支援センター、就職支援センター、入試広報センター、地域

連携推進センター、学術情報センターからなり、各センターはセンター長、副セン

ター長及び学科から選出された主任とその業務に対応する事務局の課で構成し、定

期的にセンター会議を開催している。大学改革推進室は、室長、副室長及び全学か

ら選出された主任と事務局長及び総務課長で構成し、定期的に会議を開催している。 
【課題対応組織群】 
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＜コンプライアンス上必要な委員会＞ 
・危機管理委員会、人権委員会、衛生委員会、個人情報保護委員会、個人情報苦情対

応委員会、倫理委員会、動物実験委員会、防火・防災管理対策委員会、放射線安全

管理委員会 
＜点検・評価機関＞ 
・自己点検・評価委員会、自己点検・評価委員会幹事会、外部評価委員会 
＜教育・研究関係＞ 
・FD 委員会、教職課程委員会、研究紀要委員会 
＜入試・高大連携＞ 
・高大連携教育推進委員会 
＜環境活動関係＞ 
・環境マネジメント推進委員会、内部環境監査委員会 
＜付属機関の下部組織＞ 
・公的研究費内部監査委員会、研究活動不正対策委員会、利益相反マネジメント委員

会、発明判定会 
＜その他＞ 
・国際交流委員会、保健医療学部教育経費委員会、保健医療学部臨地実習運営委員会 

以上の委員会は定期的又は必要に応じて開催している。【資料 3-3-3】【資料 3-3-4】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-3-1】平成 26(2014)年第 12 回、第 14 回教授会資料抜粋 
       （学則改正、教授会規程改正、教授会規程細目改正） 
【資料 3-3-2】企画運営会議規程 
【資料 3-3-3】組織図 
【資料 3-3-4】規程一覧 

 

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

・学長は、大学の意思決定組織の中枢である全学的合意形成組織群に属する全学教授会、

研究科委員会、企画運営会議、全学連絡調整会議の議長を務めている。 
・学長の意思決定は企画運営会議をはじめ、全学教授会や各レベルの会議での審議や調

整を経て実行するものであり、学校教育法の改正により、教授会の審議事項を改正し、

「決定を行うに当たりその内容を審議し、意見を述べる」事項と「求めに応じ、意見

を述べることができる」事項に区分している。 
・これまでは、全学教授会が最高意思決定機関であったが、今後は学長、副学長と企画

運営会議が中心となり、さまざまな事項を決定する。平成 27(2015)年からの大学の意

思決定に関わるプロセスは図 3-3-1 のとおりである。 

・迅速に改革を進めるためには、各会議のタイミングも重要であり、毎月の第 1 週目に

各センター、委員会等の会議を開催し、第 2 週目に企画運営会議で審議を行う。状況

によっては差し戻しを行い、第 3 週目を意思決定、調整期間として、第 4 週目には決

定した事項について全学連絡調整会議を経て、各会議体に振り分けていく。このよう

に、これまで比較的各センターや学科に任されていた各種会議開催のタイミングを図
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3-3-2 に示すとおり開催時期を定めることによって改革のスピードアップを図ってい

る。 

・学長の業務執行を補佐する役割として副学長 2 名を配置しており、1 名は主として教

学面を、もう 1 名は主として大学管理運営面を補佐している。学長の指示により各種

委員会、ワーキング・グループ等の長となっているほか、法人の運営協議会のメンバ

ーとなり、法人運営にも参画している。 
・学長は、大学運営に関する方針を、年度最初の就業日と 12 月の冬季休業前最終就業

日に開催する例会で、教職員全員に直接口頭で伝えている。加えて、法人の刊行物の

所属長年頭挨拶の書面によって、全教職員に本学の運営方針を伝えている。【資料

3-3-5】 
・平成 26(2014)年に実施した「北海道科学大学」への大学名称変更、3 学部 12 学科体

制への改組は、学長のリーダーシップによる全学的合意形成の下で進め、この改革は

現在も進行中である。 
・平成 27(2015)年の第 1 回全学教授会において、大学運営及び教学マネジメント体制に

ついて教職員に対して説明した。【資料 3-3-6】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-1 意思決定のプロセス 
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図 3-3-2 各会議の開催時期と意思決定、指示・伝達の流れ 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-3-5】法人だより（平成 27(2015)年第 1 号） 
【資料 3-3-6】平成 27(2015)年第 1 回教授会資料抜粋「教学マネジメント体制について」 

 

（3）3-3 の改善・向上方策（将来計画） 

・平成 27(2015)年 4 月の学校教育法の改正を受けて、学長のリーダーシップや教授会の

役割の明確化を意図して内部規制の総点検を行い、教学に関する意思決定の迅速化に

よる改革のスピードアップを図るため、組織の見直しを行った。今後は学長、副学長

と企画運営会議を中心として意思決定を進めることになり、また各種会議開催のタイ

ミングも定めることによって改革のスピードアップを図ることが期待される。この新

体制による大学運営については、平成 28(2016)年度に点検・評価を行い、更なる改善・

向上を図っていく。 

 

 

3－4 コミュニケーションとガバナンス   

≪3－4 の視点≫ 

3-4-① 

 

3-4-② 

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによる

意思決定の円滑化 

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 
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3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

 

（1）3－4の自己判定      

基準項目3-4を満たしている。 
 

（2）3－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによる

意思決定の円滑化 

・法人は、本学のほかに「北海道薬科大学」「北海道科学大学短期大学部」「北海道尚志

学園高等学校」「北海道自動車学校」の計5校を設置している。各設置校の連携を密に

するため、「常任理事会」「運営協議会」を設置し、十分な意思疎通のもとに管理部門

と教学部門間の連携を図っている。 
・「運営協議会」は、理事長、専務理事、常務理事、法人本部の各部長（経営企画部、

総務部、人事部、財務部、収益事業部）、各設置校の学長、副学長、事務局長、校長、

副校長、教頭、事務長で構成し、「運営協議会規程」に基づき、月に1回開催を原則と

している。【資料3-4-1】 
・法人全体の事務を統括するための管理部門として法人本部を組織し、法人全体の事務

について統括し、調整している。また理事長、専務理事、常務理事と法人本部各部長、

室長、各設置校の事務局長による「本部会議」（隔週開催）を設置し、定期的に設置

校の教育活動状況等について情報の共有化を図っている。【資料3-4-2】 
・大学の管理運営は私立学校法、学校教育法に基づいており、責任者として法人側に理

事長、大学側に学長を置いている。法人の管理運営は、「寄附行為」「組織規程」及び

これら規程に基づき定めた関連規程等に則って行っている。 
・学長は、寄附行為上、その職制により理事となり、理事会に出席し、また、評議員と

して評議員会に出席して、法人の意思決定に参画するとともに、大学の責任者として

意見を述べることができ、教学に関する事案を協議し、その対応や解決策などに向け

て有機的な連携を図っている。 
・北海道科学大学の管理運営は学則、大学院学則及びこれら規程に基づき定めた関連規

程等に則って行っている。事務部門の管理運営は、「法人本部事務組織・分掌規程」「北

海道科学大学事務局組織規程」に則って行っている。【資料3-4-3】～【資料3-4-6】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-4-1】学校法人北海道科学大学運営協議会規程 
【資料 3-4-2】学校法人北海道科学大学組織規程 
【資料 3-4-3】学則 
【資料 3-4-4】大学院学則 

【資料 3-4-5】学校法人北海道科学大学法人本部事務組織・分掌規程 
【資料 3-4-6】事務局組織規程 
 

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 
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・学長のほか、理事である副学長も「理事会」「常任理事会」に出席しており、大学の

情報や課題等は「理事会」「常任理事会」に逐次報告され、学外理事を含めた全ての

理事が確認している。また、「理事会」「常任理事会」の情報や決定事項等は、学長、

副学長を通して学内の「企画運営会議」「全学連絡調整会議」等に報告されており、

法人及び大学の管理運営機関が相互チェックする体制を整備し、適切に機能している。 
・「監事監査規程」を定め、監事の監査機能について規定している。寄附行為の監事定

数は2人であり、「監事は、この法人の理事、職員（学長（校長）、教員、その他の職

員を含む。）又は評議員以外の者であって、評議員会の同意を得て、理事長が選任す

る。」と定めている。平成27(2015)年5月現在、2人の外部有識者が非常勤の監事とし

て就任している。監事の任期は4年となっている。監事は「理事会」「常任理事会」「評

議員会」に出席し、法人の業務の監査等を行っている。また、寄附行為に「この法人

の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終

了後2か月以内に理事会及び評議員会に提出すること、理事会に出席して意見を述べ

ること」を定めている。【資料3-4-7】～【資料3-4-9】 
・評議員の定数は24人から64人であり、選任区分は、寄附行為により規定している〔（基

準3-2 表3-2-1 理事、監事、評議員の選任方法）参照〕。評議員会の議長は、会議のつ

ど評議員の互選で選任され、会の進行等を行っている。平成27(2015)年5月現在の現

員は、第1号評議員7人、第2号評議員3人、第3号評議員5人、第4号評議員21人の合計

36人であり、任期は4年である。平成26(2014)年度中に開催した評議員会の出席率は

100％（書面による表決を含む）であり、良好な出席状況のもと適切に運営している。

【資料3-4-10】 
【エビデンス集・資料編】 
【資料 3-4-7】学校法人北海道科学大学監事監査規程 
【資料 3-4-8】監事による監査報告書 

【資料 3-4-9】監事の職務執行状況 
【資料 3-4-10】理事会、評議員会、常任理事会の開催状況 

 

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

・理事長は「理事会」をまとめ、理事長の諮問機関として「運営協議会」を主宰し、法 
人の経営に適切なリーダーシップを発揮している。理事長は年頭（1月）の新年交礼会

等の式辞において、全教職員に向けて進むべき指針を定期的に示している。理事長の

経営方針や重要な意思決定については、これらを文書として全教職員に発信し、浸透

させている。本学においては、理事長の基本方針を受けて、学長のリーダーシップの

下、各センター・委員会が諸施策を審議・提案し、決定している。【資料3-4-11】 
・法人は平成22(2010)年9月に「将来計画検討委員会」を設置、また下部組織として、

法人及び各設置校の教職員から構成するUI策定、設置校の移転、情報システムの導入

等の課題にあわせたワーキング・グループを設置し、その検討結果は「将来計画検討

委員会」に報告し、更に理事長に答申後、「理事会」に提案している。また、平成26(2014)
年2月には理事長から100周年ブランドビジョンの実現に向けた基本事項が将来計画

検討委員会に諮問され、将来計画検討委員会から検討結果の答申があり、平成
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26(2014)年4月にブランド委員会、広報委員会等を立ち上げている。 
【資料3-4-12】～【資料3-4-17】 

【エビデンス集・資料編】 
【資料 3-4-11】法人だより（平成27(2015)年第1号） 
【資料 3-4-12】学校法人北海道科学大学将来計画検討委員会開催要領 
【資料 3-4-13】ブランドブック2014 
【資料 3-4-14】工大・薬大連携ワーキング・グループ開催要領 
【資料 3-4-15】情報システム導入ワーキング・グループ開催要領 
【資料 3-4-16】学校法人北海道科学大学ブランド委員会開催要領 
【資料 3-4-17】学校法人北海道科学大学広報委員会開催要領 

 

（3）3－4の改善・向上方策（将来計画） 

・管理部門と教学部門との管理運営体制とその連携は適切に保たれているが、更に学生

の要望や社会的ニーズを踏まえて、常に自己点検・評価を行いながら教育研究を推進

する。 

・理事長は、法人の永続性を保ち、未来に向けた発展のため指針を示し、これらの指針

のもと全教職員が一致団結して新たな教育体制を構築していく。 

 

 

3－5 業務執行体制の機能性 

≪3－5 の視点≫ 

3-5-① 

 

3-5-② 

3-5-③ 

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保 

業務執行の管理体制の構築とその機能性 

職員の資質・能力向上の機会の用意 

 

（1）3－5 の自己判定 

基準項目 3-5 を満たしている。 

 
（2）3－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による業

務の効果的な執行体制の確保 

・「理事会業務委任規程」「法人本部業務委任規程」に基づき、常任理事会、理事長、学

長、校長及び法人本部の各部署へ権限を適切に委任している。【資料 3-5-1】【資料 3-5-2】 
・「組織規程」において、学校教育法及び学校教育法施行規則に基づく必要な組織、理

事長に委任された業務を円滑に執行するに当たり必要な組織・職員の編成について定

めている。また、理事長の業務を補佐するための専務理事と特定部門の業務を担当す

るための常務理事を「寄附行為」「常務理事の担当業務に関する内規」に基づき任命

することにより、権限の適切な分散と理事長業務の負担軽減を図っている。【資料
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3-5-3】【資料 3-5-4】【資料 3-5-5】 
・「組織規程」で定めた組織では、「法人本部事務組織・分掌規程」「北海道科学大学事

務局組織規程」に基づき、事務業務を処理するための事務組織を編成し、業務分掌に

より適切な業務の分担と必要な職員を配置している。【資料 3-5-3】【資料 3-5-6】【資

料 3-5-7】 
・平成 27(2015)年 4 月 1 日に、系列校である北海道薬科大学及び北海道科学大学短期大

学部が、本学と同一のキャンパス内に移転したが、この移転に合わせ、事務組織を効

率的かつ機能的なものとすべく、平成 25(2013)年8月に事務組織検討委員会を設置し、

約 1 年半をかけて移転後の事務組織を検討し、主に総務系部署の整理統合を行った。

【資料 3-5-8】【資料 3-5-9】 
・職員の採用、異動及び昇格は、法人及び大学の業務内容や将来の事業計画、職員の年

齢構成、各職員の適性・勤務実績及び各設置校の事務局長（あるいは事務長）の意見

を総合的に勘案し、適切かつ計画的に実施している。また、職員を適正に配置する基

本的な考え方と基準を「人事異動の指針」に定め、異動の原則、基準、時期等を明確

にしたうえで、適材適所の職員配置を行い円滑な業務運営の推進を図っている。【資

料 3-5-10】 
・業務の効率的な執行体制の確立のためには、組織体制のみならず、職員の資質の向上

が必須である。職員も専門的知識が要求される場面が多くなってきている現状を鑑み

ると、人材育成はもちろんであるが、採用時点において優秀な職員を確保することが

重要となる。職員の採用は、従前の法人設置校卒業生を対象とした面接中心の採用試

験を改め、平成 23(2011)年度より法人の HP や新聞への求人情報の掲載など広く公募

を行い、書類選考、適性検査を加えた筆記試験、複数回の面接といった採用試験を実

施し、優秀な職員の確保に努めている。【資料 3-5-11】 
・平成 22(2010)年度において、教職員の平均年齢が 48.3 歳で、51 歳以上の者が 47.83％

を占めていた状況を踏まえ、選択定年制度を導入し、早期退職者に対する退職金の優

遇をすることで、若返りによる組織の活性化に努めてきた結果、現在においては、平

均年齢が 47.2 歳で、51 歳以上の者が 43.14％まで改善している。【資料 3-5-12】 
 

表 3-5-1 学校法人北海道科学大学専任教職員年齢構成表 
 

（平成 27(2015)年 4 月 1 日現在） 

職種 
年齢 

～25 歳 ～30 歳 ～35 歳 ～40 歳 ～45 歳 ～50 歳 ～55 歳 ～60 歳 60 歳超 計 

教育職員  3 10 29 32 50 53 53 50 46 326 
事務技術職員  8 15 18 10 13 16 21 19  6 126 

計 11 25 47 42 63 69 74 69 52 452 
(単位：人) 
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（平成 22(2010)年 4 月 1 日現在） 

職種 
年齢 

～25 歳 ～30 歳 ～35 歳 ～40 歳 ～45 歳 ～50 歳 ～55 歳 ～60 歳 60 歳超 計 

教育職員  3 11 33 35 41 43 52 69 39 326 
事務技術職員  4  7  6 22 12 23 31 21  8 134 

計  7 18 39 57 53 66 83 90 47 460 
(単位：人) 

【エビデンス集・資料編】 
【資料 3-5-1】学校法人北海道科学大学理事会業務委任規程 
【資料 3-5-2】学校法人北海道科学大学法人本部業務委任規程 
【資料 3-5-3】学校法人北海道科学大学組織規程 
【資料 3-5-4】学校法人北海道科学大学寄附行為 
【資料 3-5-5】学校法人北海道科学大学常務理事の担当業務に関する内規 
【資料 3-5-6】学校法人北海道科学大学法人本部事務組織・分掌規程 
【資料 3-5-7】事務局組織規程 
【資料 3-5-8】学校法人北海道科学大学事務組織検討委員会開催要領 
【資料 3-5-9】平成 27(2015)年度以降の事務組織体制について 
【資料 3-5-10】学校法人北海道科学大学人事異動の指針 
【資料 3-5-11】学校法人北海道科学大学 事務職員（正職員・新卒）採用要項 
【資料 3-5-12】学校法人北海道科学大学選択定年規程 

 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

・学校法人の業務は、「寄附行為」「理事会会議規則」「評議員会会議規則」に基づき設

置する「理事会」「評議員会」において決定している。ただし、重要事項を除いては

「寄附行為」「常任理事会会議規則」に基づき設置した、常勤の理事で構成する「常

任理事会」において審議・決定している。「常任理事会」は毎月 1 回開催し、法人の

日常の管理・運営に必要な事項について速やかに意思決定している。【資料 3-5-4】【資

料 3-5-13】～【資料 3-5-15】 
・「常任理事会」とは別に「運営協議会規程」に基づき、理事長の諮問機関として、理

事長、専務理事、常務理事、学長、副学長、校長、副校長、教頭、法人本部の部長、

事務局長、事務長で構成する「運営協議会」を設置し、本法人の管理運営・将来計画、

その他重要事項の策定について協議している。「運営協議会」を毎月 1 回開催し、理

事長の諮問事項のほか、「理事会」「評議員会」に諮る法人事業の重要案件を事前に協

議し、提案内容を精査するとともに、法人全体の意見調整を行っている。【資料 3-5-16】 
・「組織規程」に、理事長の諮問機関として、委員会等を設置することができるよう定

めている。諮問案件に応じて専門知識を有する教職員等を構成員とする委員会等を適

宜設置し、諮問事項について集中的に検討・協議することにより、意思決定を速やか

に行える体制を整えている。【資料 3-5-3】 
・特定部門の業務を担当するための常務理事を「寄附行為」及び「常務理事の担当業務

に関する内規」に基づき任命しており、特定部門の責任者としての管理体制を整えて
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いる。【資料 3-5-4】【資料 3-5-5】 
・法人業務の執行状況と財産状況は、「監事監査規程」に基づき、監事が適切に監査を

実施している。また、「内部監査規程」及び「内部監査実施細則」に基づき、法人本

部に「内部監査室」を設置し、法人の運営諸活動の遂行状況を適法性・妥当性の観点

から公正かつ客観的な立場で検討・評価し、その助言・提言を行っている。また、「内

部監査室」は監事及び公認会計士との連携を図ることで、有効かつ効率的な監査を実

施することが可能となっている。【資料 3-5-17】～【資料 3-5-19】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-5-3】 学校法人北海道科学大学組織規程 
【資料 3-5-4】 学校法人北海道科学大学寄附行為 
【資料 3-5-5】 学校法人北海道科学大学常務理事の担当業務に関する内規 

【資料 3-5-13】学校法人北海道科学大学理事会会議規則 
【資料 3-5-14】学校法人北海道科学大学評議員会会議規則 
【資料 3-5-15】学校法人北海道科学大学常任理事会会議規則 
【資料 3-5-16】学校法人北海道科学大学運営協議会規程 
【資料 3-5-17】学校法人北海道科学大学監事監査規程 
【資料 3-5-18】学校法人北海道科学大学内部監査規程 
【資料 3-5-19】学校法人北海道科学大学内部監査実施細則 
 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

・職員の資質向上を目的に、平成 23(2011)年度以降の採用者から、法人全体の職員採

用時に外部講師による集合研修を実施し、その後毎月 1 回計 5 回のフォローアップ研

修を法人内の職員を講師として実施している。また、直属の上司と新人職員が面談し

て育成計画を立て、新人職員に明確な目標を持たせることとした。更に、採用から 6
か月の間、新人職員からの業務報告、上司からの勤務状況報告を毎月提出させ、育成

状況を把握し、新人職員と直属の上司に対し助言を行える体制を整えた。【資料

3-5-20】 
・管理職の資質向上を目的に、平成 24(2012)年度には、法人全体の係長職に対して、

平成 25(2013)年度には、法人全体の課長職に対して、外部講師による集合研修を実

施し、講義やグループディスカッションを通じて、管理職としての役割や部下育成な

どについて再認識する機会を設けた。【資料 3-5-21】【資料 3-5-22】 
・本学には「職員の会議、研修等に関する内規」があり、学内研修として、全教職員対

象の「全学 FD 研修会」、職員対象の「月例研修会」及び各種講演会等を開催するこ

とにより自己研鑽の場を設けている。学外研修としては、文部科学省、日本私立学校

振興・共済事業団、私学研修福祉会、日本私立大学協会や同協会北海道支部、日本私

立短期大学協会が実施する各種の研修会には積極的に参加させ、事務職員の資質の向

上に努めている。また、各種研修会に参加した職員による報告会を定期的に開催し、

研修内容を他職員にフィードバックするなどして、職員全体の資質向上に努めている。

【資料 3-5-23】～【資料 3-5-25】 
・平成 22(2010)年度からは SD 活動の一環として、「自己研鑚費助成に関する取扱要領」
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を制定し、自己研鑽に係る経費を補助することにより、職員の意識改革と資質向上に

寄与している。【資料 3-5-26】【資料 3-5-27】 
・平成 23(2011)年度に、日常業務において行った事務の効率化や教育環境の向上を実現

できた具体的事例を表彰する「業務改善表彰」を実施した。表彰を行うことにより業

務の改善・効率化はもちろん、職員の問題意識の向上を図れるものと期待し、平成

24(2012)年度に「業務改善表彰実施要領」を新たに制定し、継続的に実施することで、

職員のモチベーションの向上や職場の活性化を目指している。【資料 3-5-28】【資料

3-5-29】 
・平成 25(2013)年度から、連携協定を締結した東北工業大学と SD 活動の一環として、

職員の相互派遣を実施し、関連業務の相互理解を深めることができている。【資料

3-5-30】 
・平成 27(2015)年度には、他大学視察、研修会・セミナー等への参加を目的に職員を対

象とした国内外研修（短期）の募集を行い、14 件の申し込みがあり 5 件を採択した。

【資料 3-5-31】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-5-20】平成 27(2015)年度新人職員（事務職員）研修について 
【資料 3-5-21】平成 24(2012)年度中堅管理職研修会 
【資料 3-5-22】平成 25(2013)年度管理職研修会 
【資料 3-5-23】北海道科学大学職員の会議、研修等に関する内規 
【資料 3-5-24】事務局月例研修会報告 
【資料 3-5-25】各課研修会参加状況 
【資料 3-5-26】学校法人北海道科学大学自己研鑚費助成に関する取扱要領 
【資料 3-5-27】平成 26(2014)年度自己研鑽費助成制度利用状況 
【資料 3-5-28】学校法人北海道科学大学業務改善表彰制度実施要領 
【資料 3-5-29】平成 26(2014)年度業務改善表彰制度の選考結果について 
【資料 3-5-30】平成 26(2014)年度第 6 回事務月例研修会（東北工大職員相互派遣報告） 
【資料 3-5-31】平成 27(2015)年度職員を対象とした研修の募集について（案内文書） 
 

（3）3－5 の改善・向上方策（将来計画） 

・職員の異動、配置、昇格、昇給などの適正化を図り、かつ、職員の能力・資質の向上

や勤労意欲を促進させるとともに、組織の活性化を図ることを目的とした「人事考課

制度」を導入すべく、平成 25(2013)年度及び平成 26(2014)年度に実施したトライア

ル結果を検証し、早期に本格導入を目指す。 
・法人本部を含めた設置校間の一層の連携強化を図るため、職員の積極的な人事異動を

進める。 
・適正な職員の配置を行うために、年齢構成に配慮した中長期的な採用計画に基づき、

質の高い優秀な人材の確保に努める。また、定年後の再雇用者を後継者育成に有効活

用する方法を検討する。 
・職員に対する法人全体の学内研修として、平成 23(2011)年度以降の新規採用者から採

用時における研修会、平成 24(2012)年度には係長職を対象とした「中堅管理職研修会」、
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平成 25(2013)年度には課長職に対する「管理職研修会」を実施し、今後も定期的に研

修会を開催することにより職員の資質向上に努める。 
 
 

3－6 財務基盤と収支 

≪3－6 の視点≫ 

3-6-① 

3-6-② 

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

 

（1）3－6 の自己判定 

基準項目 3-6 を満たしている。 

 

（2）3－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

・施設設備を含めた将来計画については、平成 22(2010)年 9 月に法人全体の計画を大局

的に検討する委員会として「将来計画検討委員会」を設置した。当初より、「将来計

画検討委員会」のもとに専門部会を設置して特定事項の審議又は協議を重ね、外部機

関からの意見も取入れ、平成 24(2012)年 11 月には「教学体制の再構築計画」と連動

した「キャンパス再整備計画マスタープラン」として理事長に答申した。現在、100
周年ブランドビジョンを達成するための中長期目標を設定し、中期事業計画が進行中

である。【資料 3-6-1】【資料 3-6-2】 
【エビデンス集・資料編】 
 【資料 3-6-1】学校法人北海道科学大学将来計画検討委員会開催要領 
 【資料 3-6-2】学校法人北海道科学大学中期事業計画（平成 27(2015)～31(2019)年度） 

 

3-6-② 安定した財政基盤の確立と収支バランスの確保 

・帰属収入の大部分を占める学生生徒等納付金収入の比率は、全国平均値※1（78.8％）

を上回る 82.8％となっている。 
・大学運営上の財務指標の一つである教育研究経費比率は、全国平均値※1（35.5％）を

下回る 32.4％となっている。人件費比率については、全国平均値※1（49.0％）を上回

る 52.1％となっている。 
・全体的な収入と支出のバランスを表わす帰属収入に対する消費支出の割合である消費

支出比率は、95.0％と全国平均値※1（91.7％）を上回る比率となっている。 
・法人全体の固定資産構成比率が全国平均値※2（86.7％）よりもやや高めの 92.3％、か

つ、流動資産構成比率が全国平均値※2（13.3％）より低めの 7.7％となっている。前

者については、固定資産の中のその他の固定資産（特定資産等）の比率が高くなって

いることによるものであり、後者については、現金預金保有額の目安を 30 億円程度

としており、それ以外の資金については特定資産として運用益の高い長期預金や公共

債等（その他の固定資産）で保有しているためである。 
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・法人全体の固定負債構成比率が全国平均値※2（7.2％）よりもやや高めの 11.3％となっ

ているが、キャンパス再整備計画の実施に伴い平成 25(2013)年度に市中金融機関から

25 億円、平成 26(2014)年度に日本私立学校振興・共済事業団から 6 億円の借り入れ

を実行したためである。 
・消費収支差額構成比率は、全国平均値※2（△12.2％）がマイナスとなっているのに対

して、本法人の場合は平成 24(2012)年度まではプラスを維持していた。しかし、平成

25(2013)年度から「教学体制の再構築並びにキャンパス再整備計画」の事業開始によ

り平成 26(2014)年度はマイナス 7.3%となっているが、全国平均値※2 より良好である。 
・平成 24(2012)年度には、キャンパス再整備計画に伴う第 2 号基本金の計画的な組入れ

並びに奨学基金の創設により第 3 号基本金の組入れを実施し、財務基盤の安定化を図

っている。【資料 3-6-3】 
・平成 24(2012)年 4 月に法人の収益事業として「北海道薬科大学附属薬局」を開設した。

薬局事業は収益事業として運営するとともに、北海道薬科大学の 6 年制教育に必要な

実務実習の受入れ施設としても機能している。【資料 3-6-4】【資料 3-6-5】 
・平成 26(2014)年 4 月から教育環境の充実を図ることを目的に「寄付金取扱規程」を定

めて、広く一般からも寄付金を募集することとした。【資料 3-6-6】 
※1 私学事業団発行の「今日の私学財政」平成 26(2014)年度版における平成 25(2013)年度の消費収支

計算書（系統区分：複数学部 理工他複数学部 大学部門）の値 
※2 私学事業団発行の「今日の私学財政」平成 26(2014)年度版における平成 25(2013)年度の貸借対照

表（医歯系大学を除く大学法人）の値 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-6-3】学校法人北海道科学大学奨学基金規程 
【資料 3-6-4】北海道薬科大学附属薬局運営委員会規程 
【資料 3-6-5】北海道薬科大学附属薬局 

http://www.hokuyakudai.ac.jp/fuzokuyakkyoku/ 
【資料 3-6-6】学校法人北海道科学大学寄付金取扱規程 

【エビデンス集・データ編】 

 【表 3-6】消費収支計算書関係比率（大学単独） 
 【表 3-7】貸借対照表関係比率（法人全体のもの） 

 

（3）3－6 の改善・向上方策（将来計画） 

平成24(2012)年 12月には、法人創立 100周年に向けたブランドビジョンを打ち出し、

新しい「学校法人北海道科学大学」像の方向性を示している。これに伴い、今後、複数

年にわたる設備投資を行うが、着実に「教学体制の再構築並びにキャンパス再整備計画」

を展開していくために、予算編成基本事項に則った予算編成を行い、厳格な予算執行管

理に努め、財務基盤の安定化を図っていく。 
 
 

3－7 会計 

≪3－7 の視点≫ 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

http://www.hokuyakudai.ac.jp/fuzokuyakkyoku/
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3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

 

（1）3－7 の自己判定 

基準項目 3-7 を満たしている。 

 
（2）3－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

・会計処理については、学校法人会計基準に準拠して行っており、会計処理上での問題 

点が生じた場合は、随時、公認会計士に確認し、適切な処理を行うよう務めている。                           
 また、平成 27(2015)年度からの学校法人会計基準一部改正に対応するため、各種説明

会へ参加し改正内容の理解を深めるとともに、関係諸規程の改正や会計システムの変

更を行い、更に勘定科目の見直しを行った。 
①予算編成関係 

 予算編成においては、この中期事業計画をもとに予算編成方針と具体的な予算編 

成額を各設置校に示し、各設置校はこの予算編成方針に従い、1 月末までに第 1 次

予算書を法人本部へ提出する。提出された第 1 次予算書の内容を各設置校とともに

内容を精査して、2 月末までに本予算書として取りまとめ、3 月開催の「運営協議

会」「常任理事会」「評議員会」「理事会」で承認を得る。 
3 月末の理事会で承認された予算において、その後、入学者及び就学者の確定に

より、学生生徒等納付金が大きく減少することが見込まれる場合は、基本的には支

出面でも減額の調整をする必要が生じることから、4 月中に予算修正案を作成し、5
月末の「評議員会」「理事会」で再度予算案を諮ることになる。 

補正予算については、上半期の予算執行状況と事業計画の見直しにより、12 月に

実施している。なお、12 月の補正予算確定後、更に補正が必要となる場合は 3 月に

最終の補正予算を編成することとなる。 
平成 27(2015)年度予算については、4 月に入学者及び就学者数調査を行い学生生

徒等納付金収入に与える影響は少ないと判断し、予算の修正は行わないこととした。 
②予算執行関係 

予算執行上の決裁権限委任基準により、各設置校の内、大学、短大部において、

1 件の支出額が 100 万円未満は事務局長、500 万円未満は学長、500 万円以上は理

事長の承認を得ることとなっている（旅費交通費、研究費等、勘定科目によっては、

金額の多寡にかかわらず各設置校の長に権限が委譲されているものも一部ある）。 
したがって、1 件の支出額が 500 万円未満のものについては、学内の決裁により執

行することが可能となっているが、必要性や価格等については厳正に精査し、原則

として 5 万円以上の物品調達等は 3 者の見積り合わせをするなど適正な手続きを経

ている。なお、平成 27(2015)年度から 5 万円未満のものは執行部署の課長に決裁権

限を委譲し業務の効率化を図っている。 
また、予算外項目の執行については原則として認めていないが、止むを得ない事

情と判断した場合のみ、所定の手続きにより執行認めている。 
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③経理関係規程 
経理に関する基準や具体的な事務処理要領については、「経理規程」「予算執行規

程」「固定資産及び物品管理規程」「固定資産会計要領」「調達規程」を定めている。

【資料 3-7-1】～【資料 3-7-6】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-7-1】学校法人北海道科学大学経理規程 
 【資料 3-7-2】学校法人北海道科学大学予算執行規程 
 【資料 3-7-3】学校法人北海道科学大学固定資産及び物品管理規程 

【資料 3-7-4】学校法人北海道科学大学固定資産会計要領 
【資料 3-7-5】学校法人北海道科学大学調達規程 

【資料 3-7-6】教育研究経費及び管理経費勘定科目一覧表 

 

3-7-② 会計監査の体制と厳正な実施 

・監査については、次のとおり、監事、公認会計士及び内部監査室により適正に行われ

ている。 

①監事による監査 
例年、11 月上旬と翌年の 5 月中旬の 2 回にわたり、法人本部及び各設置校におけ

る予算の執行状況等、会計処理の適正性について監査を実施しており、同時に法令、

寄附行為、法人内諸規則等に照らしての理事の業務執行状況及び事業計画等の進捗

状況についてもその適合性・適正性について監査を実施している。 
平成 26(2014)年度会計に関する監査状況は、表 3-7-1 のとおりである。【資料 3-7-7】 

 
表 3-7-1 平成 26(2014)年度会計に関する監事による監査状況（法人本部資料） 

実施日 監 査 内 容 監 査 の 状 況 
 

平成
26(2014)年 

11 月 5 日 
11 月 6 日 
11 月 7 日 

27(2015)年 
5 月 15 日 

 
財産状況の監査 

 

 
法人本部と各設置校における予算の執行状況及び取引業者の

選定と契約内容の適正性、財産の管理状況の妥当性、資産・負債
の含み損益把握の適切性、基本金の適正性、収入・支出超過等の
把握と中長期的視点に立った財務状況の健全性及び収益事業の
決算について監査を実施した。 

 
（監査結果） 

関係理事と関係職員立会いのもとで監査を実施した結果、適正
に処理、執行していることが確認された。 
（公認会計士との連携の状況） 

公認会計士の監査状況について、平成 27(2015)年 6 月 5 日に
公認会計士から監査結果の概要について報告を受けている。 
 

 

②公認会計士による監査 

私立学校振興助成法第 14 条第 3 項の規定に基づく監査は、中間監査及び期末監

査として、法人本部において、それぞれ 5 日間、1 日 6～7 人により、資産関係の取

得等に係る稟議書、「理事会」「評議員会」の議事録、収支に係る証憑等の確認、基

本金台帳、固定資産明細表、財産目録等の監査を実施している。 
また、実地監査では、先に実施した中間監査の情報を基に資産関係の現物確認、

外部資金等（委託研究）受入・執行状況、勤怠等についての監査を実施している。 
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更に、期末現金・預金監査では、会計年度終了時点（3 月末日）での現金確認、

預金証書等の現物確認や、各銀行から取り寄せた残高証明との照合等の監査を実施

している。平成 26(2014)年度会計に関する監査状況は、表 3-7-2 のとおりである。 
 

表 3-7-2 平成 26(2014)年度会計に関する公認会計士による監査状況（法人本部資料） 
実   施   日 人 数 内   容 

平成 26(2014)年 12 月 1 日～5 日 延べ 22 人 中間監査 
平成 27(2015)年１月 14 日 2 人 実地監査（北海道薬科大学） 
平成 27(2015)年１月 15 日   2 人 実地監査（北海道科学大学） 
平成 27(2015)年４月 10 日   1 人 期末現金・預金監査 
平成 27(2015)年 6 月 1 日～5 日  延べ 36 人 期末監査 

 
③内部監査室による監査 

平成 22(2010)年 4 月 1 付で「内部監査室」を設置し、業務・会計処理等の執行が適

正かつ効率的に行われているかについて、主として内部統制の観点から業務監査、会計

監査等を実施している。監査の実施については、監事及び公認会計士と情報交換を行う

など、三様監査の連携を図るとともに、監査対象部局への事前調査の結果を踏まえて実

地監査を実施している。その結果、業務処理等における内部統制上に重大な不備、欠陥、

誤謬等はなく、業務を適正に執行していることが確認されている。【資料 3-7-8】【資料

3-7-9】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-7-7】監事による監査報告書  
【資料 3-7-8】学校法人北海道科学大学内部監査規程 
【資料 3-7-9】学校法人北海道科学大学内部監査実施細則 

 

（3）3－7 の改善・向上方策（将来計画） 

「学校法人会計基準」「学校法人北海道科学大学経理規程」及びその他関連する諸規

程に則り引き続き適切に会計処理を行うとともに、監事・公認会計士・内部監査室が連

携した三様監査体制のもと、より一層厳格な業務処理・会計処理を目指していく。 

 

 

［基準 3 の自己評価］ 
・経営の規律は寄附行為に基づいて保たれ、高等教育機関としての使命・目的実現のた

め、法人本部と各設置校が連携して、中長期事業計画、単年度事業計画を誠実に履行

している。 
・学校教育法、私立学校法等の法令を遵守し、適切に管理・運営し、ガバナンス強化と

して監事監査、公認会計士監査、内部監査室監査による三様監査体制を整えている。

監事は、監査等を通して大学運営に権限と責任を有する学長の業務執行の状況につい

て確認している。 
・教育情報と財務情報は、刊行物と HP により適切に公開している。 
・「理事会」「評議員会」の決定事項は、各設置校の長への権限委譲によりスムーズに意
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思決定され、理事長のリーダーシップと各委員会等のボトムアップが円滑に機能して

いる。 

・学内外の研修会への参加、業務改善表彰、自己研鑽に係る経費の補助などによって職

員の資質向上を図っているが、現在計画中の「人事考課制度」を早期に導入し、更な

る資質・能力向上と適切な人員配置を行い、設置校間、教員と事務職員の連携を強化

する。 

・財務基盤については、将来を見据えた中長期事業計画により収支のバランスを図るよ

う努めている。 

・学長は、大学運営における意思決定の迅速化を図るため、ガバナンス改革を促進して 

おり、適切なリーダーシップを発揮している。 

・環境への取組み、ハラスメント対策、個人情報保護等に関する倫理規程を定め、これ

らは適切に機能している。 

・防災規程や夜間等の校舎利用に関する体制を整備し、教育研究環境の安全性、快適性

を確保している。 
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基準 4．自己点検・評価 

4－1 自己点検・評価の適切性 

≪4－1 の視点≫ 

4-1-① 

4-1-② 

4-1-③ 

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

自己点検・評価体制の適切性 

自己点検・評価の周期等の適切性 

 

（1）4－1 の自己判定 

基準項目 4-1 を満たしている。 
 

（2）4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

・本学では、その使命及び目的を果たすために、教育研究活動等について自ら点検及び

評価を行い、その結果を公表することを学則第1条第2項に定めている。本学の教育研

究、組織運営、施設設備等に対する総合的な自己点検・評価は「自己点検・評価委員

会」が行っている。 
・平成20(2008)年度には、日本高等教育評価機構（JIHEE）による大学機関別認証評価

を受審し、平成21(2009)年3月24日付けで認定された。引き続き、JIHEEの基準に準

拠した項目に関して自己点検・評価を毎年実施し、その結果を｢自己点検・評価年次

報告書｣にまとめ、3年ごとに「自己点検・評価報告書」として公表している。【資料

4-1-1】～【資料4-1-3】 
・平成26(2014)年度には、外部評価委員会を設置し、大学の諸活動を評価していただい

た。平成26(2014)年8月には第1回の委員会を実施し、アドミッションポリシーと入学

者選抜方法の整合性、学生の学修時間の確保、自己点検評価に関するPDCAサイクル

の実効性などについて助言があった。【資料4-1-4】 
・教員組織規程に規定しているとおり、企画機関（大学改革推進室）、実行機関（学部、

学科、専攻、事務局、各センター）及び点検評価機関（自己点検・評価委員会）にお

いて、自己点検評価レポート作成を核とした機関内及び機関相互のPDCAを実施する

『Double PDCA Cyclic Loops』を回すことで、自主的・自律的に自己点検・評価が図

れる組織構成となっている。 【資料4-1-5】 
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図 4-1-1 Double PDCA Cyclic Loops（図 1-3-4 再掲） 
 
【エビデンス集・資料編】 

【資料4-1-1】平成20(2008)年度大学機関別認証評価 評価結果報告書「北海道工業大学」 
【資料4-1-2】北海道工業大学自己評価報告書・本編［日本高等教育評価機構］ 

平成20(2008)年6月 
【資料4-1-3】北海道工業大学自己点検・評価報告書［平成25(2013)年度版］，［平成

23(2011)年度版］ http://www.hus.ac.jp/info/activity/evaluation 
【資料4-1-4】外部評価委員会記録 
【資料4-1-5】組織図 

 
4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

・平成18(2006)年度から、自己点検・評価委員会はJIHEEの定める基準に準拠した項目

を定め、本学の機能全般に関する点検・評価を精力的に進めてきた。【資料4-1-6】 
・平成 19(2007)年度、自己点検・評価委員会のもとに自己点検・評価委員会幹事会を設

置し、大学評価のための情報収集、整理、調査、分析及び計画を立案することにより

自己点検・評価委員会の職務を支援している。【資料 4-1-7】 
・各年次報告書で指摘された課題を、自己点検・評価委員会が「自己点検評価レポート」

として学内公開し、各実施担当部署の経過報告をもとに当該年度の自己点検・評価を

実施することで、教育・研究・大学運営の改善のためのPDCAサイクルを回す体制と
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なっている。【資料4-1-8】 
・平成26(2014)年度から、自己点検の実質化を図るため、各センター長を自己点検・評

価委員会の委員に加えた。【資料4-1-6】 
・前述したように、平成26(2014)年度には外部評価委員会を設置し、定期的に助言を受

ける体制が整った。【資料4-1-4】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 4-1-4】外部評価委員会記録 
【資料 4-1-6】自己点検・評価規程 
【資料 4-1-7】自己点検・評価委員会幹事会規程 
【資料 4-1-8】平成 26(2014)年度自己点検評価レポート 

 

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

・平成19(2007)年度には、自己点検・評価委員会の規程改正を行い、3年ごとに｢自己点

検・評価報告書｣を作成・公表すること、また、6年ごとに自己点検・評価結果につい

て認証評価機関による評価を受けることを決定した。【資料4-1-6】 
・平成20(2008)年度にJIHEEによる大学機関別認証評価を受審し、平成21(2009)年3月

24日付けで認定された。【資料4-1-1】【資料4-1-2】 
・これを契機に、JIHEEの基準に準拠した項目に関する自己点検・評価を毎年実施し、

その結果を｢自己点検・評価年次報告書｣にまとめ、全学的な課題の共有化を図ってい

る。【資料4-1-3】 
・平成24(2012)年度は、JIHEEの新基準に準拠するため、完成が遅れたが、年次報告書

の学内での共有化は例年どおり行われた。また、同年度に平成26(2014)年度開設を目

指した学部学科改組計画が具体化したが、改組実施年度が次回に予定していたJIHEE
による認証評価受審年度と重なったため、受審年度を1年延期して、平成27(2015)年
度とすることが決定した。 

・これに伴い、3年ごとに作成する予定であった自己点検・評価報告書を1年前倒して、

北海道工業大学として最後となる平成25(2013)年度版自己点検・評価報告書を作成し、

学内外に公表した。【資料4-1-3】 
・平成 26(2014)年度は自己点検評価レポートの作成により自己点検・評価を行い、年次

報告書は公開せずに平成 27(2015)年度自己点検評価書の素案となるよう暫定版とし

て作成した。 
【エビデンス集・資料編】 
 【資料4-1-1】平成20(2008)年度大学機関別認証評価 評価結果報告書｢北海道工業大学｣ 

【資料4-1-2】北海道工業大学自己評価報告書・本編［日本高等教育評価機構］ 
【資料4-1-3】北海道工業大学自己点検・評価報告書［平成25(2013)年度版］，［平成

23(2011)年度版］ http://www.hus.ac.jp/info/activity/evaluation 
【資料 4-1-6】自己点検・評価規程 
 

（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

・今後も本学の使命・目的を果たすため自主的・自律的な自己点検・評価を継続して実

http://www.hus.ac.jp/info/activity/eva
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施することにより恒常的な自己点検評価体制を確保する。 

・学内各実行機関等における当該年度の自己点検・評価をまとめた「自己点検評価レポ

ート」の作成を継続し、これを基に、3 年ごとに「自己点検・評価報告書」を公開す

ることにより本学独自の Double PDCA サイクルの実質化を推進する。 

・本学の改革に学外から助言をいただくため、昨年度設置した外部評価委員会を定期的

に開催し、教育研究・大学運営の改善に努める。 

 
 
4－2 自己点検・評価の誠実性 

≪4－2 の視点≫ 

4-2-① 

4-2-② 

4-2-③ 

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

 

（1）4－2 の自己判定 

基準項目 4-2 を満たしている。 
 

（2）4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

・本自己点検評価書及び本学の自己点検・評価報告書は、JIHEEが定める基準に則り、

エビデンスに基づいた自己点検・評価により作成している。 
・自己評価基準1及び2に関するエビデンスのうち、大学の教育情報については、学校教

育法第113条(教育研究活動の公表)に基づいて平成23(2011)年度からHPに公表してい

る。また、教育情報については大学ポートレートに参加し、積極的に公表している。

【資料4-2-1】 
・研究活動に関しては、｢地域連携推進センター｣において研究成果を集約し｢研究者デ

ータベースラボサイト｣として、HPに公開している。【資料4-2-2】 
・自己評価基準3は、北海道科学大学規程集及び北海道科学大学事業報告書など、公表

した透明性の高い資料・データに基づき記述している。【資料4-2-1】 
・大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価の基準Aも、原則と

して大学のHPに掲載した記事や公表した資料に基づき点検・評価している。【資料

4-2-3】  
【エビデンス集・資料編】 

【資料4-2-1】情報公表 http://www.hus.ac.jp/public-info/ 
【資料4-2-2】研究者データベースラボサイト http://labs.hus.ac.jp/ 
【資料4-2-3】大学HPトピックス一覧 

 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

【事実の説明】 
・毎年得られる学生関連・教務関連の各種データについては、入試広報センター、学生
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支援センター、就職支援センターなどの各センターが収集・整理している。 
・大学の教育システムや学内の学生生活環境などの適切性を調査するとともに、学生の

クラブ活動や大学行事への参加、学業への取組み並びに就職に対する意識についての

実態を把握する目的で、平成23(2011)年度から｢学生生活アンケート｣を実施している。

結果は学内に公表し、学生生活環境の改善に利用している。【資料4-2-4】 
・学期ごとにほぼ全ての科目で｢授業改善のためのアンケート｣を実施し、各科目の担当

教員はアンケート結果に関するコメントを公表し、その後の授業改善に役立てている。

さらに、全科目の成績を集計した段階で、学科ごとに｢学科カリキュラム編成会議｣を

開き、授業改善アンケートデータと成績分布データの分析を通して、各授業の実施方

法や成績評価方法の改善に取り組んでいる。【資料4-2-5】【資料4-2-6】 
・大学評価に係る情報収集、整理、調査、分析は「自己点検・評価委員会幹事会」が受

け持っている。特に教学IRに関して、本学は平成26(2014)年度から大学IRコンソーシ

アムに加入し、平成27(2015)年度から大学IRコンソーシアムを利用した学生の達成度

評価や本学独自の教育目的達成状況調査などをスタートさせたところである。【資料 
4-2-7】 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 4-2-4】在学生情報サイト HUS ナビ→学生生活アンケート結果 
       http://www1.hus.ac.jp/gakusei/keiji/2014gakusei.pdf 
【資料 4-2-5】平成 26(2014)年度授業改善アンケート報告書（前期・後期） 
【資料 4-2-6】平成 26(2014)年度カリキュラム編成会議記録 
【資料 4-2-7】大学 IR コンソーシアム会員一覧 http://www.irnw.jp/memberslist.html 
 

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

・平成20(2008)年度の「自己評価報告書」及びJIHEEによる評価結果、更には、平成     
23(2011)年度及び平成25(2013)年度に作成した「自己点検・評価報告書」をHPに掲載 
し、学内外へ公表している。【資料4-2-8】 

・各報告書で指摘され、あるいは課題となった内容ついては、「自己点検・評価委員会」

が「自己点検評価レポート」としてまとめ、課題の学内共有を行っている。【資料 4-2-9】 
【エビデンス集・資料編】 
 【資料4-2-8】自己点検評価:平成20(2008)年度自己評価報告書及び自己点検・評価報告

書［平成23(2011)年度版］，［平成25(2013)年度版］

http://www.hus.ac.jp/info/activity/evaluation 
【資料4-2-9】平成26(2014)年度 自己点検評価レポート  
 

（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

・高い公共性を有する大学としての役割を果たすべく、今後も毎年度更新する「自己    

点検・評価報告書」等をHPに公表することにより、本学のステークホルダーに対する

説明責任を誠実に果たす。 
・教学 IR に関しては「自己点検・評価委員会幹事会」を担当部署として、大学 IR コン

ソーシアムを利用した学生の達成度評価や本学独自の教育目的達成状況調査などが
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スタートした。しかし学内に分散・蓄積している膨大なデータとこれら収集データの

有機的な連携は未だに未着手の状態である。更には、法人に設置する財務 IR 機能と

の連携も今後の課題である。いずれにせよ IR は「小さく始めて大きく育てる」が成

功のコツであるとわきまえ内部質保証に有効な IR 活動を展開していく。 
 
 
4－3 自己点検・評価の有効性 

≪4－3 の視点≫ 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

 

（1）4－3 の自己判定 

基準項目 4-3 を満たしている。 
 

（2）4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のためのPDCAサイクルの仕組みの確立と機能性 

・平成20(2008)年度の認証評価受審時に作成した「自己評価報告書」及び関連資料は全

職員に配付し、教育研究活動の改善を推進するための基礎資料として利用した。【資

料4-3-1】 
・JIHEEから指摘を受けた事項及び「自己評価報告書」の「改善・向上方策」は、平成

21(2009)年度に「要措置事項一覧」としてまとめた。その全てを大学運営に反映させ

るべく、全学として自己改善に取組むとともに、各部署からの実施経過報告をもとに

毎年自己点検・評価を実施し、「自己点検・評価年次報告書」と「要措置事項一覧」

の見直しを続けることで一層の改善を進めてきた。【資料4-3-2】【資料4-3-3】【資

料4-3-4】 
・「要措置事項一覧」は平成25(2013)年度まで自己改善活動及び自己点検評価年次報告

書の作成のために利用してきた。平成26(2014)年度からは、JIHEEの新基準に対応し

た改善・向上方策等に対する全学各部署からの実施進捗状況報告や提言などを、毎年

「自己点検評価レポート」に集約することとした。これをもとに、毎年、自己点検・

評価を実施し、自己点検・評価委員会が当該年度の年次報告書を作成していくことに

より、Double PDCA サイクルを回すことができる。【資料4-3-5】 
【エビデンス集・資料編】 

 【資料4-3-1】平成20(2008)年度 大学機関別認証評価 評価結果報告書 北海道工業大学 

【資料4-3-2】平成24(2012)年度要措置事項一覧 
【資料4-3-3】北海道工業大学 自己点検・評価報告書［平成23(2011)年度版］、［平成

25(2013)年度版］ http://www.hus.ac.jp/info/activity/evaluation 
【資料4-3-4】北海道工業大学 自己点検・評価年次報告書［平成24(2012)年度版］, 
【資料4-3-5】平成26(2014)年度自己点検評価レポート 

 

（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

http://www.hus.ac.jp/info/activity/evaluation
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・「自己点検評価レポート」には、全学各部署からの改善方策の実施状況報告や提言な

どを集約し、これをもとに当該年度の自己点検・評価報告書を作成する。集約の際に、

各部署の実施経過のエビデンスを確認し、前年度の報告書から更新すべき事項を整理

してあるため、従前より一層精度の高い自己点検・評価報告書の作成が可能となって

いる。「自己点検評価レポート」の点検項目は基本的に大学機関別認証機関の基準に

準拠しているが、点検の形骸化を防ぎ継続性のある自己点検評価体制を推進するため、

本学に適した点検項目の検討を進める。 

・本学の自己点検は平成 20(2008)年度の第一回目の JIHEE による認証評価受審以来、

基本的に JIHEE の点検基準に沿った形で、毎年の自己点検レポート作成及び 3 年に

一回の自己点検報告書の公表のスタイルをとってきた。この点検の仕組み、すなわち

Double PDCA サイクルを核とする自己点検自体の有効性を点検する仕組みの策定が

今後重要であると認識している。 

 

［基準 4 の自己評価］ 

・平成 18(2006)年度始めに、JIHEE による認証評価の受審を目標に設定して以来、多

岐にわたる具体的な自己点検・評価に取組んできた。特に、平成 21(2009)年度からは、

認証評価受審時に作成した「自己評価報告書」を毎年度見直すこととし、教育・研究

及び大学運営の改善・向上に繋げる透明性の高い自己点検・評価体制が整ったと自己

評価している。 
・大学を取り巻く環境は刻々と変化しており、社会から信頼される大学として存続する

ためには、型どおりの点検の繰り返しにならないための方策が必要である。また、こ

れまでに確立した PDCA サイクルをより効率的に回すためには、大学改革推進室、自

己点検・評価委員会、FD 委員会などの組織がそれぞれの役割を明確にし、相互連携

を強めて統一的な働きをする必要がある。 
・大学の名称変更、学部・学科改組で大学が大きく転換している最中ではあるが、これ

までの活動経緯を十分把握した上で自己点検・評価を行い、新体制の大学運営の改善

に取組む必要がある。 
 



北海道科学大学 
 
 

84 

Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価 

基準 A．社会連携 

A－1 学術研究の実施状況 

≪A－1 の視点≫ 

A-1-① 

A-1-② 

A-1-③ 

A-1-④ 

研究環境の整備 

研究成果の公開 

研究成果の評価 

研究成果向上のための継続的活動の記録 

 

（1）A－1 の自己判定 

基準項目 A-1 を満たしている。 
 

（2）A－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

・寒地技術と先端技術の基礎並びに応用研究の推進とその成果を産業界に還元するため、 

学外との研究交流の支援を目的として設置した寒地総合技術センターが産学官連携の

ための仲介を担ってきた。平成 21(2009)年度からは研究支援センターが産学官連携の中

核となり、平成 24(2012)年 3 月には、地方独立行政法人北海道立総合研究機構と「連携・

協力に関する協定」を締結した。また、学科の垣根を越えて研究推進を図るために研究

所の設立を進めており、平成 24(2012)年 4 月に寒地環境エネルギーシステム研究所を、

平成 25(2013)年 4 月に寒地ヒューマンサポートシステム研究所を創設した。更に地域社

会との連携をより強化するために、平成 27(2015)年 4 月に研究支援センターを地域連携

推進センターへ改組するとともに寒地先端材料研究所、地域社会創生研究所を創設した。 

このように大学として研究基盤の整備に取組んでおり、寒冷地技術を中心に大学の先端

技術を実用化して地域社会に還元する様々な研究を推進している。【資料 A-1-1】～【資

料 A-1-4】 

 

A-1-① 研究環境の整備 

［研究組織］ 

 これまでは学科の教員が個々に研究を進める体制を取り、研究上の必要性がある場合に

限り教員同士の研究協力体制を取っていた。今日の複雑多様化する社会情勢においては、

教員個々が研究を行うよりも従来の研究分野をまたぐ創造的かつ総合的な研究を行い、発

信していくことが必要であり、学科の垣根を越えて組織的に研究を行うために研究所の設

立を進めている。本学最初の研究所として、平成 24(2012)年 4 月に設立した寒地環境エネ

ルギーシステム研究所では、省エネルギー・自然エネルギーなどに関する研究を機械・電

気・建築・都市環境の各分野の教員が集結し、「積雪寒冷地における環境エネルギーシステ

ムの確立」を目指している。また、平成 25(2013)年 4 月に設立した寒地ヒューマンサポー

トシステム研究所では、寒冷地で生活する人々を対象に、日常生活はもとより雪害などの

非常時に、特に生活の不便や不自由を強いられる高齢者や障がいを持つ人々の能力を支援

し、人・医療・機械・情報技術を機能的に融合した研究を行い「寒冷地における実生活に

根ざすシステムの開発及び研究現場として地域に貢献できる人材の育成を図り、最先端の
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製品・システムの提供」を目指している。更に、平成 27(2015)年 4 月には、寒地先端材料

研究所及び地域社会創生研究所を創設した。前者は、ものづくりの基盤である先端材料・

材料加工分野、半導体・電子デバイス材料分野及び建築構造材料分野の研究拠点を形成し、

寒冷地に適合する先端材料及びその技術の研究を推進する。後者は、北海道を中心とする

地域社会が抱える諸問題を、各地域の自治体、企業、NPO 法人等の各種団体と協働して、

教育（人材育成）、地域文化・観光、持続可能な社会システムなど地域社会の課題解決及び

地域振興へ向けた研究活動を推進する。【資料 A-1-5】～【資料 A-1-6】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 A-1-1】HIT NEWSLETTER Vol.30/2012 NO.1 
【資料 A-1-2】寒地環境エネルギーシステム研究所規程 
【資料 A-1-3】HIT NEWSLETTER Vol.31/2013 NO.1 
【資料 A-1-4】寒地ヒューマンサポートシステム研究所規程 
【資料 A-1-5】寒地先端材料研究所規程 
【資料 A-1-6】地域社会創生研究所規程 

 
［研究施設の整備状況］ 

本学では、教育研究用に整備した施設については地域連携推進センターのもとに運営委

員会を設置して、その運用を行っている。【資料 A-1-7】～【資料 A-1-8】 
平成 24(2012)年 4 月から利用を開始した体育館（HIT ARENA）には、南西壁面に設置

した太陽光発電パネル、冷暖房には地中熱ヒートポンプを用いるなど、自然エネルギー利

用設備を導入し省エネルギー化を図っており、この体育館の施設自体が先に述べた寒地環

境エネルギーシステム研究所の研究対象の一つとなっている。 

また、経済産業省の「平成 21(2009)年度省エネルギー計測監視等推進事業」として選定

された「見える化モニタリングシステム」により学内の 260 ポイントに電力計や温度計な

どの計測機器を設置し、電力・石油などのエネルギー消費量を計測して「見える化」する

ことで電力利用状況等を常時把握している。この「見える化モニタリングシステム」は研

究目的に導入したわけではないが、大学全体を省エネルギー化することを通じて実証研究

的にも機能していると言える。省エネルギーについては着実に成果を上げ、平成 23(2011)
年度には、その実践が評価され北海道経済産業局から「北国の省エネ・新エネ大賞」を受

賞した。【資料 A-1-9】 
 
 



北海道科学大学 
 
 

86 

        

       (1)太陽光発電パネル           (2)地中熱ヒートポンプ 
写真 A-1 体育館の自然エネルギー利用設備 

 

 

図 A-1 見える化システム構成図 

 

【エビデンス集・資料編】 
【資料 A-1-7】地域連携推進センター規程 
【資料 A-1-8】全自動Ｘ線分析システム運営委員会内規 
【資料 A-1-9】省エネルギー診断業務報告書（目次） 

 
［競争的資金制度における応募・獲得状況］ 
 表 A-1-1は平成20(2008)年度以降の競争的資金制度における獲得件数及び金額を示す。

また、平成22(2010)年度から科学研究費の応募増及び獲得件数の増大を目指し、応募し

た教員に対して翌年に研究費を配分する奨励研究費制度を設けた。更に、平成25(2013)
年度には惜しくも採択に至らなかった応募者を対象に、次年度以降の採択に繋がるよう

重点的に研究費を配分することとした。この結果、平成26(2014)年度には獲得件数及び
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金額の増加が見られている。 
 

表 A-1-1 競争的資金制度における獲得件数・金額                          
年 度 

科学研究費 科学研究費以外 合 計 
件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 

平成 20(2008) 11 15,002 2 1,377 13 16,379 
平成 21(2009) 11 18,070 4 6,500 15 24,570 
平成 22(2010) 13 16,640 0     0 13 16,640 
平成 23(2011) 16 25,480 0     0 16 25,480 
平成 24(2012) 15 22,750 １   396 16 23,146 

 平成 25(2013) 13 19,370 3 2,039 16 21,409 
平成 26(2014) 25 36,140 3 3,206 28 39,346 

 

［研究促進のための公的機関との連携状況］ 

 平成24(2012)年3月に地方独立行政法人北海道立総合研究機構と締結した「連携・協力

に関する協定」は、寒冷地特有の産業技術をはじめ北海道の特性を活かした技術の構築を

推進し、道内企業の高度化や経済の活性化に寄与することを目的としている。この協定に

より、建築・機械・材料等の各分野での研究が両機関共同で推進することが期待される。

平成24(2012)年7月には、この協定締結を記念したセミナーを開催した。また、平成

24(2012)年10月に、弘前市と「弘前市と北海道工業大学の連携に関する協定」を締結した。

この協定は、両者が雪氷分野、特に融雪、利雪の分野において相互に連携・協力し、本学

が持つ雪氷工学における研究成果等を弘前型スマートシティの雪対策等に活かし、地域社

会の発展と人材育成に寄与することを目的としている。この協定締結を記念し、技術移転

セミナーを弘前市内で同日開催した。【資料 A-1-10】【資料 A-1-11】 

【エビデンス集・資料編】 
【資料 A-1-10】北海道科学大学と地方独立行政法人北海道立総合研究機構との連

携・協力に関する協定 
【資料 A-1-11】弘前市と北海道科学大学の連携に関する協定 

 

［企業等からの受託研究等の実績］ 

 平成 20(2008)年度までは寒地総合技術センターが、平成 21(2009)年度からは研究支援

センターが、平成 27(2015)年度からは地域連携推進センターが学内外に対応する窓口であ

り、毎年 20 件程度の受託研究を受入れている。このほか、学外からの研究費の受入れと

しては、奨学寄付金によるものがある。【資料 A-1-12】～【資料 A-1-14】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 A-1-12】受託研究取扱規程 
【資料 A-1-13】奨学寄付金取扱規程 
【資料 A-1-14】受託研究・奨学寄付金一覧 
 

［大学内における競争的研究資金］ 

 平成23(2011)年に学内における競争的研究費の取扱要領を改正し、新規応募は学科横断



北海道科学大学 
 
 

88 

型の研究グループによる申請のみとした。この改正の目的は研究テーマを学際的なものと

することにより、新たな研究領域へのチャレンジの場を与えるものである。初年度である

平成23(2011)年度には8件の応募があり、このうち3件を採択し平成24(2012)年から研究に

着手している。また、新制度の2年目以降となる平成24(2012)年度から平成26(2014)年度

の募集においては新規に7件、6件、4件の応募があり，それぞれ4件、4件、3件を採択した。

【資料 A-1-15】 【資料 A-1-16】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 A-1-15】競争的研究費規程 
【資料 A-1-16】競争的研究費の審査取扱要領 
 

［研究グループ化による研究の活性化］ 
 教員の個人研究費は、これまで学科の教員人数に応じて配分していた研究費が基礎財源

となっていた。研究実績や校務等を考慮し学科内の独自のルールにより傾斜配分していた

が、その比率は小さく、ほぼ均等配分に近い実態であった。平成24(2012)年度からは、各

学科内において2～5名程度の教員からなる研究分野を形成し、これまでの研究実績や競争

的資金制度における獲得等の実績に基づいて、分野ごとに研究費を傾斜配分することとし

た。平成26(2014)年度においては、研究分野の導入から3年目にあたることから成果の検

証や再編についての検討を行った。 
 
A-1-② 研究成果の公開 

［研究成果の公開］ 

 本学教員の研究成果は学会論文集、学会の講演会、シンポジウム等を通じて発信してい

る。外部に発信した研究成果の総数は、平成20(2008)年度から平成26(2014)年度の7年間

において、総数が5,989件である。これらの研究成果はデータベース化し、HP において公

開している。【資料 A-1-17】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 A-1-17】研究者データベースラボサイト http://labs.hus.ac.jp/ 
 
A-1-③ 研究成果の評価 

［研究成果の評価］ 

 教員の研究成果は、研究費の配分の際の基礎資料、業務の平準化のための教員活動の評

価の際にポイント化している。 

 
［学会における受賞］ 

 教員のこれまでの研究実績等に基づく学会からの表彰は、平成20(2008)年度から平成

26(2014)年度の7年間で合計81件である。【資料 A-1-18】 

【エビデンス集・資料編】 
【資料 A-1-18】学会における受賞総数 

 

A-1-④ 研究成果向上のための継続的活動の記録 
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［説明会・成果報告会の開催］ 

 科学研究費の申請に際しては学内における説明会を実施している。平成 25(2013)年度に

は、教員 1 人、職員 1 人が採択率向上セミナーに参加し、全教職員を対象に研修内容の報

告会を行うことで採択件数の増加に繋げた。また、平成 26(2014)年度には若手教員対象に

申請書類の作成について演習形式による説明会を行い、サポートを強化した。学内の競争

的研究資金については、研究期間が終了した際に全教員を対象とした成果報告会を開催し、

教員の研究のモチベーション向上を図っている。 
 
（3）A－1 の改善・向上方策（将来計画） 

・学内の研究費配分については、研究グループによる競争化を図っている。この改革が研

究の活性化及び成果に繋がるかについては今後の継続的な評価が必要である。 

・本学は基本理念の一つとして地域社会への貢献を掲げており、産業界との連携・技術移

転イベント等への積極的な参加により科学技術の教育研究を推進するとともに、寒冷地

特有の技術開発及び生活を支える技術の啓発等を通し、地域社会発展への継続的な貢献

を目指す。 
・学外との連携については、地方独立行政法人北海道立総合研究機構と「連携・協力に関

する協定」を締結したが、この連携協定に基づく研究について、研究テーマを設定して

推進していく。 
・競争的資金制度については、獲得件数、金額が増加傾向にあるが、まだ十分とは言えな

い状況にあるため、今後獲得増を図って行く必要がある。このため、地域連携推進セン

ターを中心に大学全体で教育と大学運営に関わる校務との兼合いをルール化し、研究の

活性化と外部資金の積極的な導入促進のために検討を加えていく。 
 

 

A－2 研究成果の普及及び実用性 

≪A－2 の視点≫ 

A－2-① 研究成果の市民向け発信（公開講座・技術移転イベント） 

A－2-② 研究成果の社会貢献 

A－2-③ 研究成果の普及・実用化 

A－2-④ 研究成果の普及のための継続的活動の記録 

  

（１）A－2 の自己判定 

 基準項目 A-2 を満たしている。 

 

（２）A－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

・社会人を対象とした公開講座は、平成 19(2007)年度から生産管理エキスパート塾として

継続的に実施し、平成 24(2012)年度からは「生産現場“KAIZEN 力”育成ゼミナール」

として実施している。 

・その他、地域からのニーズに対応して青森市、上富良野町、平取町、弘前市、幕別町等

でセミナーを開催している。 
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・本学教員はこれまでの研究実績により、多数の委員会・研究会に参加し社会貢献してい

る。 

   

A-2-① 研究成果の市民向けの発信（公開講座・技術移転イベント） 

［公開講座の実施状況］ 

昭和 53(1978)年度に「市民講座」の名称で開催したのが本学の公開講座の端緒である。

大学が有する教育や研究の成果を地域社会に還元すべく、市民講座のほか、公開講座、公

開セミナー、先端技術者啓発講座、社会人技術者講座等名称は様々であるが、大学キャン

パスをはじめとして札幌市内及び北海道・東北各地で開催してきた。【資料 A-2-1】【資料

A-2-2】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 A-2-1】公開講座チラシ・実施要領等 
【資料 A-2-2】公開講座の開催実績 
 

［技術移転イベントへの参加］ 
北海道経済産業局が中心となり開催している「北海道技術・ビジネス交流会」には、平

成 11(1999)年から研究成果を出展してきた。 
 更に、文部科学省と経済産業省の共催である「イノベーション・ジャパン－大学見本市」

は、現在国内最高のシーズ・マッチング行事であるが、本学は平成 16(2004)年の第 1 回か

ら出展し、研究シーズと企業ニーズのマッチングを探るとともに、全国レベルの産学連携

を図っている。また、北海道のものづくり産業の振興を図るために㈱北洋銀行が開催して

いる北洋銀行ものづくりフェアには、平成 19(2007)年の第 1 回から出展している。 
 

A-2-② 研究成果の社会貢献 

［学外からの委員・研究会への参画依頼］ 

 本学の教員に対しては、その専門性から国・自治体等が開催する委員会、学会が開催す

る研究会への委員委嘱が多く、依頼件数は平成 20(2008)年度から 26(2014)年度の 7 年間

について、それぞれ 134 件、131 件、104 件、109 件、201 件、184 件、218 件を数えて

おり、各専門分野において国、地方自治体、民間企業の事業の実施や研究の推進上、重要

な役割を果たしている。 
 

A-2-③ 研究成果の普及・実用化 

［省エネルギーに関わる技術の普及］ 

 平成 23(2011)年に発生した東日本大震災は原子力発電所の停止により電力不足の状態

が危惧され、本学の立地する北海道においても計画停電が計画された。本学では、A-1 に

おいて記述したように平成 21(2009)年度から「見える化モニタリングシステム」を導入し

ており、その電力使用においては時間帯別、建物別に常時、把握できるようになっている。

このような学内における省エネの取組みや技術については、平成 24(2012)年 4 月に創設し

た寒地環境エネルギーシステム研究所が中心となり、対外的に発信している。 
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［研究成果が実用化された事例］ 

学外からの研究依頼が実用化に繋がった例として、以下の二つのテーマについて記述す

る。 

(a) 生態学的混播混植法の研究 

森から拾い集めた様々な樹木の種を 2、3 年で苗に育て、植樹場所へ移して数種類を混

植した後、生存競争による自然淘汰に任せて森林再生を図る方法を、札幌の石狩川河川敷

をはじめ旭川、釧路などの河川敷地で実施している。平成 12(2000)年には石狩市茨戸川で、

「環境市民フォーラム」の人々が本方法で植樹を実施し、河川敷地の緑化を図った。平成

17(2005)年度には、洞爺湖畔の火山防災施設の環境整備に採用され、平成 20(2008)年度開

催の「北海道洞爺湖サミット」において本方法による植樹が実施された。 
(b) 超小型人工衛星の研究と地域利用の可能性 

農作物の作柄観察、観光情報の提供など様々な地域利用の可能性を秘めた軽量で低コス

ト次世代型超小型衛星「マイクロサット」の研究を行っている。平成 15(2003)年には「地

上の星プロジェクト」という名称で、人工衛星用としては初めて大容量送受信が可能なレ

ーザー光通信システムの実験に成功した。更に平成 18(2006)年 9 月 23 日、鹿児島県の内

之浦宇宙空間観測所から M-V ロケットにより、太陽観測衛星とともに道産子衛星

『HIT-SAT(ヒット･サット)』が地球周回軌道に投入され、北海道初の人工衛星の打上げが

成功した。 
 

A-2-④ 研究成果の普及のための継続的活動の記録 

［研究成果の普及のための継続的活動の記録］ 

 研究成果の普及のために HP において公開講座の開催及びその結果の情報を公開すると

ともに、技術移転イベントに参加した教員による報告会を開催して、教員による研究成果

の普及活動の促進を図っている。また、平成 24(2012)年度には研究支援センター（現地域

連携推進センター）においてパンフレットを作成した。【資料 A-2-3】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 A-2-3】研究支援センター（現地域連携推進センター）パンフレット 
 

（３）A－2 の改善・向上方策（将来計画） 

・社会人を対象とした公開講座については、平成 19(2007)年度から 5 か年にわたり「生産

管理エキスパート塾」を開講し、当初の目標どおりの成果を得た。平成 24(2012)年度か

らは、「生産現場“KAIZEN 力”育成ゼミナール」を開講している。 

・今後は地域のニーズに適合した新たな公開講座を発案し積極的に展開して行く。 

 

 

A－3 社会連携・国際交流 

≪A－3 の視点≫ 

A-3-① 大学施設の開放 

A-3-② 他大学との連携、高等学校との連携・総合学習への協力、青少年に対する 

    科学教育への貢献 
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A-3-③ 地域連携・交流 

A-3-④ 国際交流 

A-3-⑤ 社会連携・国際交流の推進のための継続的活動 

  

（１）A－3 の自己判定 

 基準項目 A-3 を満たしている。 

 

（２）A－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

・平成 15(2003)年度にスタートした本学図書館の学外者利用制度は、平成 22(2010)年度

からの土曜開館により利用者の利便性向上を図っており、現在では登録者数が 770 人と

着実に地域に定着している。 

・高大連携は、5 校と連携しており参加者数は増加傾向にある。 

・道内各地域の教育委員会及び同窓会の協力を得て、小学生を対象とした青少年公開講座 

を開催している。 

・手稲区唯一の大学として、平成 20(2008)年 3 月に手稲区、本学並びに手稲区連合町内会

連絡協議会の三者で「地域連携協定」を締結し、地域連携に積極的に貢献している。本

学は、「ていね夏あかり」等の地域行事に継続的に貢献している。 

・平成 25(2013)年 3 月に「手稲区連合町内会・北海道工業大学・手稲区による防災連携協

定」を締結し、三者の連携を更に強化した。 

・本学の体育館は、札幌市の「基幹避難所」に指定され、災害対応の拠点となっている。 

・地域連携協定は、上富良野町、猿払村、弘前市、幕別町、網走市とも進めており、今後、

本学が北海道内や寒冷地における地域活性化のための役割が期待される。 

・恒例となった本学学生と地域住民による地域ゴミ拾い、本学学生の雪かきボランティア

など地域との共存を図っている。 

・地域の街づくりにも積極的に参画し、新川通さくら並木植栽、山口緑地の植栽活動（平

成 25(2013)年 3 月終了）など、様々な形で貢献している。 

・国際交流については、平成 24(2012)年度からはフィンランド・オウル総合科学大学交換

留学生の人数枠を 1 人から 2 人への増加、1 人の場合には滞在期間を延長することとし

た。 

 

A-3-① 大学施設の開放 

［大学施設の開放］ 

大学キャンパスの地域への開放を目指し本学は、平成 12(2000)年から平成 16(2004)年
の間に稲山通沿いの金属製フェンス及び開学以来の正門の撤去を暫時行い、自由に緑地を

利用できるように開放してきた。更に、道路境界にエゾムラサキツツジ等の植栽を進め、

地域の緑化にも積極的に協力している。キャンパスの一部は、札幌市の「広域避難場所」

に指定されている。昭和 60(1985)年に札幌市営バスの停留所「工業大学前（現北海道科学

大学）」を誘致し、以来バス待合所は、講義棟(G 棟)に繋げて改築し学生のみならず地域

の方々の利用も多い。全面ガラス張りで見通しの良いこの待合所は、平成 17(2005)年近隣

住民の推薦により「第 12 回札幌市都市景観賞」を受賞した。本学の開かれた大学の理念
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が、地域社会と結ばれた一例と考える。この G 棟は、基準 2-9-①に記述したとおりその公

共性を含め、平成 18(2006)年に「公共建築賞優秀賞」を受賞している。 

なお、図書館は地域住民や卒業生にも開放しており、図書の貸出、予約、複写、レファ

レンス及び図書の照会、検索等のサービスを提供している。平成 22(2010)年度からは図書

館の土曜開館を行い、利便性を向上させている。【資料 A-3-1】 

【エビデンス集・資料編】 
【資料 A-3-1】図書館 http://www.hus.ac.jp/lib_info/library/index.html 

 

A-3-② 他大学との連携、高等学校との連携・総合学習への協力、青少年に対する科学教

育への貢献 

［大学間の連携］ 

「さっぽろ大学連携ネットワーク会議」「さっぽろ地・学連携フォーラム」に参加し、

他大学と情報交換を行ってきた。道内大学及び札幌市市長政策室、北海道経済産業局等が

加盟する「札幌圏大学間連携を考える会」では、札幌市が主催し東京で行う観光イベント

に資料参加を行った。平成 22(2010)年度には「札幌駅前通地下空間広場の活用手法」を募

集する活動に札幌圏の大学とともに参加し、アイデアコンペで最優秀賞を受賞した。【資料

A-3-2】 
平成 24(2012)年度には、北翔大学と本学の連携企画として、「超高齢化社会に対応する

北海道のまちづくり」と題した講演会を、北翔大学北方圏学術センター「ポルト」で開催

した。 
東北工業大学とは学生のスポーツの対抗戦を実施してきたが、平成 23(2011)年度以降は

両大学の教職員の交流を図ることとし、相互に FD 研修会の講師の派遣を行っており、平

成 24(2012)年度は本学教員が東北工業大学において FD 研修会の講師を務めた。平成

25(2013)年度は両大学の発展に資することを目的として、教職員・学生の交流を通じて相

互の知見の理解と教育・研究に関して連携し協力し合うために「連携協定」を締結した。

【資料 A-3-3】 
この協定に基づき、平成 25(2013)年 11 月に本学から東北工業大学へ職員を派遣し、同

年 12 月には東北工業大学から本学へ職員が派遣され、それぞれ SD 研修を行った。平成

26(2014)年も同時期にそれぞれ SD 研修を行った。 
平成 27(2015)年 3 月、酪農学園大学と本学が「教育・研究等に関する包括連携協定」を

締結した。この協定は、両大学相互の知見の理解と教育・研究に関して、連携活動に必要

な情報の共有に努め、相互に連携協力し、両大学の発展に資することを目的として締結し

たものである。今後は、本協定に基づき「単位互換」「特別講義（講師派遣）」「共同研究」

「施設の相互利用」「学生・教職員の交流」等の実施を計画している。【資料 A-3-4】 
【エビデンス集・資料編】 
 【資料 A-3-2】HIT NEWS 2010/Vol.5,6 
【資料 A-3-3】本学と東北工業大学との教育・研究等に関する包括連携協定書 
【資料 A-3-4】本学と酪農学園大学との教育・研究等に関する包括連携協定書 

 
［高等学校との教育連携］ 
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平成 15(2003)年に、北海道札幌稲北高等学校、北海道札幌手稲高等学校とそれぞれ高大

連携に関する覚書の調印を行い、本学が用意する学習プログラムに高校生が参加する「教

育連携講座」がスタートした。いずれも理科に対する理解と学習意欲を高め、地域の科学

技術教育活動の普及に寄与することを目的とするものである。 
高大連携は、平成 27(2015)年 5 月現在 5 校と締結している。表 A-3-1 は高大連携締結高

校を示す。【資料 A-3-5】～【資料 A-3-7】 
 

表 A-3-1 高大連携協定締結高校 
 

年 度 連 携 高 校 

平成 15(2003) 北海道札幌稲北高等学校
*
、北海道札幌手稲高等学校 

平成 16(2004) 北海道琴似工業高等学校 

平成 19(2007) 北海道札幌稲西高等学校
*
 

平成 20(2008) 北海道札幌工業高等学校 

平成 21(2009) 北海道札幌新川高等学校 

平成 23(2011) 北海道札幌あすかぜ高等学校
*
 

     * 北海道札幌稲北高校、北海道札幌稲西高校は北海道札幌あすかぜ高等高校に再編統合 
 

【エビデンス集・資料編】 
【資料 A-3-5】高大連携教育推進委員会規程 
【資料 A-3-6】高大連携に関する覚書 
【資料 A-3-7】平成 26(2014)年度高大連携教育実施計画書及び実施結果 
 

      

写真 A-2 高大連携授業 
 

［総合学習への協力］ 

小・中学校、高等学校での「総合的な学習の時間」の実施もあって、本学に出前授業等

の要望が多く寄せられている。そこで、本学教員から提供されたテーマを公開し、広く学

外からの要望に応じられる態勢を整えている。平成 26(2014)年度からは本学の特色を強く

アピールすることを念頭に学外に公表する講座一覧表を学科ごとから科学技術の分野ごと

の一覧に改めた。 

 

［青少年に対する科学教育］ 

北海道科学の祭典、手稲区家庭教育学級合同学習会など子供達の理科離れ対策をはじめ
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として、地域の教育に関連した行事に対して積極的に学内施設の提供や人的支援を行って

いる。平成 18(2006)年度から平成 23(2011)年度には「青少年のための科学の祭典」を実施

し、多くの子供の参加を得た。更に平成 19(2007)年度には「わくわくドキドキ！科学おも

ちゃをつくろう」、平成 21(2009)年度には日本学術振興会との共催による「ひらめき☆と

きめきサイエンス」夏休みキッズ科学技術セミナーを開催している。 

青少年公開講座は、主として小学校高学年を対象に毎年数回、北海道内各地の教育委員

会との共催又は後援並びに本学の同窓会支部の後援を受けて開催しており、小学生に対し

て科学の楽しさを伝えている。【資料 A-3-8】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 A-3-8】青少年公開講座の開催実績 

     

写真 A-3 青少年公開講座（サイテクアド） 
 

A-3-③ 地域連携・交流 

［地域連携協定］ 

これまで、周辺町内会との情報交換会をはじめ様々な交流を行ってきたが、より実りあ

る総合的なものにするべく、平成 20(2008)年 3 月、手稲区、本学並びに手稲区連合町内会

連絡協議会の三者で、「地域連携協定」を締結した。この地域連携協定の一環として、平成

22(2010)年 6 月に「新川通さくら並木植栽に関する覚書」を交わし、本学教授が開発した

「生態学的混播混植法」を応用した植栽方法により整備が行われることになった。平成

23(2011)年 8 月には、上富良野町と上富良野町のまちづくりと人材育成に寄与することを

目的に地域連携協定を締結した。上富良野町とは平成 22(2010)年 4 月に「積雪寒冷地にお

ける未利用エネルギーの有効活用とその可能性について」のセミナーを開催していること

や、町営住宅の将来構想検討の研究委託を受けていることなどから協定締結に至った。そ

の後同町とは、平成 25(2013)年 7 月に本学准教授が「スマートフォン等によるトラブル対

応講演会」で講演、同年 9 月の「第 18 回全道フットパスの集い in かみふらの」に本学学

長をアドバイザー、准教授をコーディネータとして派遣するなど協定に基づく活動を着実

に実施している。 

また、平成 24(2012)年 7 月には猿払村との地域連携協定を締結した。この協定において

も両者が人的・知的資源、施設及び情報についても相互交流支援や効果的活用を進めるこ

とを目的としていることから、平成 24(2012)年 11 月及び平成 25(2013)年 7 月に猿払村か

らの依頼で、「コケモモ」自生地の現地調査等に教員を派遣した。更に、平成 25(2013)年
6 月には幕別町と地域連携協定を締結し、同年 7 月には「幕別コミュニティカレッジ」の
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開講式と本学教員による第 1 回セミナーを開催し、また 8 月には幕別町内の小学 3 年生か

ら 6 年生を対象とした「サイテクアド-小学生モノづくり教室-」を開催した。平成 26(2014)
年 8 月には網走市との地域連携協定を締結した。この協定は、地域の振興、地域福祉の増

進、地方分権の推進、人材育成など、双方が共通の関心をもつ行政分野において両者が人

的・知的資源の交流と物的資源の活用を図るもので、今後共同研究等を進めることとなっ

ている。【資料 A-3-9】【資料 A-3-10】 

【エビデンス集・資料編】 
【資料 A-3-9】地域連携協定書 
【資料 A-3-10】HIT NEWS 2010/Vol.3 HIT NEWS 2011/Vol.8 
 

［防災連携協定］ 

平成 25(2013)年 3 月 12 日に「手稲区連合町内会連絡協議会、本学及び手稲区による防

災連携協定」の調印式が行われた。この防災連携協定は、手稲区内で発生する災害に備え

て、それぞれが持つ人的・知的資源、施設及び情報などで相互に協力することにより、手

稲区の地域防災力を向上させ、災害に強い手稲区づくりに寄与することを目的とする。こ

の三者は既に平成 20(2008)年に地域連携協定を締結しており、防災連携協定により防災に

関しての連携を更に深めることになる。この協定により本学の体育館は札幌市地域防災計

画の定める「収容避難場所」に指定され、1,050 人を収容する。同年 4 月 1 日から札幌市

避難場所基本計画の運用により、「基幹避難所」の指定を受け、災害対応の拠点となった。

【資料 A-3-11】【資料 A-3-12】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 A-3-11】防災連携協定書 
【資料 A-3-12】HIT NEWSLETTER Vol.31/2013 NO.1 

 

［周辺町内会役員との情報交換会］ 

大学周辺の地域は多くの学生の居住地となり、平成 12(2000)年から周辺町内会と学生部

（現学生支援センター）関係者との情報交換会を開催し、学生たちの生活マナーや、車両

通学者の交通ルール遵守などについて話合いをしている。本学クラブ部員が毎年実施して

いる大学周辺のゴミ拾いに対する感謝の声がある一方、下宿生などによる若者特有のゴミ

捨て等、マナーの悪さへの苦情の声も寄せられている。近隣に居住する卒業予定者に個別

に注意喚起を行うとともに、新入生のガイダンスの際にマナー等の注意喚起を行っている。

なお、マイカークラブでは、基準 2-9-①に記述した「100 日間セーフティラリー」への協

力に加え、全国交通安全週間時に地域住民とともに交通事故防止運動に参画している。平

成 22(2010)年 7 月には本学において、手稲区連合町内会連絡協議会、手稲区との三者によ

る意見交換会を開催した。平成 24(2012)年 7 月と平成 26(2014)年 7 月には交流会を開催

した。【資料 A-3-13】【資料 A-3-14】 

【エビデンス集・資料編】 
【資料 A-3-13】平成 27(2015)年度 100 日間セーフティラリー実施要領 
【資料 A-3-14】HIT NEWS 2010/Vol.4 
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［地域ゴミ拾いと雪かきボランティア］ 

平成 11(1999)年度を初回として毎年春先に、協学会体育局系クラブのメンバーが集まり

大学周辺の道路や空き地などに放置されているゴミを片付けている。その後、文化局系ク

ラブの参加も得、大学周辺の町内会と合同の活動となった。大学周辺地域のゴミステーシ

ョン改善プロジェクト等、地域との交流や貢献をテーマとした課題が、「夢プロジェクト」

として採用されている。更には、冬季ボランティア「雪かき隊」が平成 17(2005)年度から

「夢プロジェクト」に採択され、約 100 名の学生が参加して大学周辺の高齢者世帯の除雪

を行っている。この取組みは継続して実施し、町内会から感謝状を受けるなどの成果を得

ている。【資料 A-3-15】～【資料 A-3-16】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 A-3-15】平成27(2015)年度協学会・体育局・文化局主催大学周辺町内ゴミ拾い実

施要領 
【資料 A-3-16】平成26(2014)年度夢プロジェクト採択一覧 
【資料 A-3-17】平成26(2014)年度雪かき隊学外活動届及び学外活動報告書  

 

 

 

    

 
 
 
 
 

写真 A-4 町内会との合同ゴミ拾い    写真 A-5 雪かき隊の活動 
 

［手稲区の地域行事やまちづくりへの参画］ 

本学は区内唯一の大学であり、「住宅地計画、まちづくり研究」の地域連携の実践と

して、本学住宅地計画研究分野の教員と学生が「手稲区民まつり」に平成 4(1992)年か

ら参画した。この夏祭りに合わせて、子どもたちと提灯作りで参加する「ていね夏あか

り」は「北のまちづくり賞知事賞」を受賞した。毎年冬に手稲山で開催される「手稲山

雪の祭典」にはゼミ単位で学生、教職員が参加して地域との交流を深めている。 
平成 21(2009)年度は、手稲区の区制 20 周年に当たり、その記念事業の式典において、

エコキャップ運動の一環として学生が制作したペットボトルキャップでつくるモザイ

ク画の序幕式が行われた。制作の段階から市民参加型のイベントとして実施し手稲区か

ら高い評価を受けている。平成 23(2011)年 2 月には、札幌市と「さっぽろふるさとの森

づくりに関する覚書」を締結し、手稲区内の山口緑地の植栽活動（平成 25(2013)年 3 月

終了）に関する協力を行うなど地域からの要請に様々な形で貢献している。更に、平成

25(2013)年 4 月には手稲区から依頼を受け本学の学生が手稲区を紹介する冊子「ヒミツ

の teine」の作成に協力し発行、同年 9 月に開催された手稲スポ・レクの告知ポスター

のデザイン等、本学学生は、様々な場で手稲区の行事に協力している。【資料 A-3-18】 
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【エビデンス集・資料編】 
【資料 A-3-18】さっぽろふるさとの森づくりに関する覚書 

 
［山岳部と手稲消防団協力による山岳救助隊発足］ 
 近くに手稲山を有することから手稲消防団から依頼を受け、平成 19(2007)年に本学山岳

部の協力のもと「手稲消防団山岳救助隊」が発隊した。『わがまちの山で起きる事故』に備

え、現在合同で訓練を重ねている。消防団内に山岳救助隊ができるのは道内初である。 
 
［同窓会を通じた交流］ 

 昭和42(1967)年に開学した本学は、これまで30,000人を超える卒業生を輩出してきた。

本学の同窓会は昭和46(1971)年に発足し、大学と連携を図り、その根幹である地域支部や

学科支部の活性化、情報交換、異業種交流、新技術の開発、キャリア支援など相互支援の

場として機能し、大学の発展や大学からの情報発信に貢献している。地域支部は現在15支
部あり、卒業生同志の交流の場として機能するほか、A-3-②で示したように本学が行う地

域における青少年公開講座の開催においても、その実施に際して支援している。また、本

学の大学祭においては、道内外の名物・郷土料理を提供するなど学生や教職員と交流して

いる。学科別支部は6支部あり、同じ学科を卒業した卒業生の交流の場となるほか学生の

就職に際しても同窓生が大きな役割を果たしている。 

 

［その他の交流］ 

平成 22(2010)年から毎年 10 月に、手稲区が企画し小学生を対象とした「手稲タンケン

ツアー」への協力を行っている。 

本学の大学祭について、期間中多くの市民が訪れ、各種イベントや模擬店は地域の子供

たちで賑わっており、フリーマーケットには多くの区民が出店・参加している。また、学

内における諸活動を広く地域住民に理解してもらうことを目的に、広報誌「HIT News 
Letter」は、本学周辺の約 25,000 戸へも配布してきた。平成 21(2009)年からは、学内か

らの情報発信は HP 上に「HIT NEWS」（平成 24(2012)年から「HIT NEWS LETTER
（現 HUS NEWS LETTER）」と改称）として掲載している。 

平成 26(2014)年度から、寒冷地ならではの子育て家族の QOL 向上と子ども虐待防止に

資することを目的に看護学科の教員が中心となって「HUS 子育て支援カフェ」を企画し

ている。本企画では、未就学の子を育てる母親を対象に各種講座や体験教室を開催し、気

分転換を図ってもらい、疑問や悩みをため込まないよう呼びかけを行っている。この活動

は地域貢献と位置づけ、開催場所は大学構内に留まらず、JR 手稲駅や札幌駅前の広場、

雪まつり会場など多岐にわたっている。【資料 A-3-19】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 A-3-19】子育て支援カフェ開催案内 
 

A-3-④ 国際交流 

［オウル総合科学大学との交流］ 

平成 8(1996)年に、フィンランド・オウル総合科学大学のマンキネン学長ら四氏が本学
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を訪問され、これを契機に交換留学がスタートした。双方から留学生を毎年１人ずつ派遣

することを内容とする相互交流協定を取交わし、この協定に基づいて、毎年 5 月にオウル

総合科学大学から本学へ、8 月には本学からオウル総合科学大学へ、ともに 70 日間の滞

在日程で相互交流学生を派遣している。平成 20(2008)年度からは相互の単位付与制度が実

現し、本学からの留学生には特別科目「フィンランド語基礎」を開設している。平成

24(2012)年度からは交換留学生の人数を 1 人から 2 人に増やした。2 人の場合の滞在期間

は、70 日間から 90 日間までとし、また、1 人の場合の滞在期間は、従来 70 日間までのと

ころを 140 日間まで延長することができるようにした。平成 24(2012)年、平成 25(2013)
年の両年とも 5 月にオウル総合科学大学から 2 人、8 月には本学から 2 人の学生がともに

滞在期間 90 日間の相互交流を行った。 
教員の派遣についても平成 20(2008)年度から実施しており、これまでに 5 人の教員がオ

ウル総合科学大学を訪問している。【資料 A-3-20】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 A-3-20】オウル総合科学大学交換留学協定 
 

［国際交流］ 

平成 22(2010)年 4 月から平成 27(2015)年 3 月までの間、海外から 26 か国延べ 120 人の

来学者に対して本学の紹介やキャンパスツアー、教員や学生との交流を実施した。平成

25(2013)年 7 月には、タイ王国スコータイ・タンマティラート大学教職員 11 人が来学し

た。 

 

A-3-⑤ 社会連携・国際交流の推進のための継続的活動 

社会連携・国際交流は年々、実施数が増加している。その実施においては、HP で開催

及び開催結果について情報公開している。一方、教育・研究とのバランスを取ることが必

要になっており、教員業務業績の見える化システムを活用しながら特定の教員に過重な負

担がかからないよう教員間の業務の平準化を図りながら進めていくことが重要になる。 

本学は平成 26(2014)年 6 月 23 日に、平成 32(2020)年東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会の成功に向け、人的・研究分野の連携など相互に連携・協力を図ることを目的

として一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と連携協定を

締結した。【資料 A-3-21】 
【エビデンス集・資料編】 

【資料 A-3-21】本学と一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委 
員会との連携協定書 
 

（３）A－3 の改善・向上方策（将来計画） 

・他大学との交流（大学間連携）については、札幌市が企画する各種の会議・フォーラ

ムに今後も積極的に参画し、情報交換を進めていく。なお、FD・SD 活動に関する北

海道地区の推進協議会が、平成 21(2009)年 10 月に設立されており、本学はその幹事

校としてその役割を積極的に担っていく。 

・高大連携教育に関しては、高校側の希望が特定の時期に集中すること、特定の教員に
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過度の負担が生じることなどの問題が起きている。今後は、こうした問題を解消する

ため授業担当依頼計画を立てるなどして連携教育の一層の充実を図る。入学後の単位

認定を含む高大連携については、現状では時間割の編成上の問題があり困難な状況に

あるが、継続して情報収集する。 

・我が国の継続的な産業活力維持のためには、理科・科学への興味・学習意欲の向上が

重要課題であり、青少年対象の教育啓発活動、子供たちの理科離れ対策をはじめとす

る教育関連行事には、今後とも積極的に関わっていく。 

・手稲区連合町内会連絡協議会、本学及び手稲区の地域連携は、愛着と誇りの持てるま

ちづくりと人材育成の観点から着実にその成果を上げているが、更に、地域行事への

協力や街づくりへの一層の貢献を目指す。 

・アパート住まいや下宿生などによるゴミ捨てや騒音等、マナーの悪さ、卒業時期の大

型ゴミ路上放置については、学生に対する指導の強化を図り、今後とも地域社会との

連携を強めて対策に当たる。 

・地域ボランティア、手稲区内の地域行事、まちづくりへの参加は、学生の人間形成や

技術力形成に大きく貢献しており、今後とも積極的に取組んでいく。 

 

［基準 A の自己評価］ 

・平成 26(2014)年度の本学教員による自治体の各種委員、研究会への参画等は、延べ

218 件となっている。このことは、本学教員の専門性の高さが評価されたものである。 

・防災、自然保護、環境保全、農業振興など北海道という地域の特殊性に根ざした多く

のユニークな研究成果により地域社会発展への寄与を続けている。 

・今後は、平成24(2012)年に創設した寒地環境エネルギーシステム研究所、平成25(2013)
年に創設した寒地ヒューマンサポートシステム研究所の両研究所による研究、平成

27(2015)年に創設した寒地先端材料研究所及び地域社会創生研究所、地方独立行政法

人北海道立総合研究機構との連携研究等を推進して行くことにより一層の活性化を

図る。 
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【資料 2-8-7】 平成 26(2014)年度授業公開・参観報告書 
【資料 2-2-11】

と同じ 

【資料 2-8-8】 平成 26(2014)年度授業改善アンケート報告書（前期・後期） 
【資料 2-2-9】 

と同じ 

【資料 2-8-9】 平成 26(2014)年度教職員国外研修一覧  

【資料 2-8-10】 教員活動の見える化システム  

【資料 2-8-11】 教育研究業績調査に係る書類の作成について  

【資料 2-8-12】 北海道科学大学組織図  

【資料 2-8-13】 北海道科学大学学則別表１ 
【資料 2-4-1】 

と同じ 

2-9．教育環境の整備 

【資料 2-9-1】 
北海道科学大学施設案内  

http://www.hus.ac.jp/info/facility/facilities.html 
 

【資料 2-9-2】 
北海道科学大学キャンパスマップ 

http://www.hus.ac.jp/info/facility/campusmap.html  
 

【資料 2-9-3】 
情報公表－校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育環境に 

関すること  http://www.hus.ac.jp/public-info/#8 
 

【資料 2-9-4】 
北海道科学大学図書館 

http://www.hus.ac.jp/lib_info/library/lib_outline/index.html 
 

【資料 2-9-5】 
講義棟（Ｇ棟） 

http://www.hus.ac.jp/info/facility/facilities_6.html 
 

【資料 2-9-6】 
保健医療学部棟（C 棟）、別棟（R1 棟） 

http://www.hus.ac.jp/info/facility/facilities_4.html 
 

【資料 2-9-7】 
北海道薬科大学共用講義棟（A 棟） 

http://www.hus.ac.jp/info/facility/facilities_3.html 
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【資料 2-9-8】 
コンビニ／書籍・文具 

http://www.hus.ac.jp/info/facility/facilities_3.html  

【資料 2-9-7】 

と同じ 

【資料 2-9-9】 
学術情報センター・演習室 

http://www.hus.ac.jp/lib_info/mediacenter/index.html 
 

【資料 2-9-10】 体育館「HIT ARENA」  

【資料 2-9-11】 自動車通学 http://www1.hus.ac.jp/gakusei/05use/car/index.php  

【資料 2-9-12】 セーフティラリー実施結果  

【資料 2-9-13】 北海道科学大学平日の夜間及び休日の校舎の利用に関する要領  

【資料 2-9-14】 
在学生情報サイト HUS ナビ→学生生活アンケート結果 

http://www1.hus.ac.jp/gakusei/keiji/2014gakusei.pdf 

【資料 2-6-6】 

と同じ 

【資料 2-9-15】 キャンパスの全面禁煙化に向けた取組計画  

【資料 2-9-16】 アクティブラーニング室の写真  

【資料 2-9-17】 北海道科学大学大学院ティーチングアシスタント規程 
【資料 2-3-8】 

と同じ 

 

基準 3．経営・管理と財務 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

3-1．経営の規律と誠実性 

【資料 3-1-1】 学校法人北海道科学大学寄附行為 
【資料 F-1】 

と同じ 

【資料 3-1-2】 北海道科学大学の基本姿勢 
【資料 1-1-2】 

と同じ 

【資料 3-1-3】 学校法人北海道科学大学組織図  

【資料 3-1-4】 学校法人北海道科学大学中期事業計画 平成 27(2015)～31(2019)年度 
【資料 1-3-7】 

と同じ 

【資料 3-1-5】 学校法人北海道科学大学将来計画検討委員会開催要領  

【資料 3-1-6】 
学校法人北海道科学大学「教学体制の再構築並びにキャンパス再整備計

画」 
 

【資料 3-1-7】 ブランドブック 2013  

【資料 3-1-8】 
尚志学園報（平成 25(2013)年第 5 号）、法人だより（平成 26(2014)年

第 2 号） 
 

【資料 3-1-9】 学校法人北海道科学大学内部監査規程  

【資料 3-1-10】 
平成 26(2014)年第 12 回、第 14 回教授会資料抜粋(学則改正、教授会規

程改正、教授会規程細目改正」 
 

【資料 3-1-11】 研究活動に係る不正行為への対応等に関する規程  

【資料 3-1-12】 利益相反ポリシー、利益相反マネジメント規程  

【資料 3-1-13】 公的研究費の管理・監査に関する規程  

【資料 3-1-14】 学校法人北海道科学大学における公益通報者の保護等に関する規程  

【資料 3-1-15】 北海道科学大学環境マネジメントシステムに関する基本規程  

【資料 3-1-16】 北海道科学大学環境影響評価規程  

【資料 3-1-17】 北海道科学大学環境教育・訓練規程  

【資料 3-1-18】 北海道科学大学環境情報伝達規程  

【資料 3-1-19】 北海道科学大学環境文書・記録管理規程  

【資料 3-1-20】 北海道科学大学環境測定業務規程  
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【資料 3-1-21】 北海道科学大学環境不適合是正予防処置規程  

【資料 3-1-22】 北海道科学大学内部環境監査規程  

【資料 3-1-23】 環境への取り組み  

【資料 3-1-24】 北国の省エネ・新エネ大賞（北海道経済産業局長表彰）  

【資料 3-1-25】 体育館「HIT ARENA」 
【資料 2-9-10】

と同じ 

【資料 3-1-26】 北海道科学大学ハラスメント対策に関する規程  

【資料 3-1-27】 北海道科学大学個人情報保護規程  

【資料 3-1-28】 北海道科学大学消防計画  

【資料 3-1-29】 北海道科学大学平日の夜間及び休日の校舎の利用に関する要領 
【資料 2-9-13】

と同じ 

【資料 3-1-30】 安全管理／点検マニュアル（目次）  

【資料 3-1-31】 北海道科学大学危機管理規程  

【資料 3-1-32】 情報公表 http://www.hus.ac.jp/public-info/  

【資料 3-1-33】 
財務情報の公開 

http://www.ed.hus.ac.jp/jouhoukoukai/jigyouhoukoku/ 
 

【資料 3-1-34】 学校法人北海道科学大学財務書類等閲覧規程  

3-2．理事会の機能  

【資料 3-2-1】 学校法人北海道科学大学理事会会議規則  

【資料 3-2-2】 学校法人北海道科学大学評議員会会議規則  

【資料 3-2-3】 理事会、評議員会、常任理事会の開催状況 
【資料 F-10-2】

と同じ 

【資料 3-2-4】 理事会、評議員会の表決書  

【資料 3-2-5】 学校法人北海道科学大学常任理事会会議規則  

【資料 3-2-6】 学校法人北海道科学大学理事会業務委任規程  

【資料 3-2-7】 学校法人北海道科学大学常務理事の担当業務に関する内規  

【資料 3-2-8】 学校法人北海道科学大学学長選考規程  

3-3．大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

【資料 3-3-1】 
平成 26(2014)年第 12 回、第 14 回教授会資料抜粋(学則改正、教授会規

程改正、教授会規程細目改正) 

【資料 3-1-10】

と同じ 

【資料 3-3-2】 北海道科学大学企画運営会議規程  

【資料 3-3-3】 北海道科学大学組織図 
【資料 2-8-12】

と同じ 

【資料 3-3-4】 規程一覧 
【資料 F-9-2】 

と同じ 

【資料 3-3-5】 法人だより（平成 27(2015)年第 1 号）  

【資料 3-3-6】 
平成 27(2015)年第 1 回教授会資料抜粋「教学マネジメント体制につい

て」 
 

3-4．コミュニケーションとガバナンス 

【資料 3-4-1】 学校法人北海道科学大学運営協議会規程  

【資料 3-4-2】 学校法人北海道科学大学組織規程  

【資料 3-4-3】 北海道科学大学学則 
【資料 F-3-1】 

と同じ 

【資料 3-4-4】 北海道科学大学大学院学則 
【資料 F-3-2】 

と同じ 
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【資料 3-4-5】 学校法人北海道科学大学法人本部事務組織・分掌規程  

【資料 3-4-6】 北海道科学大学事務局組織規程  

【資料 3-4-7】 学校法人北海道科学大学監事監査規程  

【資料 3-4-8】 監事による監査報告書  

【資料 3-4-9】 監事の職務執行状況  

【資料 3-4-10】 理事会、評議員会、常任理事会の開催状況 
【資料 F-10-2】

と同じ 

【資料 3-4-11】 法人だより（平成 27(2015)年第 1 号） 
【資料 3-3-5】 

と同じ 

【資料 3-4-12】 学校法人北海道科学大学将来計画検討委員会開催要領 
【資料 3-1-5】 

と同じ 

【資料 3-4-13】 ブランドブック 2014  

【資料 3-4-14】 工大・薬大連携ワーキング・グループ開催要領  

【資料 3-4-15】 情報システム導入ワーキング・グループ開催要領  

【資料 3-4-16】 学校法人北海道科学大学ブランド委員会開催要領  

【資料 3-4-17】 学校法人北海道科学大学広報委員会開催要領  

3-5．業務執行体制の機能性 

【資料 3-5-1】 学校法人北海道科学大学理事会業務委任規程 
【資料 3-2-6】 

と同じ 

【資料 3-5-2】 学校法人北海道科学大学法人本部業務委任規程  

【資料 3-5-3】 学校法人北海道科学大学組織規程 
【資料 3-4-2】 

と同じ 

【資料 3-5-4】 学校法人北海道科学大学寄附行為 
【資料 F-1】 

と同じ 

【資料 3-5-5】 学校法人北海道科学大学常務理事の担当業務に関する内規 
【資料 3-2-7】 

と同じ 

【資料 3-5-6】 学校法人北海道科学大学法人本部事務組織・分掌規程 
【資料 3-4-5】 

と同じ 

【資料 3-5-7】 北海道科学大学事務局組織規程 
【資料 3-4-6】 

と同じ 

【資料 3-5-8】 学校法人北海道科学大学事務組織検討委員会開催要領  

【資料 3-5-9】 平成 27(2015)年度以降の事務組織体制について  

【資料 3-5-10】 学校法人北海道科学大学人事異動の指針  

【資料 3-5-11】 学校法人北海道科学大学事務職員（正職員・新卒）採用要項  

【資料 3-5-12】 学校法人北海道科学大学選択定年規程  

【資料 3-5-13】 学校法人北海道科学大学理事会会議規則 
【資料 3-2-1】 

と同じ 

【資料 3-5-14】 学校法人北海道科学大学学評議員会会議規則 
【資料 3-2-2】 

と同じ 

【資料 3-5-15】 学校法人北海道科学大学常任理事会会議規則 
【資料 3-2-5】 

と同じ 

【資料 3-5-16】 学校法人北海道科学大学運営協議会規程 
【資料 3-4-1】 

と同じ 

【資料 3-5-17】 学校法人北海道科学大学監事監査規程 
【資料 3-4-7】 

と同じ 

【資料 3-5-18】 学校法人北海道科学大学内部監査規程 
【資料 3-1-9】 

と同じ 

【資料 3-5-19】 学校法人北海道科学大学内部監査実施細則  
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【資料 3-5-20】 平成 27(2015)年度新人職員（事務職員）研修について  

【資料 3-5-21】 平成 24(2012)年度中堅管理職研修会  

【資料 3-5-22】 平成 25(2013)年度管理職研修会  

【資料 3-5-23】 北海道科学大学職員の会議、研修等に関する内規  

【資料 3-5-24】 事務局月例研修会報告  

【資料 3-5-25】 各課研修会参加状況  

【資料 3-5-26】 学校法人北海道科学大学自己研鑚費助成に関する取扱要領  

【資料 3-5-27】 平成 26(2014)年度自己研鑚費助成制度利用状況  

【資料 3-5-28】 学校法人北海道科学大学業務改善表彰制度実施要領  

【資料 3-5-29】 平成 26(2014)年度業務改善表彰制度の選考結果について  

【資料 3-5-30】 平成 26(2014)年度第６回事務月例研修会（東北工大職員相互派遣報告）  

【資料 3-5-31】 平成 27(2015)年度職員を対象とした研修の募集について（案内文書）  

3-6．財務基盤と収支 

【資料 3-6-1】 学校法人北海道科学大学将来計画検討委員会開催要領 
【資料 3-1-5】 

と同じ 

【資料 3-6-2】 学校法人北海道科学大学中期事業計画（平成 27(2015)～31(2019)年度） 
【資料 1-3-7】 

と同じ 

【資料 3-6-3】 学校法人北海道科学大学奨学基金規程  

【資料 3-6-4】 北海道薬科大学附属薬局運営委員会規程  

【資料 3-6-5】 
北海道薬科大学附属薬局 

http://www.hokuyakudai.ac.jp/fuzokuyakkyoku/ 
 

【資料 3-6-6】 学校法人北海道科学大学寄付金取扱規程  

3-7．会計 

【資料 3-7-1】 学校法人北海道科学大学経理規程  

【資料 3-7-2】 学校法人北海道科学大学予算執行規程  

【資料 3-7-3】 学校法人北海道科学大学固定資産及び物品管理規程  

【資料 3-7-4】 学校法人北海道科学大学固定資産会計要領  

【資料 3-7-5】 学校法人北海道科学大学調達規程  

【資料 3-7-6】 教育研究経費及び管理経費勘定科目一覧表  

【資料 3-7-7】 監事による監査報告書 
【資料 3-4-8】 

と同じ 

【資料 3-7-8】 学校法人北海道科学大学内部監査規程 
【資料 3-1-9】 

と同じ 

【資料 3-7-9】 学校法人北海道科学大学内部監査実施細則 
【資料 3-5-19】

と同じ 

 

基準 4．自己点検・評価 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

4-1．自己点検・評価の適切性 

【資料 4-1-1】 
平成20(2008)年度大学機関別認証評価 評価結果報告書「北海道工業大

学」 
 

【資料 4-1-2】 
北海道工業大学自己評価報告書・本編［日本高等教育評価機構］平成

20(2008)年6月 
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【資料 4-1-3】 

北海道工業大学自己点検・評価報告書［平成 25(2013)年度版］,［平成

23(2011)年度版］ 

 http://www.hus.ac.jp/info/activity/evaluation 

 

【資料 4-1-4】 外部評価委員会記録  

【資料 4-1-5】 北海道科学大学組織図 
【資料 3-3-3】 

と同じ 

【資料 4-1-6】 北海道科学大学自己点検・評価規程  

【資料 4-1-7】 北海道科学大学自己点検・評価委員会幹事会規程  

【資料 4-1-8】 平成26(2014)年度自己点検評価レポート  

4-2．自己点検・評価の誠実性 

【資料 4-2-1】 情報公表 http://www.hus.ac.jp/public-info/index.html 
【資料 3-1-32】

と同じ 

【資料 4-2-2】 研究者データベースラボサイト http://labs.hus.ac.jp/  

【資料 4-2-3】 大学HPトピックス一覧  

【資料 4-2-4】 
在学生情報サイト HUS ナビ¬→学生生活アンケート結果 

http://www1.hus.ac.jp/gakusei/keiji/2014gakusei.pdf 

【資料 2-6-6】 

と同じ 

【資料 4-2-5】 平成 26(2014)年度授業改善アンケート報告書（前期・後期） 
【資料 2-2-9】 

と同じ 

【資料 4-2-6】 平成 26(2014)年度カリキュラム編成会議記録 
【資料 2-2-10】

と同じ 

【資料 4-2-7】 
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